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会計担当課の管理職の方へ

会計事務は，日常生活では使わない独特の用語が登場したり，根拠法令が多岐にわ

たるためなかなか根拠にたどり着けなかったり，事務が細分化されているため自分の

仕事にどのような意味があるのか理解しにくかったりと，初めて会計担当課の仕事を

することになった方や経験の浅い方にとっては，少々敷居の高い仕事かもしれませ

ん。

経理局執務資料PTでは，そのような会計事務の敷居を少しでも低いものにしたい

という思いから，このシートを作成しました。

経験のない仕事については，資料を読んでもなかなかイメージがわかないと思いま

す。そういうときは，先輩や同僚からの説明を聞き，わからない部分を質問して，疑

問を解消していく，という方法が有効です。このシートは, そんな会話の一助となる

ようテーマごとに根拠と目的を解説しており，会計の職場に入ってきた経験の浅い職

員に対し，先輩職員や管理職が知識を付与するための補助ツールとして使うことがで

きるように作成しています。新しく会計の職場に配属された職員と先輩職員が，この

シートを使って会話をすることで，会計事務の根拠と目的への理解が深まるものと考

えています。

・会計担当課の管理職の方は，ぜひ，このシートを活用して，職場の中の会話を促し

てください。もちろん，管理職の方が，このシートを使って勉強会を開催する方法も

有効です。

その他，このシートの具体的な使い方には，次のようなものが考えられます。

，① わからない用語に出会ったとき，索引を利用して該当するシートを読むように

勧める。

② 4月の初めに，シート11「忘れてはいけない4月の提出物」を配布してミーテ

イングを行い，各係からシートに記載したもの以外に4月にどのような提出物が

あるのかを話し合う。

③ 初めて監督職員又は検査職員となった職員に対し，付録を読んでもらい，その

後，シート8「監督と検査」などを使って，管理職等が監督と検査に関する説明

を行う。

④ 監査の準備として，予定価格を積算した事務記録を点検する際に，シート6

「予定価格概説」やシート18，22；28を参照し，予定価格の根拠と目的を正し

く理解して予定価格を積算していたか確認する。

⑤ 支出決定決議の決裁をする際，シート41の別図「支出決定決議書の確認のポ

‘イント」と決議書等を照合し，適正に起案されているかを確認する。

この他にもいろいろな使い方が考えられると思いますので，根拠と目的を踏まえた

事務処理が当たり前に行われるように，管理職の方々の創意工夫を期待します。

なお，各庁でシート自体をカスタマイズして使用できるように，ワード等のファイ

ルも添付しましたので，御活用ください。
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＜シートプ＞

会計機間

【会計事務の責任者】

1 会計機関

会計機関とは，会計事務の意思決定権者（＝責任者）のことです｡広義では，法律によっ

て国の会計の処理に関する機能を付与された国の機関のことを指します'が'各庁の事務処理

において登場する主な会計機関は’2以下で説明する人たちです。

会計事務にはいろいろな分野があり'それぞれの分野ごとに会計機関が置かれていますが，

どの分野でも，会計機関の意思決定を受けて仕事をするのが’会計事務の基本ルールです2°

（1）歳入徴収官

歳入徴収官3は’国に入ってくるお金のうち，歳入‘となるお金（歳入金）を管理する責任

者で，歳入を徴収するときや’債権を管理するときなどに意思決定をします。

（2）支出負担行為担当官

支出負担行為担当官5は，国の支出6の原因となる債務を負担する仕事の責任者で，机を

買うなどの契約をしようとするときや’出張旅費を支出しようをするときなどに，契約や

支出に先立つでこれらの債務を負担するという意思決定をします。この「債務を負担する

という意思決定」のことを「支出負担行為7」といいます

（3）支出官

支出官8には，官署支出官，とセンター支出官10の2種類があります。官署支出官は，国が

支出をする際に’歳出予算からお金を払うという意思決定をする責任者であり，支出負担

行為担当官が債務を負担する際に，予算額の範囲内かを確認する役割も担っています○セ

ンター支出官は，官署支出官の支出の意思決定に従って，日本銀行が保有する国のお金を

債権者に支払う手続をする責任者です○官署支出官が行う「お金を払うという意思決定」

のことを「支出の決定（支出決定）6」といいます。

(4)契約担当官

契約担当官11は，国の歳出予算を使わない契約をする仕事の責任者です○国の不用とな

’会計法精解第1章第11節参照

2権限者の判断を受けて仕事をするのは，どの仕事にも共通するルールです（いわゆる「ガバナンス」の視
点)。

3会計法第4条の2第3項，会計規程第3条第1項別表第2の1．歳入徴収官に指定されているのは，最高
裁では経理局長，高裁は事務局次長，地・家裁は事務局長である。

4歳入とは，一会計年度の国の収入のことで（財政法第2条第4項)，この収入とは，国の事務事業のために
払うお金の財源となる収入をいう（財政法第2条第1項)6

5会計法第13条第3項,.会計規程第3条第1項別表第2の2．支出負担行為担当官に指定されているの

は，最高裁では経理局長，高裁は事務局長，地・家裁は所長である。

6この支出とは，国の事務事業のために払うお金のことで（財政法第2条第1項)，一会計年度の国の支出の
ことを歳出という（財政法第2条第4項)。

7支出負担行為と支出決定については，シート3参照

8会計法第24条第4項

9予決令第1条第2号，会計規程第3条第1項別表第2の2．官署支出官に指定されているのは，最高裁で

は経理局長，高裁は事務局長，地・家裁は所長である。

10予決令第1条第3号，会計規程第3条第1項別表第2の3．センター支出官に指定されているのは，財務
省会計センター会計管理部長である。

l』会計法第29条の2第3項，会計規程第3条第1項別表第2の4．契約担当官に指定されているのは，最

高裁では経理局長, 高裁は事務局長，地・家裁は所長である。



った物品を民間業者に売り払う契約（お金が国に入る契約）や保管金からお金を払う契約

（官報公告等）を担当します。

(5)物品管理官

物品管理官12は，国の物品13を管理する仕事の責任者です｡国が所有する椅子を職員に払

渡して使用させる ，使わなくなった古い机を一時的に倉庫に保管する，いらなくなった物

を売り払う又は廃棄するなどという物品の使用や処分等に関する手続の意思決定を行いま

す。

(6)国有財産事務分掌者

国有財産事務分掌者'4は，国有財産'5に関する仕事の責任者です。庁舎の建物の一部に自

動販売機を置くための許可をしたり，敷地内の樹木を伐採するための意思決定をしたりし

ます。庁舎の建替えのように大きな工事がある場合には, 様々な場面で国有財産事務分掌

者の意思決定が必要になります。

(7) 出納官吏等

出納官吏'6は，現金を取り扱う仕事の責任者です。取り扱う現金の種類によって，歳入金

を扱う収入官吏'7，歳出金を扱う資金前渡官吏'8，歳入歳出以外の現金（保管金）を扱う歳

入歳出外現金出納官吏'9の3種類があります。

また，保管有価証券取扱主任官20は，有価証券21を保管する仕事の責任者です。

2 代理

1の会計機関22に差支えがあるときに，その会計機関に代わって意思決定をする人を，あ

らかじめ定めておくことができます。この会計機関に代わって意思決定をする人を代理”と

いいます。1 (1)～(5)までの会計機関の代理については，会計規程第3条第1項で官職指定さ

れています。1(7)の出納官吏の代理については，会計規程第6条により各庁で任命すること

とされています。

3 代行機関

各会計機関24は，特に差し支えがない時でも，その担当する事務の一部について，その所属

の職員に処理権限を付与することができます。会計機関に指定されている職員は，組織の統

12物品管理法第8条第3項，会計規程第3条第1項別表第2の5．契約担当官に指定されているのは’最高
裁では経理局長，高裁は事務局狄長，地・家裁は事務局長である。

'3物品とは，国が所有する動産のうち，現金等を除くものなどをいう（物品管理法第2条)｡

14国有財産法第9条，会計規程第9条第1項別表第5・国有財産事務分掌者に指定されているのは，最高裁
では経理局長，高裁は事務局長，地・家裁は所長である。

,5国有財産とは，国有の財産のうち，不動産，その従物，地上権，特許権等をいう（国有財産法第2条)。

16会計法第38条，会計規程第6条。出納官吏は各庁で任命する。

17出納規程第1条第3項

18出納規程第1条第4項

19出納規程第1条第5項

20保管証券規程第1条，会計規程第7条。保管有価証券取扱主任官は各庁で任命する｡

21会計規程第24条第2号。保証金，担保その他裁判所が法令の規定により保管する有価証券。

22国有財産事務分掌者と保管有価証券取扱主任官を除く|○これらには代理の制度はない。

23会計法第46条の3第1項，同法第39条第2項

241(7)の出納官吏等を除く。これらには代行機関の制度はない。



＜シートプ＞

括的地位にあり繁忙であることから，軽微な事務については，部下職員に処理させることと

したのが代行機関25の制度です。

代理が代理自身の名前で事務処理をするのとは異なり，代行機関は，会計機関（本官）の

名前で処理する事務について，意思決定の部分を代行します。つまり，代行機関の意思決定

を持って会計機関の意思決定とするのです。

代行機関は，通達の基準に基づき，各庁で指定することとされています26。

4 交替時の引継と検査

会計機関が交替する際には，管理する帳簿などを引き継ぐことが必要です。また，現金や

物品を管理する会計機関については，現金や物品の管理状況が適正であるかどうかの検査を

受けなければなりません。

会計機関が交替する際の,引継と検査の要否及び根拠を整理すると次のとおりとなります｡

詳しくは，シート10を参照して下さい。
号’

｢'

歳入徴収官→引継（歳入規程第57条)，検査は不要。

官署支出官→引継（支出規程第26条)，検査は不要。

物品管理官→引継（物品規則第42条)，検査（物品管理法第39条）

出納官吏 →引継（出納規程第6章)，検査（予決令第116条～第118条）

保管有価証券取扱主任官→引継は不要，検査（会計規程第34条）

25会計法第46条の3第2項, 予決令第139条の3第5項

26会計規程第5条，平29経監863号



＜シート2＞

会計年度,出納整理期間（過年度支出，過年度収入）

1 会計年度 ．

会計年度は，4月1日から翌年3月31日までです。

．

ｆ
一

＜根拠＞

財政法第11条

「国の会計年度は，毎年4月1日に始まり, 翌年3月31日に終わるものとする｡」

ｰ

4月1日付けで会計課に配属された職員は，年度の始まりから仕事をすることになりま

す。

会計事務の基本は,国が管理するお金などの財産（つまりは国民の財産）の変動を適切に

管理することにあります。財産管理の基本的な方法の一つとして， 財産の出入りを，期間を

定めて管理する制度が会計年度の制度ですぐ会計年度の目的＞･ 国の収入と支出がバランス

の取れたものとなるように，－会計年度の支出は，その会計年度の収入で賄わなければなら

ないとされています1．－会計年度の収入のことを「歳入｣，一会計年度の支出のことを「歳

出」といいます2。

2 出納整理期間

4月は，年度の始まりであると同時に，前年度の仕事の締めくくりの時期でもあります。

会計年度は3月31日に終わると定められていますが，お金の変動を伴う国の仕事は途切

れることなく継続して行われています。例えば，3月31日に出張することもありますし，

緊急の修繕工事が3月31日に完成することもあります。そのような場合，出張旅費や工事

代金を3月31日に支払うことは，国の会計システム上不可能です。そのため》前の会計年

度に行ったことなどに対するお金の出入りの処理をするための期限が設けられています。

この前年度のお金の出入りを整理する期限のことを「出納整理期限」といい，各会計年度

の翌年度4月30日までに，歳入金の収納と歳出金の支出を終えなければならないとされて

います3。そして，前年度の歳入，歳出を扱える4月1日から4月30日までの期間のこと

を「出納整理期間」と呼んでいます。

よって，お金の出入りに関しては，4月1日から4月30日までの間，前年度（｢旧年

度」ともいいます｡）の仕事と，当該年度（｢新年度」ともいいます｡）の仕事があるので，

どちらの年度の仕事をしているのか常に意識する必要があります。

印

囚

《プラスの知識》

どの年度に属する仕事なのかの基準は，予決令第1条の2（歳入の所属年度）と同第2

条（歳出の所属年度）に定められています。この基準は，歳入歳出の原因となる事実が確

定した時期によって年度を区分するという考えを基本としています。
ｰ

1財政法第12条‘、

2財政法第2条第4項

3歳入金の収納期限は予決令第3条，第7条。歳出金の支払期限は予決令第4条，第5条



zi

エ

《仕事のポイント》

出納整理期間である4月は，前年度（旧年度）の支払と当該年度（新年度) の支払が混

在しているので，どちらの年度の予算で支払うかを注意する必要があります。

物品購入や工事代金などは,相手方の義務履行が終わってから支払いをなすべきものな

ので，検査確認日が属する年度の支払となります4．

電気料金や水道料金などは，料金の対象となる使用日（期間）が属している年度の支払

となります5．請求の対象となっている使用日が年度をまたいでいる場合は，便宜上使用

日数の多いほうの年度で支払う場合もあります。

また，旧年度の支払は，出納整理期限である4月30日までに終えなければならないの

で3，支払が必要なもののリストを作成し，請求書が来たか，支払手続が済んだかを漏れ

なくチェックしましょう（支部等に提出される請求書や期限間際に送付されるETCの有

料道路利用料金の請求書は，特に注意が必要です｡)。

シ

3 過年度収入，過年度支出

出納整理期限を経過してから，前年度以前に所属する歳入金を収納することを「過年度収

入」といいます。過年度の収入は，現年度，つまり収納する日が属する年度の歳入として組

み入れなければなりません6。

また，出納整理期限を経過してから，前年度以前に所属する経費を支出することを「過年

度支出」といいます。この場合は，当該経費が所属する年度の予算は出納整理期限を過ぎて

いるため使えないので，現年度，つまり支出をする日が属する年度の歳出予算から支出しな

ければなりません7.ただし，過年度支出をするためには，最高裁長官の承認が必要です8。
、

L

《プラスの知識》

会計規程第14条ただし書にある「財政法第35条ただし書の規程により財務大臣の指

定する経費」とは，「予備費の使用等について」という閣議決定で定められており，この

閣議決定は，毎年度，大蔵財務協会から発行されている「予算事務提要」に掲載されてい

ます。この閣議決定で指定されている経費について過年度支出をする場合は，最高裁長官

の承認は不要です。

ｰ
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支出負担行熟･支出負担行偽計画と支出狭定･支払計画

【各庁の予算と意思決定の話】

1 支出負担行為と支出負担行為計画
ア ー

F1

Ⅱ
一

＜根拠＞

① 財政法第34条の2第1項

「…当該歳出予算…に基いてなす支出負担行為（国の支出の原因となる契約その他の行為をいう。以

下同じ｡）…」

② 会計法第13条の2第1項

「支出負担行為担当官が支出負担行為をするには…支出負担行為の内容を表示する書類を…支出官に

送付し，当該支出負担行為が…示達された歳出予算…の金額に超過しないことの確認を受け･･･た後で

なければ，これをすることができない。この場合において，支出負担行為担当官が…支出官を兼ねて

いるときは, その確認は，自ら行わなければならない｡」

｢支出負担行為」の法律上の定義は，「国の支出の原因となる契約その他の行為'」（根拠

①）です。言い換えると，「国の債務が現実に決定される行為｣，「国が現金を支出する原因

となる意思決定」ともいうことができます。支出負担行為は，債務を負うだけの行為であ

り，支出負担行為の時点では，現実の金銭の支払いを伴いません。ボーナスー括払いでエア

コンを購入する際の購入契約をしようとする意思決定の部分に相当する行為です。

「支出負担行為計画」とは，支出負担行為担当官が支出負担行為を行うことのできる限度

額を示すものです。各省各庁の庁（最高裁長官）から支出負担行為計画示達表2により支出

負担行為担当官に示達3され，支出負担行為担当官は，「支出負担行為計画」の範囲内で，支

出負担行為を行います‘。

’「その他の行為」とは，契約以外に債務を負担する行為のことである。例えば，給与や旅費の支

出や国家賠償訴訟の判決に基づく支出などがある。

2負担規則第9条第1項，第3号書式

3「示達」とは，各庁で使用できる具体的な予算額を通知するという意味で，各庁は示達があって

初めて予算の執行ができる状態になる。予決令第39条，第40条。

4予決令第39条第1項～第3項，第39条の2第1項
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2 支出決定と支払計画

可

ロ＜根拠＞

③ 予決令第40条第1項第1号

「歳出金の支出に関する事務のうち歳出金の支出の決定（以下「支出の決定」という｡）の事務…」

④ 財政法第34条第1項

「各省各庁の長は，…予算に基いて，…支出担当事務職員ごとに支出の所要額を定め，支払の計画に

関する書類を作製して，これを財務大臣に送付し，その承認を経なければならない｡」

予決令第41条第2項

「各省各庁の長は，…歳出予算を示達するには，財政法第三十四条第一項の規定による財務大臣の承

認を経た支払計画に定める金額の範囲内において官署支出官のよるべき支払計画を定め，当該支払計

画を当該官署支出官に示達することにより，これを行わなければならない｡』

ｰ

「支出の決定」（｢支出決定」ともいいます｡）とは，官署支出官が歳出金を支出する旨の

意思決定です（根拠③)。ボーナスー括払いでエアコンを購入した場合に例えると，エアコ

ン設置後の支払期日にお金を支払うという意思決定に相当します。

「支払計画」とは，官署支出官が支出決定を行うことのできる限度額を示すもので；各省

各庁の長（最高裁長官）から，財務大臣の承認を経て，支払計画表aにより，支払担当事務

職員（官署支出官）に示達されます（根拠④)。支払計画が示達されて初めて，官署支出官

がお金を払えるようになります (支出負担行為計画の示達だけが あっても，支払計画が示達

されないとお金は払えません 。よって，宮署支出官は，支出決定をするときには，支払計

画の金額を超過することがないかどうかなどを調査しなければなりません6．

ボーナスー括払いでエアコンを購入した場合例えると，支払計画の示達は，ボーナスの銀

行口座振込に相当し，「支払計画表」は，銀行にボーナスが振り込まれましたという「振込

通知」に相当しますb

3支出負担行為計画と支払計画

支出負担行為計画は，国会で成立した予算に基づいて「債務を負担する権限」を各庁に示

達するものですから，本予算が成立すれば1年間分の総額を示達することができます。裁判

所の場合も，支出負担行為計画は，原則として1年分に近い額を年度当初に示達します。

支払計画は，実際に支出できるお金の額を示すものなので，現実に国庫にお金がないと示

達できません。国庫に入る主なお金は，税金や国債発行で得る収入なので，納税などの時期

が来ないとお金が入りません。そのだめ，1年分を分割して示達する必要があります。裁判

所の場合は，概ね3か月に－度（年4回）に分割して支払計画を示達します。

そのため，特に4月は，支出負担行為計画の示達額と支払計画の示達額に大きな差があり

ます。第1四半期（4月～6月）に多額の支払をする必要がある場合は，必ず支払計画の残

額を確認しましょう。4月に大きな工事を発注する場合には，工事代金の支払時期と支払計

画の残額をしっかり確認しましょう。そして，支払計画が不足する可能性が判明した場合

5負担規則第10条第1項，帳簿省令第2号書式

6予決令第42条
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は，即座に高裁を介して経理局主計課又は総務課7に連絡しましょう。
｡

正
一

《＋α》

ADAMSⅡでは，支出決定決議の決裁後，支払予定日の前日に「支出決定通知確認入

力」（単に「確認入力」ともいいます｡）を行って，センター支出官に対する支出決定通知

を確定しなければなりません8。「確認入力」を行わないと，債権者にお金が振り込まれな

いので要注意です。

また，通常の契約手続では，支出負担行為決議堂に契約を締結し，契約履行塗に支出決

定決議を行いますが，例外として，契約によらない出張旅費や単価契約に基づく支出（光

熱水料）などについては，支出負担行為と支出決定を同時に行います。この場合には，

「支出負担行為即支出決定決議書」という書面で決議をします。このように支出負担行為

と支出決定を同時に行うことを，「即決｣あるいは｢前強い」と称しています。
そつけつ

ｰ

7工事関係については総務課，それ以外は主計課となる。

8予決令第42条の2，平29財会セ1号記55，60
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経理計画及び予算の確侭

1；予算

予算とは，一会計年度における歳入と歳出の見積りです。歳入とは，一会計年度におけ

る一切の収入をいい，歳出とは一会計年度における一切の支出をいいます。歳入予算であ

れば，お金の入ってくる理由に応じて「組織」′｢部」「款」「項」「目」に，歳出予算であれば，

どの組織がどのような目的でお金を使うかに応じて「組織」「項」「目」に，それぞれ区分し

て整理されており!，これを予算科目2と言います。

予算は歳入歳出ともに国会の議決の対象とされています。歳出予算は国会の議決を経て

執行権限を与えられたものなので，1円たりとも予算科目ごとに定められた額を超過して

支出することはできません。一方，歳入予算は一会計年度の収入の見積りにすぎないこと
， ●

から，予算を上回ることも下回ることも差し支えないとされています3。

⑨
⑮ 《プラスの知識》

当初予算・・・毎年，新年度開始に先立って当該年度の年間予算として国会の議決を

経たもの

補正予算・・・当初予算が国会で議決された後に，社会情勢及び経済情勢の変化等を踏

まえ，当初予算を追加し，又は変更する予算

暫定予算・・・年度開始前に本予算の成立が見込まれない場合に，本予算成立までの一

定期間にかかる予算として暫定的に作成されるもの

その他・・・・予算の形式（継続費，繰越明許費，国庫債務負担行為)，予算の編成及

び成立，予算の執行（予算の移用，流用及び移替並びに，予備費及び予備

経費)，予算の繰越し及び決算
一ノ

ー

2 経理計画

歳出予算は，1で述べたとおり，1円たりとも予算科目ごとに定められた額を超過して支

出することはできません。したがって，予算を執行する場合には，計画的に予算を執行して

いく必要があります。

経理計画は，各庁に配賦‘された予算（配賦される予定又は見込みの予算を含む｡）の全体

を把握した上で,予算を計画的に執行するために立案する－会計年度の執行計画を指します。

経理計画の立案及び予算の執行に関与する職員間において，予算の執行方針について意思統

一を図ることを目的として作成しており，原則として，前年度の3月31日までに作成する

こととされています。

なお,予算の執行実績等を踏まえ,年度途中に経理計画を変更する必要が生じた場合には，

その都度，速やかに見直しを行う必要があります。

ノ

』財政法第23条，第31条第2項

2裁判所の予算科目は，毎年度当初に発出される主計課長事務連絡「○年度予算の示達等につい

て」に記載。

3財政法第32条，第33条

イ「割り当てる｡」を意味する。裁判所においては，最高裁判所長官が各庁の支出負担行為担当官
又は官署支出官へ予算を割り当てることを「配賦」と言う。
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＜根拠＞

① 裁判所会計事務規程第11条

「支出負担行為担当官は，経理局長が定めるところにより，支出を推計し，支出限度を

予定するために計算整理した予算の執行計画を，経理計画として作成しなければならな

い。」．

② 平成29年6月29日付け経主第778号経理局長通達「経理計画について」

3 予算の確保方法等

（1）庁費等予算（施設関係予算を除く。）

ア 年額5

年額とは，毎年必要となる，いわゆる生活費案件を指します。前年度に提示する主計

課案を各庁が修正する方法により,年度当初から必要な経常的維持管理経費(主として，

生活関連経費）予算を各庁に示達6しています。

イ 特別増額予算配分計画7

主に（費途8）備品費で整備する事務能率器具や法廷等事件関係の器具等について，あ

らかじめ高裁ごとに予算枠を定め，その範囲で高裁管内の器具備品の新規要望や更新要

望を主計課に提出し，予算の示達を受けるものです。

ウ 庁費予算調整

（項）下級裁判所（目）庁費及び（項）裁判費（目）裁判庁費の年額の予算のうち，

一部の費途を除き，「庁費予算調整調書」を主計課に提出する方法により，予算の調整

を受けるものです。

庁費予算調整調書による予算調整は年2回（11月末日現在及び3月末日現在）行っ

ていますが,各庁の予算執行状況等を把握するため,庁費予算調整調書（8月末日現在）

の提出も求めています。

なお，庁費予算調整調書によったのでは，調達計画が間に合わない場合は，「庁費予算

調整調書（臨時調整用)」を主計課に提出する方法により，予算調整を行っています。

エ 各種過不足調整

職員の給与である（目）職員基本給等の予算科目について，各種「予算過不足

調書」を主計課に提出する方法により，予算調整を行います。

オ 予算増額上申（個別上申）

ウ及びエで調整しない予算科目又はエに該当する予算科目ではあるものの，調

書の提出時期を待っていては給与等の支給が間に合わない場合などに行う上申方

法を予算増額上申（個別上申）と言います。

予算増額上申（個別上申）は，高等裁判所を経由して主計課に提出する方法によ

5「年額」とは別に「年額以外」があり，「年額以外」とは，今年度に限り支出する案件や最高裁

判所の所管局課の依頼により予算を示達する案件を指す。

6「示達」とは，各庁で使用できる具体的な予算額を通知するという意味で，各庁は示達があって

初めて予算の執行ができる状態になる。予決令第39条，第40条。

7 「特別増額予算配分計画」とは，年額で対処し得ない年度途中で生じた緊急処理案件や，執務

環境改善等，計画的かつ政策的判断により対処すべき案件等を対象として，年額とは別に予算示

達する制度のことを指す。

8「費途」とは，「目」の積算内訳を指す。庁費を例にあげると，備品費，消耗品費，光熱水料，

借料及び損料，雑役務費等が「費途」となる。



＜シート4＞

り予算の示達を行います。

命

《プラスの知識》

庁費予算調整調書,各種過不足調書及び予算増額上申の書式や方法等については，

主計課が年度当初に発出する事務連絡「予算執行上の注意事項及び決算事務上の注

意事項について」にその詳細を記載しています｡

事務処理に当たっては，事務連絡の内容を確認の上，行ってください。

(2)施設関係予算

ア 年額

庁舎(裁判所職員総合研修所分室も含む｡）及び宿舎の各施設の維持管理に必要な経費

について, 年度当初に示達を行うものです。示達額については，前年度の2月頃にお知

らせしています。また，（目）施設施工旅費及び（目）施設施工庁費については年2回，

不足額の調整を行っています。

※ 他に年度当初には，前年度に策定した特別修繕等配賦計画に基づく示達を行います。

（項）裁判所施設費（目）施設施工旅費

（項）裁判所施設費（目）施設施工庁費

（項）最高裁判所 （目）各所修繕

イ 管内調整

特別修繕工事の実施段階における追加需要や年度途中における緊急処理案件等に対

、 応するための予算で，高裁ごとに管内各庁の実施計画枠が策定されます。高裁から経理

局総務課への示達依頼の方法については，前年度の2月頃に高裁宛に連絡します。

（項）裁判所施設費（目）施設整備費

（項）最高裁判所 （目）各所修繕

ウ その他

地震や台風等の年度当初に想定できなかった災害対応やその他緊急対応の必要が生

じた場合は，高等裁判所を経由して経理局総務課に個別上申を行ってください。

（項) 裁判所施設費（目）施設整備費

（項）最高裁判所 （目）各所修繕

F，
｣

【参 考】

○ 施設整備費 (ｱ1建物，工作物及びこれらの従物の新営，改修等のための日々雇用の人夫
賃，諸材料費，運搬等の工事直接経費

(ｲ）建物, 工作物及びこれらの従物の新営，改修等の工事の請負費
施設整備に伴い必要となる旅費

施設整備に伴い必要となる庁費（設計監理費を含む）

(ｱ）建物，工作物の修繕（補修のための諸材料費を含む｡）等の工事直接経費
付）建物，工作物の修繕（補修）等工事の請負費

○ 施設施工旅費

○ 施設施工庁費

◇ 各所修繕



＜シート5＞

契約相手方の選定方法と契約形態

1 契約相手方の選定方法（契約方式）
画

I

＜根拠＞

会計法第29条の3

① 契約担当官及び支出負担行為担当官（以下「契約担当官等」という｡）は，…契約を締結する場

合においては，第3項及び第4項に規定する場合を除き，公告して申込みをさせることにより競争

に付さなければならない。

② 省略

③ 契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で第1項の競争に付する必要がない場合…

においては，…指名競争に付するものとする。

④ 契約の性質又は目的が競争を許さない場合…においては，…随意契約によるものとする。

⑤ 契約に係る予定価格が少額である場合…，指名競争に付し又は随意契約によることができる。

ｰ

国の契約は，国民の税金を原資とするので，契約相手方の選定は，公平かつ公正に

行われる必要があります。また，契約は国の施策を実現するために締結するので，確

実に履行される必要がありますし，契約に関する事務手続は，より簡素で効率的な手

続が求められます。これらの要請を踏まえ，契約相手方の選定方法（契約方式）に

は，次の三方式が定められています。

(1) 一般競争

一般競争は，公告によって不特定多数の者を誘引し申込みをさせる方法によって

競争を行わせる契約方式です（根拠①)。なるべく広い範囲の競争をするこ とによ

って，最も公正で最も国にとって有利な価格で契約しようとする方式なので，契約

方式の原則となっています。

具体的には, 官報，新聞，掲示板への掲示などの方法で公告を行い，公告に示し

た所定の場所，日時に入札書を提出する形で入札を行い，予定価格の制限の範囲内

で，最も国に有利な価格を提示した相手方と契約します。

(2) 指名競争

指名競争は，特定のものを指名することによって申込みの誘引をし，競争を行わ

せる契約方式です（根拠②)。裁判所の契約では，ほとんど行っていません。

(3) 随意契約

随意契約は，一般競争を原則とする契約方式の例外で，契約相手方を契約担当官

等の意思によって選定することから「随意」契約と呼んでいます。ただし，あくま

で契約方式の例外なので，「契約の性質又は目的が競争を許さない」（根拠④)，「契

約に係る予定価格が少額である」（根拠⑤）などの条件'に合致する場合に限ってこ

の契約方式によることができます。公募形態をとる企画競争も随意契約の一形態で

す。

(4)財務大臣協議

1随意契約によることができる場合については予決令第99条参照



指名競争と随意契約は，一般競争を原則とする契約方式の例外であることから，

これらの契約方式による場合には，原則として，事前に財務大臣と協議をする必要

があります。ただし，一定の条件に合致する場合は，協議をせずにこれらの契約方

式によることができます2°

(5) 財務大臣協議をせずに随意契約がで､きるものの例

ア 予定価格が少額である場合（少額随契）

予決令第99条第3号（予定価格が160万円を超えない財産の買い入れ)，

同条第7号（同条第2号から第6号に該当しない契約で予定価格が100万円を

超えないもの）により随意契約をするときなどが該当します3．

イ 契約の性質若しくは目的が競争を許さない場合（性質随契）

加除式出版物の追録のように出版社（製造者）から直接買い入れるのでなけれ

ば入手できない物や特許権を有する者しか製造していない物を購入する場合に随

意契約をするときなどが該当します4．

ウ 緊急の必要により競争に付することができない場合（緊急随契）

一般競争に付す場合の公告期間5（原則10日，急を要する場合5日）を置いた

のでは契約の目的を達することができない場合に随意契約をするときなどが該当

します6。

2 契約形態

(1)総価契約

,、契約は，その総額を確定させて，契約書に契約金額を記載するのが原則です7．

この総額が確定している契約のことを，「総価契約」といいます。

（2） 単価契約

光熱水料や電話料は，一定期間使用した後に使用した量に応じて料金を支払います。ま

た，定期消耗品の購入契約は，品目と1個当たりの金額を決めておき，時期に応じて必要

な個数を発注します。このように，単位当たりの料金（単価）をあらかじめ決めておき，

使用（納入）数量に応じて代金を支払う契約のことを，「単価契約」といいます。

一定期間継続して給付を受けるような契約については，単価について予定価格を定める

ことが認められており8，単価契約をした場合は，請求書によって支出負担行為即支出決

定決議，を行うことができます'0．

単価契約は，その性質上，使用量や発注数量によって支払金額が確定するので，適正な

予算管理の観点から，発注数量等を厳格に管理する必要がありますu。

2予決令第102条の4

3予決令第102条の4第7号

4予決令第102条の4第3号

5予決令第74条

6予決令第102条の4第3号

7会計法第29条の8第1項，契約書には契約金額を記載する。

8予決令第80条第1項ただし書

9シート3《＋α》参照

10負担規則別表甲号参照

、昭和44経監148号



＜シート6＞

予定価格概説

1 予定価格とは↑

予定価格とは，国が契約を締結する場合に，契約金額を決定するための基準として，支出

負担行為担当官又は契約担当官が定める価格です。

国がお金を払う契約の場合は予定価格以下の金額で契約しなければならず，国にお金が入

る契約の場合は予定価格以上の金額で契約しなければなりません。

『
６

５
－

Ⅱ

＜根拠＞

会計法第29条の6第1項

「契約担当官等2は，…予定価格の制限の範囲内で…申込みをした者を契約の相手方とするものとす

る。」．

予決令第79条，第80条，第9．9条の5．昭45経監1号

ー

2 予定価格作成の目的

予定価格を作成する目的は，国が不当に高いお金を払わせられたり，国の財産を不当に安

く買いたたかれたりして，国が損をすることがないようにすることです。ちなみに，国が損

をすることを「国損（こくそん)」といいます。

契約を締結する前に，予め当該契約の適正な相場を調査し基準となる金額を定めて，その

金額を下回るお金しか払わない（又は，その金額を上回る値段でしか売らない）と事前に決

めておくことで，国損を防止するのです。

例えば，予定価格を算定する際に計算を誤り，適正な相場より高い予定価格を設定してし

まったことにより，適正な相場の価格より高い金額で契約を締結し，その契約どおりに代金

を支払ったとすると，適正な相場の価格（計算を誤ることなく算定した予定価格）を超えた

部分の支払金額が国損となる可能性があります。

3 予定価格に関するあれこれ

(1)オープンな仕様の設定

予定価格は，契約の仕様に従って作成しますが，仕様を定める際には，複数の業者が競

争に参加しやすい仕様とすることが重要です。

競争に参加しやすい仕様とするには，市場に多く流通している部品を使う，例示品を複

数提示するなど，特定の業者しか参加できない状況を作らないような配慮が必要です。

（2）予定価格の積算方法

予定価格は，取引の実例価格，需給の状況，履行の難易，数量の多寡，履行期間の長短

等を考慮して適正に定めなければならない3とされています。

1調達内容によりシート18，22及び28も参照されたい。

2契約担当官及び支出負担行為担当官をいう。会計法第29条の3第1項

3予決令第80条第2項



これを踏まえて, 実際に予定価格を積算する方法には，①市場で実際に取引されている

価格を調査しで予定価格を積算する「市場価格方式」と，②工事などに使用する材料費，

人件費，会社の経費や利益などを積み上げて予定価格を積算する「原価計算方式（積上げ

方式)」及び③その併用方式があります。いずれの方法による場合でも，最新の客観的な

情報に基づいて予定価格を積算することが大切です。

市場価格方式による場合は，見積書の有効期限に留意して，できるだけ予定価格積算日

に近い時期に，業者から参考見積書を徴取したり，インターネットで取引価格を調査した

りする必要があります。また，業者に参考見積書を依頼する場合は，予め決裁を受けた客

観的で分かりやすく競争に参加しやすい仕様書を業者に交付します。

原価計算方式による場合は，「積算資料」や「物価資料jといった積算に使用する刊行

物について，最新版を使用する必要があります。また，刊行物に載っていない材料等の価

格を調査するには，その材料等だけの参考見積書を業者から徴取する場合もあります。

(3)仕様書の確定

仕様書作成に当たっては，必要な材料のサイズや個数，点検などの作業の対象となる物

の数量‘を正確に把握する必要があります。改修工事等によって清掃対象面積や点検対象

機器の個数が変動しているのに，漫然と従前のデータを利用すると，仕様書に基づく予定

価格の積算が過大又は過小となることがあります。仕様書作成に必要な数量の情報につい

ては，正確かつ最新の情報を確認しなければなりません。予定価格積算に当たっては，必

要に応じて，数量のみの見積もりを取る場合もあります。．

(4)単価契約の留意点

予定価格は，契約を予定している事項の総額について定めるのが原則ですが，燃料（自

動車燃料や冷暖房用重油等）など，一定期間継続して購入する物については，単価5につ

いて定めることができます6。ただし，この場合も，予算の制限を前提としなければなら

ないので，当該契約期間における予定総額?を適切に算定し，予算不足を生じないように

注意する必要があります。

(5)その他の留意点

予定価格が1, 000万円を超える工事又は製造などの請負（役務）契約は，低入札価格調

査対象案件となるので，通達に定める調査基準価格を設ける必要があります8°この制度

は，あまりに低い価格で契約すると完全な履行がされなくなるおそれがあることから，一

定の金額以下の低い価格で入札した業者と契約しようとする場合には，契約担当官等に，

完全な履行が可能かどうかの調査，を義務付けた10ものです。この制度に該当する案件につ

いては，入札参加者に対して低入札価格調査対象案件であることを説明書等によって事前

4例えば，火災報知設備の感知器の個数や，清掃対象となる部屋の面積や清掃頻度（毎日，毎週等）

5燃料なら14当たりの価格，コピー用紙なら1箱（500枚）当たりの価格

6予決令第80条第1項ただし書

7「単価×購入予定数量」で算定した額

8予決令第84条，第85条，平14経監110号’同111号

9業者の経営状況や安価で施工できる事情などを調査する。

10予決令第86条



＜シート6＞

に周知する必要がありますllo

4 予定価格の事後公表

予定価格が予決令99条2号，3号，4号又は7号のそれぞれの金額を超えるもので，当

該契約の予定価格を公表したとしても他の契約の予定価格を類推させるおそれがないと認め

られるものについては, 予定価格を公表することとされています'2。

｝

ﾉ

'1平14経監111号記3

12平18財計2017号，17号，平10蔵計877号

ナ



＜シート7＞

支出負担行熟決議と契約締結

【契約に必要な手順の話】

1 契約するための意思決定

予定価格の範囲内で（シート6参照)，契約する相手方が決まったら（シート5参照)，契

約を締結するための手続に進みます。

契約を締結するには，支出負担行為担当官又は契約担当官の意思決定が必要です（シート

1参照)。

このシートでは，国の予算からお金を払う契約，つまり支出負担行為担当官が意思決定を

する歳出の原因となる契約について解説します。

国の予算からお金を払う契約をするには，「支出負担行為決議」と「契約締結」という2

つの手順を踏む必要があります。

2 支出負担行為決議について
ﾛI

エ

＜根拠＞

負担規則第13条第1項

「支出負担行為担当官は，支出負担行為をし…ようとするときは，支出負担行為の内容…を示す書類

によって，その支出負担行為をし…ようとする旨を明らかにしなければならない｡」

完

支出負担行為決議とは，支出負担行為担当官が支出負担行為の内容を示す書類によって支

出負担行為をすることです!。この支出負担行為の内容を示す書類のことを「支出負担行為

決議書」（以下「決議書」という｡） といいます。決議書は，官庁会計システム(ADAMS

Ⅱ）に支出負担行為の情報を登録して出力します2．

支出負担行為の手続は負担規則に定められていますが，いつ，決議書にどのような書類を

添付して，どのような処理をするかということを整理したものが，負担規則別表です3．

以下，負担規則別表甲号「支出負担行為の整理区分表」の区分「7物品費の類」を例に，

別表甲号の記載について説明します。

(1)支出負担行為の確認を受ける時期

支出負担行為をするためには，官署支出官に決議書を送付して確認を受ける必要があり

ます4．官署支出官は，決議書の内容が示達された予算の範囲内であることを確認して，

支出負担行為差引簿5に登記した上で，決議書を支出負担行為担当官に返します。なお，

ADAMSⅡでは，支出負担行為の情報を登録することにより，必要なデータが支出負担

行為差引簿に飛ぶので，帳簿に登記をする作業は必要ありません6．

別表甲号で，「購入契約を締結しようとするとき」に支出負担行為の確認を受けるとさ

1負担規則第13条第1項

2 ADAMSⅡ電子マニュアル3－2－4－1参照

3負担規則第14条

4会計法第13条の2，予決令第39条の3第1号

5予決令第134条

6会計法第49条の3



れているので，官署支出官の確認は，契約をする前に受けなければなりません‘

なお，裁判所では支出負担行為認証官を置いていないので，「認証」の部分は適用があ

りません。

(2)支出負担行為の整理

別表甲号に「支出負担行為として整理する」と記載されていますが，これは「支出負担

行為決議」と同じ意味です。よって，「購入契約を締結するとき」に支出負担行為決議を

する必要があります。

裁判所の場合は，支出負担行為担当官が官署支出官を兼ねていることから，支出負担行

為の確認と整理（決議）は同時に行われることになります。よって，契約をする前に，決

議書に支出負担行為担当官兼官署支出官（代行機関を含む｡）の押印をもらう必要があり

ます。一つの印が,､二つの意味（支出負担行為の確認と整理（決議)）を持つのです。

(3)支出負担行為の範囲

支出負担行為は国が債務を負う行為なので，物品を購入する場合は購入契約の金額につ

いて債務を負担することになります。

「(請求のあった額)」で支出負担行為の整理ができるのは，備考欄に記載されている単

価契約を締結しているものです‘この場合は, 請求書に基づき請求額について支出負担行

為を整理します （シート3《＋α》の「即決」の処理をします｡)。

(4)支出負担行為に必要な主な書類

支出負担行為決議は，契約書（押印前のもの）や見積書に基づいて行います。

3契約の締結

支出負担行為決議が終わったら，契約を締結する手続（契約書への押印や口頭での発注な

ど）を行います。

契約は，民法上，双方の意思の合致により成立しますが，国の契約においては，原則とし

て契約書を作成し，契約書に記名押印しないと契約が確定しないとされています7。

よって，支出負担行為担当官は，支出負担行為決議後に，契約書に相手方とともに記名押

印8をして契約書を完成させます9．

契約金額が150万円を超えない場合は，法令上は契約書の作成を省略することができま

す10が, 契約書の作成を省略する場合でも，各庁の契約事務取扱基準に従い，請書（受注者

が発注者の発注した業務を請けることを約した文書）を徴取します'1。

7会計法第29条の8第1項，第2項

8相手方の押印は，支出負担行為決蟻前に行っても問題はない。

9契約書の押印は，相手方，裁判所の順（契約規則第14条第2項）

10予決令第100条の2第1項第1号

'1契約規則第15条



＜シート8＞

監督と検査

【総論］
印

①
＜根拠＞

会計法第29条の11

（監督）

① 契約担当官等は、工事又は製造その他についての請負契約を締結した場合においては、

政令の定めるところにより、自ら又は補助者に命じて、契約の適正な履行を確保するた

め必要な監督をしなければならない。

（検査）

② 契約担当官等は、前項に規定する請負契約又は物件の買入れその他の契約については、

政令の定めるところにより、自ら又は補助者に命じて、その受ける給付の完了の確認(給

付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行なう工事若しくは製造の既

済部分又は物件の既納部分の確認を含む。）をするため必要な検査をしなければならな

い。
ノ

ｰ

1 「監督｣，「検査」とは何か'。

警備，清掃，修繕，物の購入など，裁判所は「契約」という形で業者等に様々な「仕事」

をさせています。契約のための手続を経て，契約書にお互いに印鑑を押したりすれば契約は

成立しますが，それで終わりではありません。大切な税金を使って「仕事」をさせる以上，

無駄遣いにならないように契約書に書かれてあるとおりの「仕事」をしてもらう必要があり

ます。そのために用意されている手続が「監督」と「検査」です。

「監督」も「検査」も一般の用語ですので，それぞれのイメージはあると思いますが，会

計用語として次のような意味を把握しておきましょう。

①監督

監督は，契約相手方が契約で定めた仕事をしている最中に，裁判所の職員等

が，それに立ち会ったり，指示をしたりするなど契約相手方が契約内容を実現

するように介入することです。契約相手方は，契約によって監督に協力する義

務を負うこととなります。

②検査

検査は，契約相手方が契約で定めた仕事をする最後の段階（部分払を必要と

する場合には既済部分）において，契約相手方が提供する物やサービスが契約

書に書かれてあるとおりか確認することです。もしも，契約書等に書かれたと

おりでないと不合格となり，裁判所はその物やサービスを受け取らず，契約相

手方に契約書に書かれたとおりにするように要求することになります。

なお，検査に合格して検査調書ができてはじめて相手方はその代価を請求す

ることができ，支払の手続を取ることができます。

l調達内容によりシート19，23及び34も参照されたい。



2 「監督」や「検査」を行う者

監督や検査は，権限のある者（法令上は「契約担当官等」となっています｡）が，自ら又は

補助者に命じて行うこととなっていますが，地家裁所長や高裁事務局長が自ら監督したり，

検査したりすることは実際には困難なので，通常は補助者を任命し，補助者が検査や監督を

行うこととなります。この任命された補助者を監督職員，検査職員と呼んでいます。

1人の職員が監督職員と検査職員を兼ねることは原則禁止されています。相互にチェック

し合うことによって，それぞれが適正に職務を行うことを目指しているからです。

また，監督職員や検査職員は，その職務が実質的にできる人を任命することになるので，

場合によっては，会計課の職員だけでなく，会計課以外の部署の職員や他庁の職員が任命さ

れることもあります。専門的知識等が必要な場合には，国の職員以外の者，つまり業者に外

注することもありえます。

3 検査職員，監督職員の責任

監督職員，検査職員に任命された職員の責任は，とても大きいものです。任命された場合

には，予算執行職員として，その職務（監督や検査）が不十分で，国に損害が生じ, そのこ

とに因果関係がある場合には，弁償の責任を負います6

【監督，検査に係る根拠条文一覧】

＜検査＞

会計法29の11 Ⅱ

予決令101の4

契約規則201

遅延防止法5

＜監督＞

会計法29の111

予決令101の3

契約規則18．19

側一雨一蝿一函
予決令101の9

契約規則20 Ⅳ

【検査

調書】

【頴瓢】｜｜ 予決令101の7

予責法2⑩及び同3．遅延防止法13【癖暗】



＜シートg>

支払遅延防止

1 政府契約の支払遅延防止等に関する法律

国と民間業者の契約の場合は，公権力を背景にした国が強い立場になりがちです。遅延防

止法は，弱い立場となりがちな国の契約の相手方を保護し，国に対して遵守すべき手続を定

めて，契約の公正化を図り，両当事者の対等性を保つために定められたものです。そして，

その名のとおり，契約対価の支払の遅延を防止することを主眼としています。
｡

⑫

＜根拠＞

遅延防止法第3条

「政府契約の当事者は，各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し，信義に従って

誠実にこれを履行しなければならない｡」

ｰ

2 遅延防止法に関する留意点

(1)適用範囲

「政府契約」とは，国を一方当事者とする契約で，「国」とは，立法府，司法府，行政

府等の国の機関をいいます'。よって,遅延防止法は，裁判所にも適用されます｡

（2）契約に関する書面を作成する場合の支払期限

契約書や請書などの契約に関する書面を作成する際には，工事代金については40日，

その他の代金については30日以内の支払期限を定めなければなりません2．契約に関す

る書面を作成した場合は，請求書を受理した日3から書面に記載した期限までに代金を支

払わなければなりません。

（3）契約に関する書面を作成しない場合の支払期限

契約に関する書面を作成していない場合は，相手方が支払請求をした日から数えて15

日以内に支払いをしなければなりません4．

なお，請求書が郵送された場合は，原則として封筒の消印の日が「相手方が支払請求を

した日」となります5。

（4）検査遅延

検査職員は，工事契約については14日，その他の契約については10日以内の期限

（録音反訳契約の場合は特約でより短い期限が設定されています｡）内に，検査を行い，

．かつ，その結果を相手方に通知しなければなりません。検査職員が，その責めに帰すべき

事由により，定められた期間内に検査結果を相手方に通知をしないときは，期限経過後の

遅れた日数が，検査を遅延したものとして，請求書受理後の支払期間から遅延日数が差し

引かれることとなり，支出事務に多大な影響を及ぼすこととなります。

’遅延防止法運用方針第3の1

2遅延防止法第6条第1項

3初日算入。遅延防止法運用方針第6の1

4遅延防止法第10条

5官公庁会計事典972問



(5)担当職員の責任

支払事務などを担当する職員が, 故意又は過失によって支払を著しく過

その職員の任命権者は，その職員に対して懲戒処分をしなければなりまゼ

い遅延とは，遅延利息を生ずるような支払いがなされることをいいます7。

る職員が, 故意又は過失によって支払を著しく遅延させた場合，

その職員に対して懲戒処分をしなければなりません6。この著し

"

●

ノ

6遅延防止法第1.3条第1項

7遅延防止法運用方針第11の2



＜シート70>

牽制態勢（日計表検閲，各種検査）
【間違いをなくすための制度】

1 牽制態勢総論

会計事務は，国民の税金や事件当事者からの預かり金などを扱うことから，間違い（犯罪

行為も「間違い」の一つです｡）をなくすために，いろいろなチェック態勢（＝牽制態勢）

を制度化していますく牽制態勢の目的＞・このシートで解説している日計表の検閲，月例検

査，定期検査なども，制度化された牽制態勢の一つです。

2 日計表の検閲
同I

11

＜根拠＞

① 会計規程第15条 ．

「資金前渡官吏は，…日計を付し，支払の日の翌日に...検閲を受けなければならい｡」

② 会計規程第30条

「歳入歳出外現金出納官吏は，…日計を付し，受払いの日の翌日に"､検閲を受けなければならい｡」

(1)資金前渡官吏の日計表

資金前渡官吏は，支払の日の翌日に証拠書類と支払の内容を記載した日計表を検閲に付

します（根拠①)。日計表の検閲をする職員は経理局長等'が指定する2ので，誰が指定さ

れているか，確認しておきましょう。

なお，資金前渡官吏の現金の受けは，官署支出官からの資金交付や歳出金の戻入など資

金前渡官吏以外の職員藤その事実を把握できるものであることから，現金受けのみの日計

表については，翌日の検閲を義務付けていません（現金受けの証拠書類（日本銀行から受

領する振替済通知書等）が翌日に揃わない場合があるということも理由の一つです｡)。

(2)歳入歳出外現金出納官吏の日計表

歳入歳出外現金出納官吏は，受払いの日の翌日に証拠書類と支払の内容を記載した日計

表を検閲に付します（根拠②)。日計表の検閲をする職員は, (1)同様各庁において指定さ

れているので，確認しておきましょう。

なお，歳入歳出外現金出納官吏の日計表については，資金前渡官吏のものと異なり，現

金受けのみの日計表も翌日に検閲を受ける必要があります。また，歳入歳出外現金出納官

吏の日計表は，現金と日本銀行口座の受払いを記載した保管金受払日計表と市中銀行の当

座預金口座の受払いを記載した当座預金受払日計表3の2種類があります。

(3)日計表検閲のポイント

日計表の検閲をする際には，日計表に記載された受払いの金額と証拠書類を照合し，受

払いの金額に対応する証拠書類がすべてあることを確認します。

さらに，検閲対象の日計表の「前日からの繰越額」が対象日前日の日計表の「翌日への

】「経理局長等」の定義は，会計規程第5条第1項

2検閲者の指定，検査員の任命方法については，平29経監864号

3平28経監1 304号記第5



繰越額」と同一であることを確認します。つまり，日計表の検閲の際には，検閲対象の日

計表に，対象日前日の日計表を添付する必要があります。

3 月例検査
回

便

＜根拠＞

会計規程第16条第1項→前渡資金の月例検査

会計規程第31条第1項→歳入歳出外現金の月例検査

会計規程第39条第1項→保管物の月例検査

月例検査は，第三者（検査対象の決裁ライン以外の者）が，出納官吏が保管する現金や保

管物主任官が保管する押収物等を検査することで，適切に現金等が管理されているか（不正

が行われていないか）を確認するために実施しています。

よづて，各庁の月例検査員2は，出納官吏が管理する金庫（中身の現金）や証拠書類，保

管物主任官が管理する倉庫（金庫）とその中身を自分で実際に確認しなければなりません。

月例検査の実施方法については，各庁で作成されたマニュアル等をしっかり読み込み，分か

らないことや納得できないことは，出納官吏等にどんどん質問をして実質的な検査を行うよ

うにしてください。

4 定期検査，交替検査
H1

Ⅱ

＜根拠＞

① 予決令第116条第1項，平7経監34号

② 物品管理法第39条，物品令第44条，平29経用1580号

③ 会計規程第34条，平7経監34号

④ 会計規程第40条，平7経監34号

草

次に掲げる会計機関等は，年に一度又は交替するときに，各庁の検査員2の検査を受けな

ければなりません（定期検査，交替検査)。また，検査の結果を記載した検査書のうち，出

納官吏と物品管理官の検査書については，計算書に添付するなどして会計検査院に提出する

必要があります4ので，忘れないようにしましょう。どんなタイミングでどのように会計検

査院に送付するかは，「わかりやすい計算証明」の該当条文の解説を参照してください。

(1)出納官吏(収入官吏 資金前渡官吏，歳入歳出外現金出納官吏）（根拠①）

(2)物品管理官（根拠②）

(3) 保管有価証券取扱主任官（根拠③）

(4)保管物主任官（根拠④）

4計算規則第33条，38条，50条，第62条の2
出納官吏の検査書は，計算書に添付することとされているが，物品管理官の検査書は，計算書とは別に年
度経過後2か月以内に提出することとされている（もちろん，物品管理計算書（シート11参照）と一緒に

送っても構わない｡)。



＜シート77＞

忘れてはいけない4月の提出物(経理関係）

〔

提出漏れのないようにしてく4月は異動の多い時期です。以下に記載する提出物を確認し，

ださい。

1 会計検査院に提出するもの
、田

］

＜根拠＞

計算証明規則

「わかりやすい計算証明 逐条解説」（平成29年発行）を読みましょう。

ｰ

(1)歳入徴収額計算書！

歳入徴収官が作成する計算書です。前年度の1月から3月の分を，4月末日までに会計

検査院に送ります。

(2)支出計算書（官署分）2

官署支出官が作成する計算書です｡ 前年度の3月分を，4月末日までに会計検査院に送

ります。

(3)収入金現金出納計算書3

収入官吏が作成する計算書です6前年度の4月から3月の分を，4月末日までに会計検

査院に送ります。 年1回の報告なので忘れないようにします坐

(4)前渡資金出納計算書4

資金前渡官吏が作成する計算書です。前年度の3月分を，4月末日までに会計検査院に

送ります。計算規則上，3月分の計算書は， 4月末までに官署支出官に提出し，官署支出

官が受理後1か月以内に会計検査院に送付すればよいことになっています5が, 同月分の

支出計算書の甲表と関連する計数があるので，照合の手間などを考慮すると，支出計算書

と一緒に決裁を取り，同じタイミングで会計検査院に送るのが合理的です。

(5)物品管理計算書6

物品管理官が作成する計算書です｡ 前年度の4月から3月の分を，4月末日までに会計

検査院に送ります。 年1回の報告なので忘れないようにします。

2 最高裁判所に提出するもの

(1)歳入歳出外現金出納計算書7

歳入歳出外現金出納官吏が作成する計算書です。

高裁本庁，地裁本庁は，前年度の1月から3月の分を，4月末日までに経理局監査課に
送ります。
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最高裁，高裁の支部（知財高裁を含む｡)，家裁の本庁・支部，地裁の支部は，前年度の

4月から3月の分を，4月末日までに経理局監査課に送ります。

ないようにします。

年1回の報告なので忘れ

最高裁では，各庁から提出された歳入歳出外現金出納計算書を点検の上，会計検査院に

提出します。

(2)歳入関係の報告

次のアーウの提出方法，提出期限等は，毎年度4月に主計課から発出される課長補佐事

務連絡「○○年度予算執行上の注意事項及び決算事務上の注意事項について」に記載され

ているので，提出漏れがないように確認してください。

ア 歳入月次グループ

徴収済額報告書，歳入金月計突合表，差額仕訳書

イ 歳入月次（増減）グループ

増減額事項別理由調書

ウ 歳入年次（繰越）グループ

収納未済歳入額繰越計算書

(3)歳出関係の報告

次のア，イの提出方法，提出期限等は，毎年度4月に主計課から発出される課長補佐事

務連絡 ｢○○年度予算執行上の注意事項及び決算事務上の注意事項について」に記載され

ているので，提出漏れがないように確認してください。

ア 歳出決算見込額報告書（第3次）

イ 支出の総点検



＜シート72＞

換算関係の報告等

【報告書，通知書，計算書の基礎】

1 決算とは

予算を使った結果のことを決算といいます。国会では，決算を審議して，予算作成者の責

任を追及したり，次の予算編成や予算執行の監督に繋げたりします。決算は，国民に対する

説明責任（アカウンタビリティ）を果たすために，予算執行の結果を国民に報告するもので

あり，極めて重要なものです。

2 決算へ至る2本の道

決算は，各省各庁の長から財務大臣に提出される歳入及び歳出の決算報告書に基づいて作

成され，内閣から国会に提出されます。内閣が，国会に決算を提出する際には，会計検査院

の検査確認を経た上で，会計検査院の検査報告を添付することとされています1．

各裁判所では，決算の基礎データとして○○報告書（債権は通知書）を最高裁判所に，会

計検査院の検査のために○○計算書を会計検査院に,それぞれ提出します(シート11参照)。

これらの流れを図示したものが，次ページの「決算への道」です。

3 ○○報告書と○○計算書の留意点

○○報告書は，財務大臣が作成する歳入歳出決算の基礎となり，○○計算書は〉会計検査

院が作成する決算検査報告の基礎となります。これを対差照合すること（ダブルチェック）

によって，決算の正確性を担保しているのです。

ですから，報告書と計算書の内容は，同じものでなければなりません。ただ，両者とも，

ADAM SⅡによって作成されるので，通常は同じものになります。ただ，訂正報告など特

殊な手続をした場合には，必ず，報告書と計算書の両方が同じ数字となっていること（最高

裁と会計検査院の両方に訂正を報告していること）を確認しなければなりません。

経理局における，報告書関係の担当は主計課，計算書関係の担当は監査課ですので，報告

書や計算書に関して通常と異なることが起きたら，必ず両方に連絡しましょう。

｡
皿

〔余談〕

決算上，前渡資金は「歳出」の金額に，収入金は歳入の金額に含まれ，また，歳入歳出外

現金はその名の通り歳入歳出に含まれません。そのため，歳入歳出外現金出納官吏の計算書

は決算の対象とならず，財務大臣に対する報告書を提出する必要がありません。

また，官署支出官の財務大臣に対する報告書については, ADAMS導入前には，各庁の

官署支出官が支出済額報告書を作成して最高裁長官に提出し，最高裁長官が全国分を財務大

臣に提出していましたが，現在は，センター支出官が支出済額報告書を作成しています2。

シ

l憲法第90条, 財政法第37条～第40条

2予決令第64条，第65条
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＜シート73＞

国有財産台帳

1 国有財産の範囲

国は，不動産（土地，建物等)，動産（現金，机，自動車，船舶等)，用益物権（地上権，

地役権等)，債権（貸付金等)，知的財産権（特許権，著作権等）等多種多様な財産を所有し

ており, 広い意味で「国有財産｣という場合には，国が所有する全てのものを指します（広

義の国有財産)。

しかし，国有財産行政において対象とされている財産は，国有財産法上の国有財産，すな

わち，不動産，一部の動産，有価証券等を指します（狭義の国有財産)。

なお，国有財産法の対象とされていない国有財産の例としては，現金（会計法において規

定)，債権（国の債権の管理等に関する法律において規定)，机・椅子（物品管理法において

規定）等があり，別の法体系の下に置かれています。

口
⑲

＜根拠＞

国有財産法第2条第1項

この法律において国有財産とは，国の負担において国有となった財産又は法令の規定により，若し

くは寄附により国有となった財産であって次に掲げるものをいう。

一 不動産

二 船舶，浮標，浮桟橋及び浮ドック並びに航空機

三 前2号に掲げる不動産及び動産の従物

四 地上権，地役権，鉱業権その他これらに準ずる権利

五 特許権, 著作権,商標権，実用新案権その他これらに準ずる権利

六 株式，新株予約権，社債（※)，地方債，信託の受益権及びこれらに準ずるもの並びに出資によ

る権利（※）

》

※ 一部記載を省略している箇所

』

旦

2 国有財産の分類

国有財産法においては，国有財産を「行政財産」と「普通財産」に分類しています'。

「行政財産」には，庁舎・宿舎等の「公用財産｣，道路・河川等の「公共用財産」等があり，

各省各庁の長が管理することとされています2。

「普通財産」は，庁舎・宿舎等の跡地，物納された土地，政府保有株式等，行政財産以外

の一切の国有財産であり，原則として財務大臣が管理。処分することとされています3。

3 国有財産台帳

衆議院，参議院，内閣（内閣府を除く。)，内閣府，各省，最高裁判所及び会計検査院は，

’国有財産法第3条第1項

2国有財産法第5条

3国有財産法第6条



国有財産の分類及び種類に従い, その台帳を備えなければならない4ほか（台帳に記載すべき

事項として，区分（土地，建物等)，種目（敷地，事務所建等)，所在，数量，価格，事由等

があります5｡)，所管する国有財産について，取得・所管換・処分等による変動があった場合

には，直ちに台帳に記載・記録しなければなりません6。また，土地の形状，建物の現況，隣

接地の状況，接面道路の状況等については，台帳のみでは分からないため，土地及び建物に

ついての図面の付属を義務付け7,立木林及び工作物については図面を付属させることができ

ることとされています8．

国有財産台帳は,財産を取得してから現在までの履歴が記録されることから国有財産の｢戸

籍簿」であると同時に，これをもとに毎会計年度間の国有財産の増減，毎年度末の現在額が

集計されることから国有財産の決算のための「会計帳簿」でもあると言われており, 経理係

における支出簿等の帳簿，用度係における物品管理簿等のように，実態を反映した正確な内

容とする必要があります。

なお，集計された毎会計年度間の国有財産の増減等については，最終的に国会へ報告され

ることになりますので；記載の誤りがあるとその影響は裁判所内だけにとどまらないことも

あります。そのため，国有財産台帳とはどのようなもので，どのようなときに記載・記録を

行うべきか，きちんと理解しておきましょう。

4 国有財産の価格改定

新たに国有財産台帳に財産を登載する場合の価格は，基本的には取得価格を登録すること

とされていますので, 購入した財産の場合は購入価格，新築の場合は建築費，租税物納によ

り収納した財産の場合は収納価格で登録されます。

しかし，国有財産台帳価格は一度登録した価格をもってこれを変えないとした場合は，そ

の後の物価変動によって実勢と著しく乖離することになってしまうため，台帳価格の改定制

度が設けられており，毎年3月31日の現況において，財務大臣の定めるところにより評価

し，その評価額によ り国有財産の台帳価格を改定しなければなりません9。

｡

也

《＋α》

庁舎には売店や食堂，複写機,･自動販売機等が設置され，これらを利用又は目にした

ことがある方もいらっしゃると思いますが，国有財産は，国の業務を行うために存在す

るものであり，これを国以外の者が勝手に使用することはできません。自動販売機等を

設置している外部業者については，国有財産法第18条第6項に基づき，事前に庁舎の

一部を使用するための許可を得ていますが，許可なく庁舎等の国有財産を使用すると

不法占拠等になります。
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＜シート74＞

樹木伐採の手続

1 樹木の登載

国有財産台帳（以下，「台帳」という｡）に登載する「樹木」の基準は「地上高120セン

チメートルの位置における直径が10センチメートルを超えるもの又は1本当たりの見積価

格（植込費等を含まない樹木そのものの価格をいう｡）が1，000円を超えるもの｡」！と

定められています。

樹木が土地や建物等と大きく違う点は，生育していることであり, 工事に伴う植樹の他，

自生による場合があります。工事などで成熟した木など，登載基準に該当するものを植える

際は，台帳登載の要否を判断しやすいですが，植えられた当時は幼木であったものや自生に

よるものなど，当初は登載基準に該当しない木についても，その後の成長により登載基準に

達すれば，台帳に登載する必要があります。そのため，適宜，実地調査を行い，成長により

樹木の登載基準に達した場合は，忘れずに台帳に登載してください。

なお，台帳登載の際の樹木の価格については，造園業者などから見積書を徴取の上，価格

を算定することになります。

2 伐採手続

樹木の伐採が想定される事例としては，①植えられた樹木が工事施工の支障となり，か

つ，移植が困難で他に対応方法がない場合や，②枯死や倒木（風水害によるものも含む｡）

による場合等が考えられます。

樹木を伐採する際には，事前に「用途廃止jという手続が必要となります。「用途廃止」と

は，国が行政目的のために所有する財産（行政財産）は，行政目的に従って用途別に使用さ

れていますが,その使用目的の消滅に従って,その用途別の使用を廃止することを言います。

また，用途廃止するに当たってば,原則,最高裁判所長官の承認が必要となります（ただし，

枯死による場合や現在地での庁舎新営工事による場合などは，最高裁判所長官の承認が不要

な場合もあります｡）2.最高裁判所長官の承認後，国有財産事務分掌者は用途廃止の決議（用

途廃止することの意思決定)を行い,必要な調達手続を経て伐採を実行することとなります。

樹木を伐採した場合は，伐採調書を作成する必要がありますので注意してください3°

樹木を伐採した後は，台帳登載決議（台帳登載することの意思決定）をした上で台帳登載
し，付属図面などを整理すると手続は完了します。

手続の流れをまとめると次のとおりです。

】平13理財1859号

2会計規程第37条，平29経総513号，平29経総515号
3計算規則第65条第2号



※手続の流れ

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ

ど工事を伴う場合や枯死など）･事案の発生（改修工事，増築な

･用途廃止の承認申請（高裁経由で最高裁に提出）

･用途廃止決議

･伐採

･調書の作成

･台帳登載決議一台帳登載

･付属図面などの整理



＜シート75＞

国有財産に関する報告書,計算書

国有財産に関する報告には，「国有財産法」に基づき財務大臣に報告するものと，「計算証明

規則」に基づき会計検査院に報告するものの2種類があります。似た名称の報告がたくさんあ

りますので，ここで整理しておきましょう。

岡I
匹

＜参考文献＞

「平成27年改訂 国有財産法精解」（平成27年発行）

「わかりやすい計算証明 逐条解説」（平成29年発行）

1 財務大臣に報告するもの

(1)国有財産増減及び現在額報告書

各省各庁の長が所管する国有財産の－会計年度間における増減額及び当該年度末におけ

る現在額を集計したものです。この増減額及び現在額は，国有財産台帳の各葉に登載され

ている増減額及び現在額を集計した金額と一致します。各省各庁の長は，所管する国有財

産について，毎会計年度間の異動の決算報告として国有財産増減及び現在額報告書を作成

し，翌年度7月31日までに財務大臣に送付しなければなりません'。

(2)国有財産見込現在額報告書

各省各庁の長が所管する国有財産の当該年度末及び翌年度末の見込現在額を集計しだも

のです。見込額の計算に当たっては，前年度末現在額を基準として過去の異動の実績，予

算等を勘案して行うこととなります。各省各庁の長は，所管する国有財産について，当該

年度末及び翌年度末の見込現在額を計算して国有財産見込現在額報告書を作成し，当該年

度9月30日までに財務大臣に送付しなければなりません2。

(3)国有財産無償貸付状況報告書

国有財産法の規定により無償貸付をした国有財産について，その状況を報告するもので

す。国有財産の無償貸付は，反対給付のない，国有財産の運用ですから，厳正を期するた

め，その状況を明確にするものです。各省各庁の長は，国有財産法の規定により無償貸付

をした国有財産について，毎会計年度末現在における国有財産無償貸付状況報告書を作成

し，翌年度7月31日までに財務大臣に送付しなければなりません3。

2 会計検査院に報告するもの

(1)国有財産増減及び現在額計算書

，国有財産法第3条に規定する分類及び種類別に毎会計年度における土地，立木竹等の区

分ごとの増減を記載し,その差額高に前年度末の残高を加えて，当該年度末の現在高を表

したものです。各省各庁の長又は国有財産事務分掌者は，年1回，国有財産増減及び現在

額計算書を作成して，証明期間（1年)経過後4か月を超えない期間内に，会計検査院に
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提出しなければなりません4．

国有財産無償貸付状況計算書

毎会計年度，国有財産法の規定に基づき無償貸付した国有財産について，会計別にその

用途及び区分別の増減を記載しjその差引額に前年度末の現在高を加え，当該年度末にお

ける現在高を表したものです。各省各庁の長又は国有財産事務分掌者は，年1回，国有財

産無償貸付状況計算書を作成して，証明期間（1年）経過後4か月を超えない期間内に，

(2)

会計検査院に提出しなければなりません4。

4計算規則第64条



＜シートプ6＞

宿舎の入退去
､

1 宿舎の定義と国家公務員宿舎制度の目的
且

L

＜宿舎の定義＞〔宿舎法第2条第3号〕

「職員及び主としてその収入により生計を維持する者を居住させるため国が設置する居住用の家屋及

び家屋の部分並びにこれらに附帯する工作物その他の施設(共同浴場 簡易な児童遊園その他政令で定め

る共同施設を含む。）をいい，これらの用に供する土地を含むものとする｡」

＜目的＞ 〔宿舎法第1条〕

「…国家公務員等の職務の能率的な遂行を確保し，もって国等の事務及び事業の円滑な運営に資するこ

とを目的とする｡」

宿舎制度の目的は福利厚生のために国家公務員に住居を提供することではない点に，特に

留意してください。

ｰ

2 省庁別宿舎と合同宿舎

宿舎には，次表のとおり，省庁別宿舎と合同宿舎の2種類があります'。

維持管理機関

裁判所（※）

財務局等

被貸与者

(原則として）裁判所職員のみ

裁判所職員 ･他省庁職員

省庁別宿舎

合同宿舎

※ 高地家裁においては，最高裁判所長官から委任された高等裁判所事務局長，地方裁判所

長及び家庭裁判所長が維持管理を行うこととされています2。

3 宿舎の貸与

宿舎は’次表のとおり，各部屋の広さに応じて5つの規格に大別されています3。
ｲ

延べ面積

25平方メートル未満

25平方メ言トル以上55平方メー

55平方メートル以上70平方メー

70平方メートル以上80平方メー

80平方メートル以上

雑
ａ
ｂ
ｌ
ｃ
ｄ
ｅ

トル未満

トル未満

トル未満

一

入居できる宿舎の規格は，貸与基準により，貸与を受ける職員の職務の級に応じて決定さ

れます4。

なお，一部の財務局等においては，国有財産の有効活用を図るため，合同宿舎の一部につ

いて，貸与基準を緩和しているところもあります。

！宿舎法第4条，第5条

2宿舎法第7条，平13経総160号

3宿舎規則第6条第2項

4宿舎規則第11条



貸与手続は，大まかに言うと，①宿舎の貸与を受けようとする者が，宿舎事務担当者に「宿

舎貸与申請書」を提出し；②所定の手続を経た上で貸与が承認され，③宿舎事務担当者から

申請者に「宿舎貸与承認書」が交付されるという流れになります。また，駐車場を利用する

場合には，被貸与者から別途「自動車保管場所貸与申請書」を提出する必要があります。

宿舎使用料については，入居日以降，毎月の報酬から控除されます5。

なお，単身赴任者の場合，宿舎使用料に調整が加えられ，通常の使用料より安価になる場

合があります6。

4 被貸与者の義務

宿舎の維持管理機関は，その所管宿舎の被貸与者が定められた義務を遵守しているかどう

かを監督し, 常に宿舎の適正な維持管理を図らなければならないこととされています7．

被貸与者が負担する宿舎使用上の主な義務は次のとおりです8．

ア 善良なる管理者の注意義務

イ 転貸及び居住用以外の用に供することの禁止

ウ 改造，模様替その他工事の承認申請義務

エ 滅失，損傷，汚損時の原状回復又は損害賠償義務

a

⑰
《＋α》

宿舎の設備として, カーテン，照明器具及びエアコン等は原則設置されておらず，イン

ターネット環境についても，基本的に，各戸までの光回線等は整備されていません。これ

らの設備等を被貸与者が新たに設置するために穴あけ工事等を行わなければならない場合

には，維持管理機関の承認を受ける必要があります9。

ｰ

5 宿舎の明渡し

宿舎の被貸与者が，退職，死亡，転任，配置換その他の事由により，宿舎に居住する資格

を喪失した場合は，その該当することとなった日から20日以内に宿舎を明け渡さなければ

なりません。ただし，20日の期間経過後相当の理由がある場合には，宿舎の維持管理機関

の指定する期間，引き続き宿舎を使用することができますlOo

宿舎事務担当者としては, 明渡事由に該当する情報に接したときは，被貸与者に退去届を

提出させる必要がありますが，会計課に所属する宿舎事務担当者は, 通常，個々の職員の退

職や転任等の予定を直接把握できる立場にないため，人事担当部署と連絡を密にし，宿舎事

務が円滑に行われるようにしておく必要があります。

5宿舎法第15条

6宿舎規則第14条第2項，宿舎令第13条第2項

7宿舎法第13条の3

8ア宿舎法第16条第1項, イ同第2項前段 ウ同第2項後段，エ同第3項

9宿舎法第16条第2項

'0宿舎法第18条第1項



＜シート77＞

建物の修繕工事の流れ(随意契約）

会計機関等）（ (参考:主な関連条文等）

’ |鰯蹴’
【支出負担行為
担当官(【支】)】

経理計画を作成する。【シート4】

号
条
８
１
７

１
７

第
主

程
経

規
９

計
２
会
平

|ﾄー ' ’予定時期到来又は不具合の発生■’

工事の仕様書(案)の作成,概算額の把握
修繕する個所(工事対象目的物)を特定し,適切な修繕方法を検
討,工事の仕様を作成し,予算の確保のため,概算額を把握する。

【担当係】

'一 I

’予算の確認又は確保

会計法第29条，第29条の2第
3項，会計規程第3条第1項
会計法第29条の3第4項又は第
5項

契約事務の実施と内容(仕様書)を決定(実施伺い） 【支】

↓
'

’ 予決令第99条の5

↓

予決令第99条の6

↓

I
会計法第11条，第13条の2，
負担規則第13条，第14条，同
規則別表甲号

↓

会計法第29条の8第1項，予決
令第100条の2,契約規則第1
4条第1項, 第15条

↓

１
１

Ｉ
’

’
１

１
１

会計法第29条の11第1項
予決令第101条の3
契約規則第18条，第19条

工事の実施(エ事中:監督）【シート19】 【監督職員】

↓
’ 会計法第29条の11第2項

予決令第101条の4，第101
条の9第12項，契約規則第20

工事の完成(検査),検査調書の作成等【シート19】 【検査職員】

↓ 条，第24条，昭55経監59号

１
１

Ｉ
’
｜
Ｉ

１
１

エ事代金を支払う。【シート20】 【官署支出官】 予決令第42条，第101条の9
第2項，支出規程第5条

↓

証拠書類等を会計検査院へ提出する(保管する｡)。
【シート20】

【官署支出官】 計算規則第20条，第22条，第
24条

予定価格の作成【シート18】 【支】

見積書を徴取(随意契約の場合)し,契約予定業者を
選定する。 【支】

支出負担行為決議(契約伺い） 【支】

契約の締結(契約書の作成又は,同作成を省略する
場合は,発注行為） 【支】



＜シート78＞

修繕工事の予定価格

「 仕様書に基づき，予定価格を作成する。

予定価格'の定義や作成目的はシート6を参照してく

ださい｡)。

修繕工事の予定価格の積算（積算資料）は，工事に

使用する材料費については業者が提出する参考見積書を

基礎としたり，参考見積書の内訳から人件費及び材料費

に該当する部分を算出し，国士交通省が定める「共通費

積算基準」に基づいて，一般経費を加算する方法などが

一般的です。

なお，国土交通省において，国の統一の積算基準が

定められていますが，これは基本的には大規模な工事を

前提としているため，部分修繕のような小規模な工事に

同基準を適用すると，積算基準により積算した予定価格

が，参考見積書の金額よりも著しく低額になってしまう

ことが多いので注意が必要です。

仕様書の

一

I

〆 、

積算資料の

作成

L －ノ

▼

予定価格の

【参考】

例えば，劣化している庁舎1階事務室自動扉前の点字ブロックを修繕しようとする場合，

①修繕する個所を特定するために，修繕を必要とする範囲を特定します。具体的には，庁舎

’階事務室自動扉と並行に設置されている点字ブロック3枚分（1枚：縦30センチメート

ル×横30センチメートル）などと特定したり’図面を利用して特定をします。

次に，②適切な修繕方法として，点字ブロックの部分的な取替（3枚分の張替）を行うべ

きか’それとも’壊れている部分を加工して補修するか，どのような規格（素材）の材料

(J IS規格2)を使用するのが良いかなどを検討し，その内容を指定します。

具体的な仕様の検討については，専門の業者等に修繕しようとする個所の写真等を示した

り’修繕方法などを相談するなどして，適切な修繕方法を選択するのも一つの方法です。そ

の際’必要となる材料（点字ブロック（参考型番）や数量（3枚分))，作業に係る工数（普

通作業員，左官などの職種とその人員数)’作業日数なども併せて聞き取り，材料や工数等

の参考とすることができます。

これらの情報を基に’工事の仕様書を確定し’予定価格の積算を行い（積算資料)，予定

価格を作成します（仕様書の確定，予定価格の作成は，いずれも，支出負担行為担当官の決

裁を経ることになります｡)。

】会計法第29条の6，予決令第79条，第80条，第99条の5

2日本工業規格。日本の工業製品に関する規格や測定法などが定められた日本の国家規格である。



【コラム：請負契約】

修繕工事は，民法の典型契約の請負契約（民法632条）で，物品

の購入（売買契約（民法555条)）とは異なる特徴があります｡

請負とは，当事者の一方がある仕事を完成することを約し，相手方

がその仕事の結果に対して報酬を与えることを約することにより，そ

の効力を生ずるものです。

そのため，工事の仕様書において，発注者である裁判所は，修繕す

る個所（工事目的物）を特定した上で，修繕する内容を示し，受注者

は，工事目的物の修繕（仕事）を完成させることになります。

具体的な修繕工事の方法（施工方法）は，仕様書において発注者が

指定するか，指定されていない場合は，請負契約であることから受注

者において検討して施工することになります。



＜シート79>

修繕工事の監督と検査

1 監督と検査の定義や目的は，シート8を参照して

ください。

2 監督（工事監督）

支出負担行為担当官は，請負契約の適正な履行を確保

するため，監督を行わせる補助者（｢監督職員」という

］｡）を任命し2，監督職員は，請負契約においては，そ

の履行途中において立会い，指示その他適切な方法によ

り監督を行うことになります3。

監督

（工事

3 検査

支出負担行為担当官は，検査を行わせる補助者（｢検

査職員」という4｡）を任命し5，工事が完了したとき

は，契約どおりの給付がなされたかを確認するために検

査をすることになります6．検査は，受注者の給付完了

の通知（完成通知）を受けた日から10日以内に行わな

ければならないのが原則ですが，工事の検査は，

日以内とすることができます7。なお，検査の方法や検査職員

号

検査（完成検査）

(乖郭的物引渡し1工事目的物引渡し

書面で約定した場合には14日以内とすることができます7。なお，検査の方法や検査職員

の職務は，予決令第101条の4，契約規則第20条などに定められており，工事について

は必要に応じて契約図書と各種記録との対照や，監督職員の立会を求め，作業現場を目視す

るなどして業務完了の確認を十分に行う必要があります。検査職員は，検査を完了したら原

則として検査調書を作成します8。

【参考】

監督職員に任命されたら，仕様書の内容を確実に理解・把握し，工事の進捗を管理すること

になります。

具体的には，受注者との間で，全体スケジュールを策定し（受注者に工程表を作成してもら

うことが多い｡)，作業当日の内容や作業員の人数などを把握し，適切に工事を進める必要があ

ります（騒音が‘出る日を事前に把握し，関係部署と調整したり，材料などを庁舎内のどのルー

トで搬入するかなど)。また，材料を参考指定している場合は，参考指定された材料と同等の

品質であるかどうかなども確認します。

また；受注者が建設業法第3条1項の許可を受けた建設業者の場合は，現場での着工前まで

】契約規則第18条第1項

2会計法第29条の11第1項，平29経監864号記第3

3会計法第29条の11第1項

4契約規則第20条第1項

5会計法第29条の11第2項，平29経監864号記第3
6会計法第29条の11第2項

7遅延防止法第5条，第10条

8予決令第101条の9，契約規則第24条

契約の締結



｝

に,施工体制台帳等を提出させ，受注者及びその下請業者が不良不適格者でないことを確認し

たり，工事現場においては，施工体系図や建設業許可の掲示がなされているかなどを確認し，

下請契約の有無やその内容を把握して，適切な下請契約であるかどうか不適切な事例を発見し

た場合は，受注者へ是正を指示することになります9。 ・

工事の進捗状況等については，随時, 検査職員に報告する必要があります。

4

■b

『

､

、
I

9平成27年経営第279号参照
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＜シート20>

修繕工事の代金の支払と証拠書類

1 代金の支払

代金の支払時期は，検査を終了した後，相手方が請

求をした日から15日以内に支払をすることが必要とな

りますが1，書面により支払時期を定める場合は，工事

については，その時期を相手方から請求を受けた日から

40日以内とすることができます2。

また，それぞれの期間は初日算入されることに特に留

意が必要です3。

なお，遅延防止法上，支払期限4までに代金を払わな

いと遅延利息が発生し，事務を処理した職員が懲戒処分

を受けることがあります5。

検査終了（合格）

(工事鳳的棚'”』

－

、「 15日以内

（ただし，書面

により40日以

内とすることが

できる｡）

2 証拠書類の添付書類

官署支出官は，1月ごとに，支出計算書を作成し，証

拠書類等を添えて，会計検査院に提出しなければならな

いとされていまず6．

随意契約によった工事の請負契約に基づく支出につ

いては，支出決定決議書，請求書，契約書（請書)，検

査調書等7のほか，①予定価格及びその算出の基礎を明

らがにした書類，②見積書，③契約書の附属書類を上記

証拠書類の添付書類として会計検査院に提出するのが原

則です。ただし, 3000万円を超えない随意契約に係

る工事の請負契約に関するものについては，証拠書類に

添付することに代えて，会計検査院から要求があった際

に提出することができるよう官署支出官が保管すること

ができ，一般的に官署支出官において保管する方法によ

っています8。

▼

代金の支払

/-~F ､

会計検査院へ証拠

書類とその添付書

類の提出

【手続イメージ（250万円を超えない随意契約「いわゆる少額随意契約」9)】

受注者からの給付完了の通知（完成通知）に基づき工事の検査が行われ，検査合格した

場合，検査職員は，受注者に対し，検査に合格した旨を通知します。検査に合格した受注

者は，発注者に工事目的物を引き渡し，発注者に対し，請求書を提出します。適法な請求

書の送付を受けた発注者（裁判所）は，所定の期限内に支払の手続を行います。

遅延防止法第10条 ，

遅延防止法第6条

遅延防止法運用方針の第6

遅延防止法第6条’第10条

遅延防止法第8条，第13条
計算規則第20条，第2条第1項

計算規則第22条

計算規則第24条
予決令第99条第2号

ｌ
ワ
》

３
４

５
６

７
８

９



翁

支払を行った場合の証拠書類の添付書類は, 3000万円を超えない随意契約の場合に

該当するので，関係書類一式と共に保管します。

※請求書を受け取った場合は，所定の期限内に支払の手続を行う必要があることから，各

庁で定めたルールに従って》請求書を管理し，スケジュールを厳守して事務処理を行う必

要があります。

ノ

ゾ

I

I



＜シート27＞

庁舎設備等保守の流れ

1 庁舎には，電気設備，冷暖房設備，昇降機設備，通信設備等（以下「庁舎設備等」とい

う｡）があり，これらの設備を良好に保つことにより，施設としての本来の機能を発揮する

ことができます。そのため，各設備に適した周期に応じた点検が不可欠であり，この点検

の結果に基づいて，保守業務を行っていきます。
の

⑮

＜点検業務＞

点検には，日常的及び臨時的点検並びに法令等によって義務付けられている点検がありま

す。建築物を中長期的に維持していくためには，点検によって建築物が悪化する状態を未然

に防ぎ，良好な状態に保つ予防保全の視点が重要となります。

＜保守業務＞

点検の結果に基づき，建物の危険の防止又は機能の回復のために行う軽微な作業のことを

いいます。

ｰ

2 庁舎設備等を適正に維持・管理していても，使用や経年に伴う劣化や損耗の進行により庁

舎設備等に不具合が発生します。不具合が生じた場合には，まずは保守業務による対応を行

います。

具体的には，汚れ, 詰まり，付着等がある部品の清掃や消耗部品の交換又は補充，接触部

分や回転部分等への注油などがあります。

庁舎設備等の維持・管理として，最も大事なことは，日常の点検や定期的な点検により，

不具合箇所を早期に発見し，保守業務による対応によって，措置を講じていくことです。大

規模な改修工事にまで及んでしまうと回復のためのコストが大きくなってしまうため，日々

の点検業務はとて｡も重要です。

ただし，保守業務の範囲内で対応できない場合には，専門業者に依頼して，現状の設備の

機能・性能を当初の性能水準まで回復させる修繕による対応をすることになります。

なお，保守業者からの点検報告書等を契機に現状の設備を全面的に更新又は改修する必要

性が顕在化することもあります。このような場合には,特別修繕工事による対応も検討して

いくことになります。

3 前述のとおり，点検及び保守業務は，庁舎設備等を適正に維持・管理するためには，日

頃からの不具合箇所の早期発見・早期対応が重要です。そのためには，間断なく常に点検

及び保守業務を行えるよう，年度当初から庁舎維持管理契約を締結する必要があります。
／



【庁舎設備等保守の流れ／フロー図】
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＜シート22＞

保守契約の予定価格

1 予定価格とは

予定価格の定義や作成目的はシート6を参照してください。

保守契約の予定価格は，仕様書に記載された作業内容や作業回数に基づいて積算するこ

とになるので，基準となる仕様書の作成が重要となります｡ 改修工事等によって清掃対象

面積や設備の点検対象機器が変動する場合があるので，漫然と前年の仕様書を採用しない

で最新の情報を確認の上，建築保全業務共通仕様書に記載された標準的な作業内容や作業

周期を参考に，各庁の実情に応じた仕様書を作成してください。

また，積算時には，仕様書記載の作業内容を網羅しているか，二重計上等して過大に積

算していないか確認しましょう。

2 積算について

予定価格の積算方法は，大きく分けて，建築保全センター発行の「建築保全業務積算基
ぷ が か

準及び同解説」（以下「積算基準｣ という｡）に定められた標準歩掛りによる計算方法（歩

掛り方式）と，一般に刊行されている「積算資料｣，「建築施工単価｣，「物価資料」等の積

算参考資料や業者見積による計算方法（市場価格方式）がありますも

(1)歩掛り方式

運転管理業務や庁舎清掃契約など，庁舎維持管理（保守）契約の予定価格は，原則，積

算基準に基づいて歩掛り方式により積算します。

積算基準には，積算の基準となる標準歩掛りが記載されています。仕様書の作業内容，

作業・点検回数等の必要数量を集計して積算基準と照らし合わせ，掲載されている歩掛り

から作業員の労務数量を算出し，この数量から労務単価を積み上げ（直接人件費)，これに

直接物品費や業務管理費等を加えることで予定価格を積算します。

(2)市場価格方式

積算資料等に掲載されていない作業や積算基準に「見積りによる｡」と記載されている作

業又は積算基準に掲載されていない作業については，業者から徴取した参考見積価格によ

り予定価格を積算します。

3 予定価格の決定

歩掛り方式で積算した金額と市場価格方式により積算した金額を比較して，最も安価な

金額が予定価格となります。予定価格は，取引の実例価格，需給の状況，履行の難易，数

量の多寡，履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならないとされていますの

で，積算した予定価格について，適正価格であるか確認する必要があります。

前年度の業務内容（仕様書）と差異がない場合には，過去の実績と比較して確認すると

良いでしょう。



の

、
｝

清掃契約における積算手順

く積算例＞

＝

1 歩掛り方式を中心とした積算(A)

(1)床清掃等毎日行う作業で積算基準に掲載されている作業を抽出し，歩掛り方式により

金額を算出

（2）ワックス清掃等定期清掃で積算基準に掲載されていない作業又は積算基準に「見積り

による｡」と記載されている作業を抽出し，業者から徴取した参考見積価格により，当

該清掃作業ごとの金額を算出

(3) (1)と(2)の合計額=A

2 市場価格方式による積算(B)

清掃全体について，複数の業者から徴取した参考見積価格を業者ごとに比較して最安

値の価格=B

3 予定価格の決定

Aの金額とBの金額を比較して安い方の値の価格を予定価格として採用する。

Ei

囚

予定価格の秘密保持について

U

予定価格は，外部に漏えいすることにより，談合等の弊害が発生するおそれがあります。

そのため，支出負担行為担当官又は契約担当官への決裁については，外部に漏えいする危険

がないよ うボックスファイルに入れる等する工夫が必要です。また，予定価格（積算資料含

む）が記載された書面やデータの保管についてもう十分留意する必要があります。契約相手

が決定するまで，書面は施錠できるロッカー等で保管する必要があり，起案後不要なデータ

は削除する必要があります。

囮I

Z

市場価格を採用する際のポイント

ｰ

業者は，通常，建物全体の作業内容や作業時間等を考慮して見積価格を算出しています。

したがって，積算基準に掲載されていない作業又は積算基準に「見積りによる｡」と記載さ

れている作業については，当該作業内容のみの見積書を徴取するのではなく，建物全体の見

積書から該当の価格をピックアップして積算するとよいでしょう。



＜シート23＞

段備等保守の監督と検査

1 監督と検査の定義や目的は，シート8を参照してください。

2 監督職員及び検査職員の任命

設備等保守契約（以下「契約」という。）の監督職員及び検査職員による監督・検査は，

実際の点検等の作業やその作業結果について現認などをすることにより，初めて適正な業務

の監督・検査と評価できるものとなります。

そのため，容易に点検等の作業内容を現認することができる職員，すなわち履行場所に所

在し，かつ，実質的な監督・検査ができる職員を任命する必要があります。

3 仕様書の内容の把握

適正な監督・検査を確実に行うためには，契約で求められている仕様書の内容を正確に把

握しなければなりません。

このことから，監督職員・検査職員に任命された職員は，仕様書をよく読み，契約の対象

となっている設備機器の仕様，数量，点検回数，実施時期及び報告等の期限などをあらかじ

め十分に理解し，把握しておく必要があります。

4 監督。検査の方法や監督職員・検査職員の職務

方法や職務については，予決令第101条の3，同第101条の4や契約事務取扱規則第

18条，同第19条及び同第20条などに基本的な規定が定められています。

具体的には，監督職員については，契約の適正な履行の確保を図るために，契約の履行途

中において点検等の作業に立ち会い，仕様書どおりに履行してもらうための必要な指示や調

整（関係部署との日程調整，点検等の作業内容や作業時の依頼事項の伝達など）を行った上

で，点検等の作業や提出された書面等に不備がある場合などは速やかに是正を求めるなどし

て監督を行います。

検査職員については，受注者から提出される業務報告書を確認し,、点検等の作業の実態が

読み取れるか，対象場所，対象設備及びその数量，実施時期など仕様書どおりの点検等の作

業が行われているかなどの点に注意し，必要に応じて監督職員から作業状況等を聴取しま

す。

また, その提出された書面上での確認のみならず，日ごろから，受注者に作業方法や手段

を確認したり，実際に点検等の作業現場を確認したりして，不審な点は，受注者に問い合わ

せ，誤りがあれば是正させるなどして，契約の適正な履行の確保を図ります｡。

なお，監督職員及び検査職員は，予算執行職員【P】であり，その指示が不適切であった

り，検査が不十分であったりして，故意又は重大な過失によって国に損害を与えたときは，

弁償責任を負うという重い責任が課されています（予責法第2条第1項第12号，第3条第

2項）。

〆

5 仕様書の作成の際の留意点



I

契約の適正な履行を確保するためには，仕様書の内容に疑義があってはならないことか

ら，仕様書を作成する際には，自分が監督・検査をする場合に確実に行うことができるかと

いう視点から仕様書を作成することが重要です。

具体的には,仕様書の文言が暖昧であるために，点検等の作業に疑義が生じたり，改修工

事などによって，設備機器の規格変更や数量の増減があるのに，その確認不足から報告書と

の間で記載に齪嬬が生じたりするようなことは，避けなければなりません。
、

P



＜シート24＞

殼備等保守代金の支払

契約相手方から請求書が提出されるのは，検査終了後であることが想定されています（遅延

防止法第6条12項）が，代金の支払いはいつまでに行わなければならないのでしょうか。支

払期限の根拠については，〈シート9＞を参照してください。
〃

I

＜おさらい＞

① 契約書や請書を作成する場合の支払期限く遅延防止法第6条第1項＞

国が給付の完了の確認又は検査を終了した後，相手方から適法な支払請求を受けた日

から，工事代金については40日，その他の代金については，30日以内の支払期限を

定めなければならない。

：② 契約書や請書を作成しない場合く遅延防止法第10条＞

相手方が支払請求をした日から15日以内に支払いをしなければならない。

1 支払期限について

設備等保守契約については，一般的に契約書又は請書を作成していることから，契約書等

で定められた請求書を受理した日から30日以内の支払期限までに代金を支払うことになり

ます。

2 支払方法について

物品購入契約などの場合，代価の支払いは，給付完了後に一括してなされることが通常で

す。

一方，1年間という期間で契約することが多い設備等保守契約においては，全ての給付が

完了した後の－括払とすることは，受注者にとって資金繰りが困難となり，このため，履行

を確保することが困難になるおそれがありますので，履行を確保する上でも全ての給付が完

了する前に代価の一部を支払うこととする場合があります（「部分払」と言います。契約金

額が高額になるような清掃業務や設備運転管理業務等，また，毎月実施しているようなエレ

ベーター設備保守などが,庁舎維持管理契約上,部分払に馴染む主な例として挙げられます｡)。

3 部分払の留意点

部分払いとは給付が完了した部分に対する代価の支払いです。契約時に支払回数（半年毎

など）の特約を設けることで部分払を行うことができます。ただし，部分払といっても，単

純に契約金額を支払回数で除してしまうことは，実施していない業務に代価を支払うことに

もなりかねませんので，実施した業務に応じた代価を支払うよう留意する必要があります1。

例えば,清掃業務契約では，日常清掃の日数（開庁日）が月によって異なる2訳ですから，

単に契約金額を12か月で均等割りするのではなく，作業日数に応じて日常清掃業務の単価

を基に算出する必要があるため，毎月の代価は異なってくることになります。また，ワック

ス清掃や窓ガラス清掃など指定した月のみ作業を行う定期清掃業務では，その作業を行う月

の代価に計上することになります。

1 芸計涯29条の11第~Z項了~予渓否'一口~r茱丙~丁 0

2 平成30年度の開庁日で毎日清掃をする場合，4月は20日間，5月は21日間，8月は23日間な

ど，月によって作業日（清掃回数）が異なります。週に1回清掃をするような場合も月に4回，5回と回

数が異なります。



＜シート25＞

年間契約締結のスケジュール

1 年間契約とは

裁判所には庁舎や宿舎など多数の施設があります。これらの施設に不備（例えば，冷暖房

設備やエレベータの故障，庁舎の床が汚れている等）があると，来庁者や職員の庁舎利用に

影響が生じるため，これらの施設を適正に維持管理する必要があります。

このため，各庁において，施設維持管理を目的として，設備保守管理や清掃等の業務を専

門業者等に委託（業務委託契約）しており，これらの契約は ｢年間契約（契約期間を4月1

とすることが大半であるため，4月から確実に受注者が業日から翌年の3月31日まで）」

務を開始できるように契約を締結する必要があります。

年間契約の多くは，国の原則的な契約方式とされている「一般競争契約（入札)」】により

実施しており，この契約方式は法令等により各手続において一定の期間を設けることが定め

られているため,目的の時期に契約を締結するためには，法令等の期間を正確に理解した上

で，2に記載した点も考慮しつつスケジュールを作成するなどして，早めに準備を行うこと

が大切です。

2 スケジュールについて

（1）公正な競争性の確保

年間契約の締結に向けて，受注者は1年間の人材及び部材等を確保する必要がありま

す。公告期間や契約締結から業務開始までの期間が短いと，受注者が入札に参加するため

の検討や準備（人材等確保）をすることが困難になり，入札参加に消極的になる可能性が

あります｡ 入札参加者が少なくなると，公正な競争性を確保できなくなり，裁判所がより

‘ 有利な条件で契約を締結することも阻害されるため，入札を実施するに当たっては，可能

な限り公告期間や落札者決定後の準備期間を長く設けるなどの配慮が必要です。

（2）事務処理に時間を要すること

庁舎維持管理業務の業務内容は専門性が高いものが大半であり，仕様書作成に時間を要

します。また，庁舎改修や設備増設など，施設の状況に変動が生じた場合には，仕様書の

大幅な見直しが必要となり，更に時間を要します。スケジュールの作成に当たっては，こ

れらの時間も見込む必要があります。

（3）予定を組むに当たっての工夫

庁舎を維持管理するためには多数の契約を締結する必要があり，一人の担当者が複数の

案件を担当することも多いことから，入開札日を異なる日に設定して事務処理の時期をず

らすなど，一時期に業務が集中しないような工夫が必要です。

3 具体的には

(I)スケジュール表の作成など

実際には前年の10月ころから事務に着手する庁が多いと思われますが，その前に一

度，課や係において入札手続やその事務処理スケジュールについて話し合い，その結果を

形に残すと（例えばスケジュール表を作成するなど）， 入札手続のイメージを持つことが

でき，事務処理にスムーズに着手することができると思われます。



｢

(2)目的の時期に契約を締結するためには

庁舎維持管理については，目的の時期に契約を締結できないと，来庁者等の庁舎利用に

影響が生じるため，確実な契約の締結が必要です。事務処理に問題が生じた場合には，早

めに同僚や上司に相談するなどして問題を一つずつ解決し，スケジュールどおりに事務を

進める必要があります。また，定期的にミーティングを行うなどして，事務の進捗状況な

どについて課・係内の情報共有を図り，必要に応じて予定を組み直すことも大切です。

＝般麓争入札の流れ、具体的な事務処理 “メージ）
－、～

【業務及び仕様の把握】

次年度契約に向け‘業務及び仕様の見直し確認を行う(建物面積や設備数の変更の有無など)。
↓これらを踏まえ.仕様書等作成に要する時間を考慮し,事務に取りかかる。

課や係で話し合い,事務スケジュールを確認し‘情報共有する。

、 ノ

，

’I 【仕様書案･契約書案の作成】

争

I’ 【契約施行案決裁･公告案決裁】

4

、‐
ノ

〆‐
１
１
蕊

【公告開始】[予決令第74条以降］

官報等(調達システム)により入札期日の前日から起算して少なくと,も10日前(急を要するときなどは5日前)までに行う。
※政府調達に関する協定の適用を受ける案件は50日前までに行う。

畢
、〆〆 、

【入札説明会】

※入札又は契約履行の適正を期す

る上で特に説明する必要があると認

めたときに行うものです｡これを行う

場合は,公告に示す必要があります。

、 ノ

【予定価格調讐の作成】2

1市場価格(業者から見積書を徴収するなど)を基に作成する場合は,その微取
期間も見込んで事務に取りかかる必要があります。

2予定価格調害の作成時期については‘各庁における契約事務取扱基準などに

おしrて定められていることがあるので,その時期を考慮し,事務に取りかかる必要
があります。

－－ノ、

’{【入札参加申込者の資格審査】

、
‐

－ノ

ｒ
Ｌ

【入開札･落札決定】
※低入札価格調査対象案件3の場合.落札決定を留保するなど手続に時間を要する場合があります。

’｛ 【入開札経過調書決裁】

I{【契約締結決裁】

'4月1日(新年度初日）｜

、、 ~、
、／

【契約書作成】

①契約書を相手方に送付し,収入印紙
の貼付,代表者印の押印等を行う。
※相手方の押印等は,支出負担行為
決溌前に行っても問題ありません。

②支出負担行為担当官の押印等を
行い‘契約書を完成させる｡4

〆 ／

じ
負担行為決議】 【契約締結】 【業務開始】

」ノ L ノ ノL 凡

1契約方式等はシート5を参照

2予定価格はシート6，22，28を参照

3低入札価格調査対象案件はシート5を参照
4契約害の作成・契約締結はシート7を参照



＜シート26＞

物品管理計画

物品管理計画とは

国の活動が，金銭の上では，予算という形で計画規制されているところ，その予算は，

個々の経費の積み重ねによって成り立っています。したがって，個々の経費による調達の対

象となっている物品'について，計画的な調達と運用がなされることが必要です。

そのことから物品管理官は，その管理する物品の効率的な供用又は処分を図るため，予算

及び事務又は事業の予定を勘案して，物品の管理に関する計画を定めることとされており，

物品の取得のための措置請求, 供用，処分等については，この計画に沿って行われるよう要

請されています2．

物品管理計画に沿った運用を適切に行うことにより，①本来必要とされる以上に購入して

しまう物品の過大請求や②経年を経過していない物品を誤って廃棄したり，本来売却すべき

物品を誤って廃棄する不当処分の弊害を避けることができます。

なお，物品管理計画は，支出負担行為担当官が経理計画3を作成したときは，当該経理計

画をもって代えることができます‘。

経理計画については，シート4を参照して下さい。

｡
『I

＜根拠＞

物品管理法第13条第1項

「物品管理官は，毎会計年度，政令で定めるところにより，その管理する物品の効率的な供用又は処

分を図るため，予算及び事務又は事業の予定を勘案して，物品の管理に関する計画を定めなければな

らない｡」

！「物品」とは，国が所有する動産のうち現金，有価証券，国有財産以外のものと，国が供用のため

に保管する動産をいいます｡ （物品管理法第2条第1項）

2物品管理法第13条第1項，物品管理法施行令第11条，平29経用第1 580号記第7の1
3裁判所会計事務規程第11条

4平29経用第1580号記第7の2



＜シート2ズ＞

物品購入の流れ
【事務フロー】

'1物品取得措置請求i1
物品の購入は，物品使用職員から請求（例「人員が一人増えるので，机が必要｣）を受けた

物品管理官（｢管理している物品を確認したところ，その中でも不足している｣）からの契約等

担当職員に対する取得措置請求（｢机を一台購入してください｣）から始まります。

↓

'2調達実施伺い11
調達手続を開始することについての決裁を受けます。主な決裁事項は次のとおりです。

・調達の要否

・調達の内容（仕様）

・調達の見込額（概算）（③の予定価格ではなく，調達費用の目安金額）

・予算科目

・調達方法（入札又は見積合わせ）

・入札の場合は，公告内容（調達スケジュールを含む｡)， 入札説明書の内容，契約書案

↓

''3予定価格の決定11
すべての契約について，予定価格を作成する必要があります。

↓

'4入札4．見積合わせ11
予定価格の範囲内の入札書又は見積書の提出があれば，そのうち最も安価な金額を提示した

者と契約を締結します。

↓

'5＝契約決裁|｜
落札者との間で契約を締結することについての決裁を受けます（契約締結伺い)。主な決裁

事項は次のとおりです。

・落札者と契約を締結すること｡

・契約書の記載内容（契約相手方，契約金額その他）

↓

'6支出負担行為の確認と決裁訓’
支出負担行為として整理する（決議をする）時期は「契約を締結するとき」であるので，契

約の成立前に行わなければなりません。

↓

' 物品管理法第19条

2明文の根拠はないが，これらの段階で意思決定権者（支出負担行為担当官）の決裁を受けることで手戻り

を防ぎ，効率的な事務処理を行うことができる。手戻りを生じない軽微な案件では，物品取得措置請求と調
達実施伺い，契約決裁と支出負担行為決織（確認）を同時に行うこともできる｡
3予決令第79条，昭45経監1号，予決令第80条，同第99条の5
4予決令第81条，同第82条，同第83条

5予決令第99条の6

6シート7参照，会計法第13条の2，予決令第39条の3，支出負担行為等取扱規則第14条



'7契約の締結1
契約金額が150万円を超えない場合は，契約書の作成を省略することができます。ただ

し，その場合でもi各庁で定めている契約事務取扱基準に基づき，請書（契約書は契約当事者

が連名で作成するのに対し，請書は受注者が単独名義で作成して提出する｡）の徴取を行う場

合があります。

く契約の成立時期＞

○契約書を作成する場合

契約書に相手方と支出負担行為担当官が押印した日

○契約書を作成しない場合

国が契約締結について応諾の意思表示をした日（通常は発注日となる｡）

I
↓

'8納品･検査1｜
給付の準備が完了した旨の通知を受けた日（＝納品日）から10日以内に検査を行わなけれ

ばなりません。検査に合格した場合はその旨を受注者に伝え，引渡しを受けた後，請求書の提

出を促します。

通知及び納品（受注者が持参したり郵送して物品が裁判所に届くこと）がされ，検査に合格

して，引き渡しを受けるという流れについては，シート29の2を参照してください。

契約金額が200万円を超えない契約に係るもので，当該給付が契約の内容に適合するもの

であるときは，検査調書の作成を省略することができます。この場合は，検査確認した旨及び

その年月日を請求書に付記して検査職員が押印します。

↓

'9請求書の受領。内容確識

請求書を受領したら，内容が正しく記載されているかを確認します。特に，請求日が検査確

認日以降の日付になっているか留意してください。

↓

|10支払'1
政府契約の支払遅延防止等に関する法律（支払遅延防止法）に定める支払期限を徒過しない

ように注意する必要があります。

く支払の時期＞

○書面（契約書，請書等）により対価の支払時期を定めた場合

請求書を受理した日から30日以内

○書面により対価の支払時期を定めなかった場合

相手方が請求をした日（請求書発送日（原則として封筒の消印の日付)）から15日以内

7会計法第29条の8，予決令第100条，契約規則第11条，第13条，予決令第100条の2第1項第

1号，契約規則第15条

8会計法第29条の11第2項，予決令第101条の4，同第101条の9，契約規則第20条，同24

条，遅延防止法第5条，昭55経監第59号

9平25経監959号，同992号

〕0遅延防止法第4条第2号，同第6条，同第10条



＜シート28＞

物品購入の予定価格

1 予定価格の定義や作成目的はシート6を参照して下さい。

2 予定価格の決定

入札の場合も随意契約の場合も予定価格を定める必要があります1．

予定価格は競争入札（見積競争）に付する事項の価格の総額について定めます2が，一定

期間継続してする製造，修理，加工，売買，供給，使用等の契約の場合においては，単価に

ついてその予定価格を定めることができます3．

予定価格は，契約の目的となる事項について，取引の実例価格，需給の状況，履行の難

易，数量の多寡，履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければなりません4．物品購入

の場合は，標準小売価格（公表価格，刊行物掲載価格)，過去実績，参考見積，インターネ

ット掲載価格などを参考に予定価格を積算するのが一般的です。

予定価格を決定したときは，予定価格調書を作成する必要がありますが，予定価格が10

0万円を超えない随意契約の場合は，予定価格調書の作成を省略することができます5°

ただし，この場合であっても，予定価格調書の作成を省略できるだけであって，予定価格を

作成しなくてよいということではありませんので，注意が必要です。
、

3 予定価格の事後公表は，シート6を参照して下さい。
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＜シート29>

物品購入の検査

【検査職員の事務】

1 「検査」とは何をするのか。

印

⑩
＜根拠＞

☆会計法29の11条第2項（シート8参照）

☆予決令101の4条

「工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約についての給付の完了の確

認“をするため必要な検査は、契約担当官等が、自ら又は補助者に命じて、契約書、仕様書及び設計書そ

の他の関係書類に基づいて行なうものとする」

☆契訳事務取扱規則20条第2項及び第3項

「② 検査職員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき、契約書その他の関係書類に

基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行なわなければならない｡」

「③ …必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験して検査を行なうものとする｡」

物品を購入した際には，期限までに受注者（契約相手方の業者）から物品の引渡しを受けー

ることになります。検査職員は，契約書その他の関係書類に基づいて，①受注者が持ってき

た物品の内容（規格）や数量等が契約と合致しているか，②納入期限に問に合っているかを

確認します。必要があるときは契約の定めに従って破壊，分解又は試験して検査します。

裁判所では，適切な検査を実施するために，物品購入の場合は，次のとおり検査すること

とされています'。

①納品書その他の給付の内容，数量が記載された書面（以下「納品書」という｡）の提出を求める。

②納品書の記載内容を確認の上,提出された納品書に日付の記載がないなどの不備がある場合には，日付

の記入等の補正を求める。

⑧契約書あるいは仕様書等に基づき，給付された物品の内容及び数量について速やかに検査を行う。

④複数回の納品については，事実に即した検査確認の履歴が分かる措置を講じる。

2 「検査」はいつからいつまでに行うのか。

①
⑮

【根拠】

☆支払遅延防止法5条第1項

「国が相手方から給付を終了した旨の通知を受けた日から工事については十四日、その他の給付について

は十日以内の日としなければならない｡」

ノ

検査は,受注者の給付準備完了の通知を受けた日から10日以内に行う必要があります(工
ー

事の検査や特殊な内容‘で検査が著しく困難な場合には別途定めがあります｡)。

物品の購入で気を付けなければならないのは，受注者が物品を持ってきた後に，検査職員

が検査を行い，これに合格してはじめて物品の引渡しを受けられることです。このことを踏

まえ，担当者は，引渡期限までに検査と物品の引渡しを終えられるように受注者と物品を持

ってくる日取りを調整することも必要となります。

’平成25年8月6日最高裁経監第992号「公共調達の適正化について（事務連絡)」



3 「検査」を終えたら何をするのか。

q
⑩ 【根拠】 ‘

☆予決令101の9条

「① 契約担当官等、契約担当官等から検査を命ぜられた補助者及び各省各庁の長又はその委任を受けた

職員から検査を命ぜられた職員は、検査を完了した場合においては、財務大臣の定める場合を除くほ

か、検査調書を作成しなければならない。

② 前項の規定により検査調書を作成すべき場合においては、当該検査調書に基づかなければ、支払を

することができない｡｣．

☆契約規則20条第4項

「検査職員は、前三項の検査を行なった結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるとき

は、その旨及びその措置についての意見を検査調書に記載して関係の契約担当官等に提出するものとす

る。」

ノ

、_ノ 検査職員は，検査を行った事実に即した検査調書を作成し，契約担当官等に提出します。

検査結果が契約内容に適合したものであるときは，その旨を記載します。

履行遅滞等，給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは，遅延損害金の徴収の

要否等について具体的に検討した上で，契約担当官等に提出する検査調書に，給付が当該契

約の内容に適合しない旨及び損害賠償の徴収の要否等についての意見を記載します。

検査調書を作成すべき場合においては，検査調書に基づかなければ，支払をすることがで

きないので，速やかに検査調書を作成し，契約担当官等に提出することが求められます。

、【＋a ステップアップ】

「検査調書作成」の省略

契約金額が200万円を超えない契約は検査調書の作成を省略できます2。

なお，検査調書の作成を省略したときは，昭和55年経監第59号「会計事務簡素化

のだめの法令の実施について」に基づいて，検査の完了の実續を明らかにする必要があ

り，請求書に「○年○月○日検査確認済み③」等と附記し，検査職員が押印します。

また，部分払に係る既済部分又は既納部分についての検査については，必ず検査調書

を作成しなければなりません。

おって，検査を行った結果，その給付が当該契約の内容に適合しないものであるとき

も検査調書の作成が必要です。

、

2 契約規則24



＜シート30>

物品購入代金の支払と証拠書類

1 代金の支払

官庁契約における契約代金の支払は，相手方の給付が完了した後に行われる後払いが原則

であり，検査調書を作成すべき場合においては，検査調書に基づかなければ，支払をするこ

とができません'。 このことから，検査調書の作成を省略する場合は，検査済みであるこ

との付記を確認して支払をしなければなりません。

2 支払の時期

（1）約定する場合

物品購入代金について，支払の時期を約定する場合，原則として，国が給付の完了の確

認又は検査を終了した後相手方から適法な支払請求を受けた日から30日以内の日としな

ければなりません2。 この場合の「支払請求を受けた日」とは，「請求書を受理した日」

となります｡ なお，支払期限の起算日は初日を算入します3.

（2）約定しない場合

代金の支払時期について書面により明らかにしない場合，支払の時期は相手方が支払請

求をした日から15日以内と定めたものとみなされます4。 この場合の「相手方が支払

請求をした日」については,官公庁会計事典では発信主義と説明しています。これに従え

ば，相手方が請求書を送付した日（原則として封筒の消印の日）から15日以内に支払を

しなければなりません｡

角

3 証拠書類

（1）証拠書類とは？

証拠書類とは，計算証明5を行う際に，計算書と同時に提出される書類のことです。計

算書の計数の内容となっている個々の会計経理の真実性，合法性及び妥当性を立証する性

格を有するものです。各会計機関が行う計算証明ごとに必要な書類が異なっており，計算

証明規則にそれぞれ定められています。

（2）支出計算書の証拠書類

支出計算書の証拠書類については，計算規則22条に定められており，請求書，契約書

及び検査調書等がこれに当たります。なお，購入した物品を物品管理簿に搭載した場合

や，性質随意契約（会計法第29条の3第4項，予決令第102条の4第3号）によった

場合など，その旨を証拠書類に付記しなければなりません6．

(3)証拠書類の添付書類

l予決令第10．1条の9第2項。なお，後払の例外は会計法第22条，予決令第57条，第58条

2遅延防止法第6条

3遅延防止法第5条等で「相手方から給付を完了した旨の通知を受けた日｣ 等と定められている期間の計算
については，同法第8条の「約定の支払時期到来の日の翌日」の定めと文言の使い分けがされていることか
ら，初日算入とされています（遅延防止法の運用方針第五の一，同第六の二)。′
4遅延防止法10条

5会計検査院の検査を受ける国等の機関が，会計経理の実績を表示した計算書に，その裏付けとなる証拠書
類等を添えて会計検査院に提出する制度（会計検査院法第24条）

6計算規則第30条



一般競争入札に付した物品の購入契約のうち，契約金額が3000万円を超えるもの又

は随意契約で契約金額が2000万円を超えるものについては，証拠書類に以下の書類を

添付しなければなりません。

(入札の場合）

・公告に関する書類 (計算規則第23条第1項第1号）

・予定価格及びその算出の基礎を明らかにした書類（同第2号）

・全ての入札書又は入札者氏名及び入札金額を明らかにした関係職員の証明書（同第3

号）

・契約書の付属書類（同第4号）

(随意契約の場合）

・予定価格及びその算出の基礎を明.らかにした書類（計算規則第24条第1号）

・見積書（同第2号）

・契約書の付属書類（同第3号）

・不落随意契約等の場合の，前回までの競争に関する概要を明らかにした調書（同第4

号）



＜シート37＞

不用物品の亮払

1 売払をする場合

国の内部で使用する目的をもって取得した物品は, みだりに外部に売払うことは許されて

おらず，物品管理官が，不用の決定をしたものでなければ，売り払うことができません'。

したがって，不用の決定をしたものであり，かつ，売却代金が処分にかかる費用を上回る場

合に，売払をすることとなります。処分にかかる費用が売却代金を上回るときは，適切に廃

棄します2．

物品売払のための契約は，契約担当官が行う3ため，物品管理官は，契約担当官に対し

て，物品売払のため必要な措置を請求しなければなりません4．

契約担当官は, この物品管理官の請求に基づいて，物品売払の手続を行います5。

2 売払の実施

物品の売払をする場合も，購入の場合と同様，原則として一般競争入札によることとなり

ますが，売却予定価格が50万円を超えない場合は，随意契約によることができます6．

売払契約の場合は，適正な相場より安く売ると，国が損をすることになるので，予定価格

は契約の下限金額として定めることになります（予定価格の定義と作成目的については，シ

ート28参照｡)。なお, 売払契約は，契約担当官が契約手続を行うことから，公示公告等一

式，予定価格調書及び契約書は，いずれも契約担当官名で作成します。

3 売払後の手続

契約担当官は，開札又は見積合わせの結果，予定価格以上で最も高い金額を提示した者と

契約を締結し，受注者には，当該物品の受領前に代金の支払義務があり, 支払完了後，裁判
ほ ご

所から物品を引き渡します7。ただし，反故紙や鉄ぐずのように，重さを量らなければ金額

が確定しないものについては，代金支払前に計量のため物品を受注者に預け，代金支払が完

了後に，所有権が受注者に移転するという約定をすることもあります。

総価契約の場合には，契約締結後速やかに，単価契約の場合には計量後速やかに，契約事

務の取扱者（用度係長等)は，歳入徴収官に対して，遅滞なく債権発生通知を行う必要があ

ります8。

物品管理法第28条

物品管理法第27条第2項

会計法第29条の2第3項，会計規程第－3条第1項別表第2の4，シート1参照

物品管理法第28条第2項

物品管理法第28条第3項

予決令第99条第5号

国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律第1条

債権法第12条，平29経監867号記第1

】
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＜シート32＞

物品増減及び現在額報告書,物品管理計算書

の

正

＜根拠＞ 、

（1）物品管理法第37条

各省各庁の長は，国が所有する物品のうち重要なものとして政令に定めるものにつき，毎会計年

度間における増減及び毎会計年度末における現在額の報告書を作成し，翌年度の7月31日まで

に，財務大臣に送付しなければならない。

（2）計算証明規則第59条

・物品（中略）については，証明責任者は,，物品管理官（中略）とし，証明期間は，会計検査院の

別に指定するものは三月，その他のものは一年とする。

2 計算書は, 物品管理計算書（中略）とする。

ｰ

1 物品増減及び現在額報告書，物品管理計算書とは

（1）物品増減及び現在額報告書

物品の毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在額の報告書です。

各省各庁の長が，国が所有する物品のうち重要なものとして政令で定めるもの'につい

てこれを作成し，翌年度の7月31日までに財務大臣に送付します。内閣は，財務大臣の

作成した総報告書を各省各庁の長の作成した物品増減及び現在額報告書とともに，会計検

査院に送付しなければならず，財務大臣の作成した物品増減及び現在額総報告書に基づ

き，歳入歳出決算の提出とともに，国会に報告しなければならないとされています2。

このように，財政の民主化を図る憲法91条及び財政法第46条第1項の趣旨から国の

予算により取得した物品のうち主要なものについては，国民の代表機関たる国会に報告す

る制度が設けられています。

（2）物品管理計算書

物品管理計算書とは，物品管理官の管理に属する国の所有物品について証明期間を1年

として物品管理官が計算証明のために作成した計算書をいいます。

計算書の提出先である会計検査院は，常時会計検査を行い，会計経理を監督し，その適

性を期し，且つ，是正を図る3とともに，検査の結果により，国の収入支出の決算を確認

する4ことを責務としていることから，物品管理計算書の点検等を通じて，物品管理官が

適正に物品を管理しているかを検査します。

2 物品管理官から物品増減及び現在額報告書の提出

各省各庁の長が物品増減及び現在額報告書を作成するに当たっては，毎会計年度末の物品

管理簿における記録の内容に基づいて作成すべきこととされている5ため，当然，各省各庁

に配置されている物品管理官の下における増減及び現在額の記録を知る必要があります。そ

！物品管理法施行令第43条

2物品管理法第38条

3会計検査院法第20条第2項

4会計検査院法第21条

5物品管理法施行令43条2項



こで最高裁判所では，物品管理官は，当該物品管理官に属する重要物品（取得価格（取得価

格がない場合又は取得価格が明らかでない場合は，見積価格）が50万円以上の機械及び器

具並びに取得価格が300万円の美術品）について，毎会計年度末における現在額を物品増

減及び現在額報告書により，翌年度の5月末までに経理局主計課に報告しなければなりませ

ん6。

また，この報告書の作成に当たっては，次の点に特に留意する必要があります7．

報告書に記入する数量及び価格は，会計検査院に提出する物品管理計算書に記入され

ている数量及び価格と突合しておくものと.する。

3 物品管理計算書の提出

（1）提出期限

証明責任者である物品管理官が4月1日から翌3月31日までの1年分を翌4月末日ま

でに会計検査院に到達するように提出する必要があります8．

（2）書式

物品管理官が計算証明のため作成すべき計算書は，物品管理計算書（計算証明規則第7

号書式）です。物品管理計算書は，「表紙」及び「物品管理」の表から成り立っていま

す。「物品管理」の表の書式は，物品管理法第37条により作成する物品増減及び現在額

報告書の様式と同一の体裁になっています。物品管理計算書記載対象物品の範囲は，物品

増減及び現在額報告書を作成する物品と同一なので，両者は，結果的に一致することにな

ります。

（3）証拠書類

物品管理計算書には，証拠書類として物品を廃棄したときの関係書類や物品を交換した

ときの関係書類（自動車，複写機等の下取り交換も対象です｡）を添付します9．証拠書類

には，会計検査院から要求があった際に提出できるように物品管理官が保管することがで

きる書類もあります106

（4）未供用物品等調書

物品管理計算書には，重要物品のうち貸付け，寄託及び保管により供用していないもの

については，調書を添付しなければなりません。

6主計課課長補佐事務連絡「○○年度予算執行上の注意事項及び決算事務上の注意事項について」

7昭和40年4月6日付蔵計第809号「物品増減及び現在額報告書の作成及び送付について」
8計算規則第59条［証明期間1年]，同第2条第1項

9計算証明規則第62条第1項第3号～同項第7号
io計算証明規則第62条第1項第1号及び第2号



I

＜シート33＞

予納郵便切手の交換

1 予納郵便切手の交換とは
－口１

－

＜根拠＞

予納郵便切手の取扱いに関する規程の運用について

（平成7年総三第18号事務総長通達）

予納郵便切手の交換に関する事務の取扱いについて

（平成28年総三第74号総務局長，経理局長通達）

ゞ

係書記官及び家庭裁判所調査官等が予納郵便切手を使用する場合において，その郵便料金

に適合した組合せの郵便切手を用意するために現に必要があるときに，主任書記官の承認を

得て，予納郵便切手と物品管理官が供用する郵便切手のうち，交換を目的として，物品管理

官があらかじめ指定する職員（交換指定職員）に交付した郵便切手とを対等額で引き換える

ことをいいます。

2 交換をすることができる場合

貼付しようとする予納郵便切手の額面額の合計が所定の郵便料金を上回ってしまう場合や

郵便切手の枚数が多数となるために貼付することが困難な場合など適合した組合せの郵便切

手を用意するために現に必要がある場合に限り行うことができます。

また，物品管理官は，必要最小限度の数量の交換用郵便切手を供用し，交換用郵便切手の

数量等の状況を勘案して，交換に適さない交換用郵便切手の返納を受け，新たに交換を目的

としてその供用する郵便切手を交付するなど，適宜必要な調整を行います。

3 交換をすることができる者の範囲等

（1）交換をすることができる職員

交換は，交換指定職員に限り，これを行うことができます。

家庭裁判所の支部又は出張所と同一所在地の地方裁判所の支部又は簡易裁判所の交換指

定職員は，当該家庭裁判所の支部又は出張所の係書記官等と交換をすることができます。

なお，複数の交換指定職員を指定した場合においては，物品管理官は，交換用郵便切手

をともに使用する交換指定職員の範囲及び主任者を明らかにしておかなければなりませ

ん｡

（2）交換簿

交換指定職員は，交換簿を備え置いて，交換を目的とする郵便切手の受領，交換及び返

納の状況を記録します。

4 交換の手順

（1）係書記官等における準備

ア 係書記官等は，交換を希望するときは，予納郵便切手のうち交換を必要とする郵便

切手について，郵便切手交換希望票（以下「希望票」という｡）に当該交換に係る事件



の事件番号，予納者，交換前の予納郵便切手（以下「交換前郵便切手」という｡）の券

種及び枚数並びに発送予定の郵便物ごとの郵便料金を記載し，主任書記官に提出しま

す。

イ 主任書記官は，係書記官等から希望票の提出を受けたときは，内容を確認し，これ

を承認する場合には所定の欄に押印した後，係書記官等に返却します。

ウ 係書記官等は，主任書記官の押印のある希望票を交換指定職員に提出します。

．なお，遠隔地にいる交換指定職員と交換をする場合には，希望票をファクシミリに

より交換指定職員に送信します。

(2)交換指定職員による連絡

交換指定職員は，希望票に記載された発送予定の郵便物に使用する郵便切手（以下「交

換後郵便切手」という｡）の準備ができたときは，係書記官等にその旨を連絡します。

(3)交換

ア 係書記官等は，交換指定職員から(2)の連絡を受けたときは，希望票に記載した券種

及び枚数の交換前郵便切手を当該交換に係る事件の予納郵便切手管理袋（以下「管理

袋」という｡）から取り出し，速やかに交換指定職員に持参し，交換指定職員が準備し

た交換後郵便切手と交換します。

なお，遠隔地にいる交換指定職員と交換をする場合には，交換前郵便切手とともに

希望票を交換指定職員に送付します。

イ 係書記官等と交換指定職員（遠隔地にいる交換指定職員において交換をする場合に

は，交換指定職員を含む複数人）は，速やかに交換前郵便切手及び交換後郵便切手の

券種及び枚数と希望票の記載内容を相互に確認しなければなりません。

ウ 交換指定職員は，交換が適正に行われたことが確認できたときは，希望票の交換指

定職員確認印欄に押印します。

エ 係書記官等は，交換後郵便切手を受領したときは，希望票の係書記官等受領印欄に

押印します。

オ 交換指定職員は，交換を終了した希望票（係書記官等受領印欄に押印された希望票

をいう。以下同じ｡）の写しを作成して係書記官等に交付します。ただし，遠隔地にい

る交換指定職員において交換をする場合には，交換後郵便切手とともにウの押印した

希望票の写しを係書記官等に送付します。

力 係書記官等は，オのただし書の希望票の写しの送付を受けたときは，当該希望票の

写しの係書記官等受領印欄に押印した上で，これをファクシミリにより交換指定職員

に送信します。

キ 係書記官等は，交換終了後直ちに，当該交換に係る事件の管理袋に，日付並びに郵

便切手の交換をした旨及びその金額を記載して（摘要欄に「交換○○円」と記載（遠

隔地にいる交換指定職員において交換をする場合には，交換前郵便切手を取り出した

際に「交換○○円（出)｣，交換後郵便切手を受領した際に「交換○○円（入)」のよう

に2欄に分けて記載）して）押印します。

ク 交換指定職員は，交換を終了した希望票（力の送信を受けた希望票を含む｡）を保存

します（保存期間は1年間)。

1
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ケ 係書記官等は，オの定めにより交付された交換を終了した希望票の写し（力の係書

記官等受領印欄に押印した希望票の写しを含む｡）を事件雑書類つづりにおいて保存し

ます。

5 検査

(1)物品管理官は，自ら又はその指定する職員に命じて,少なくとも月に一度，定期的に

交換指定職員における交換が適切に行われているかどうかについて検査を毎月月末締め

'

で翌月10日までに行います。
j

(2) (1)の検査は，交換簿，交換用郵便切手及び希望票を確認して行います。

ノ
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＜シート34＞

物品の修繕
えきむけいや<

【役務契約】

1 役務契約とは

物品購入以外の契約には，業者に作業等を行わせる契約があります。具体例として，物品

の修繕，庁舎の清掃，施設設備の運転保守,電話やインターネット回線の提供，コピー機の

保守，録音反訳などがあります。これらは，役務（契約）と整理されています。具体例のと

おり，「役務」とは, 大まかにいうと，「サービスの提供」や「作業をすること」を意味し，

そのための契約を「役務契約」と言います。

「工事」も，「請負契約」であり，広い意味では「役務」に含まれるとも考えられます

が，会計法規において「工事」と「(工事又は製造以外の）請負」とを区別しているものが

あること，支出すべき予算科目が違うことから，「工事」と「役務」とは，意識的に分けて

取り扱うのが一般的です。

役務契約の調達手続は，シート27の物品購入の流れと基本的な部分は同じですが，若干

の違いがあります。以下，物品の修繕を例に説明します。

2 修繕の必要の発生

物品を使用していると不具合や劣化が起こります。その場合の対処方法として，①修繕を

することと，②買い替えることが考えられます。①，②のいずれにするかは，費用対効果を

十分に考慮する必要があります。修繕の費用と買い替えの費用が同程度 (あるいは，修繕費

用がわずかに安い程度）であれば，耐用年数が伸びることを考慮して，買い替えを選択する

場合もあります。修繕を行うこととなった場合は，役務契約の手続を進めます。

3 役務契約の調達手続の流れ

物品に不具合等が生じたときは，当該物品を使用している部署 (職員）から物品管理官に

修繕が依頼され，物品管理官が修繕作業を要すると判断した場合，物品管理官から支出負担

行為担当官に修繕が依頼されることになります。

庁舎の清掃のように，庁舎維持管理のために各庁において毎年度必要になる案件は，特に

依頼がなくともj調達手続を開始します．

調達手続に関する会計法規の定めのほとんどは，物品購入契約と役務契約とで共通するも

のです。原則として，一般競争によること，契約書を作成すること，検査確認をすること，

検査の後に支払手続をすることは変わりません。また，調達実施伺い～入札公告～予定価格

（調書）の作成～開札（落札者決定) ～契約締結伺い～支出負担行為決議～契約書の作成

（押印）～検査の実施～検査調書の作成～支払といった事務処理の流れも同じです。（シー

ト17，21，27参照）

役務契約が物品購入契約と異なる点として大きなものは，次のとおりです。①少額随意契
' J

約で'きる金額が異なること（物品購入契約については160万円以下とされているところ，

製造の請負契約以外の役務契約は100万円以下とされています。なお，各庁の定めにより

異なることもあります｡）！，②予定価格の積算方法として，市場価格方式とあわせて，歩掛

［予決令99条第7号



り方式による場合もあること，③低入札の調査の手続2があること，④契約の適正な履行を

図るため監督を実施すること，⑤検査確認の対象は，「役務」であり，無形のものが含まれ

ることです。

予定価格の積算方法についてはシート22．低入札の調査については，シート6の3（5）

を参照してください｡

4 検査確認及び監督

物品購入の場合は，購入した物品の納入を受ける段階で，契約した（仕様書で定めた）と

おりのものかどうかを確認します。物品の修繕の場合も，同様に，修繕が終わった段階で，

対象物品を見て，契約（仕様書）どおり修繕されたか（正常に動作するか。故障原因は除去

されたか｡）を確認します。このように，契約相手方の給付が契約どおりか確認することを

「検査」 と言います。

物品の修繕以外の役務契約の検査は，どうでしょうか。録音反訳では，業者から納入され

た反訳書 (成果物）の内容を確認し，正確に反訳されているかを確認します。施設設備の運

転保守では，主に作業実施報告書の提出を受けて，仕様書どおりの作業が行われたかを確認

します。電話は, 職員が発信，受信し，通話が問題なくできていることを把握して，電話回

線のサービスが適切に提供されていることを確認します。このように，役務契約では，相手

方の提供する「役務」＝「サービスの提供」や「作業をすること」という形のないものが検

査の対象になることがあります。

また，案件によっては，契約（仕様書）において修繕の方法を定めており，修繕作業の途

中で方法を確認しなければ，修繕後に契約どおりの作業をしたのか確認することが困難な場

合もありますし，録音反訳のように継続的な取引で，品質確保や情報セキュリティの確保等

の観点から履行体制の確認が必要になる場合もあります。このように，契約相手方給付が契

約どおりの給付となるよう，作業等に立ち会ったり, 必要に応じて指示したりすることを

「監督」と言います。

検査と監督については，シート8で詳しく説明していますので，そちらも参照してくださ

い。

2会計法29条の6第1項ただし書き



＜シート35＞

保管物事務

【保管物主任官の事務】

保管物とは

事件手続において，裁判所で保管することとなった物を総称して保管物といいます1．

刑事事件や少年保護事件の押収物2，民事事件の民事保管物3などが該当します。

声
Ｉ

2 保管物主任官

多くの庁で用度係長（保管物係が置かれている庁は保管物係長）が，人事異動通知書をも

って指名されています4．保管物主任官には代理の制度（シート1）がないので，補助者が

事務を行った場合は，その事務が適正に行われたかどうか保管物主任官が事後に確認する必

要があります。

3 保管物主任官の事務

保管物主任官の事務は，①受入②保管③仮出し④処分・

の検査を受けます（シート10)。保管物の事務としては，

返還に分けられ，定期及び交替時

亡失や損傷等の事故を防ぐこと

そのため，保管物を取り扱う際は，事件部の担当者

た品目等と現物を照合した上で授受を行う必要があ

全ての場面で最も重要なことです。が，

と保管物主任官の間で，

ります。

(1)受入

各書面に記載した品目等と現物を照合

事件部から保管物が持参される5ので，押収物送付票や民事保管物受払簿に記載された

品目等が具体的かつ正確に記載され，現物と一致していることを確認して受領します。数

量だけでなく，状態の確認も必要ですq

(2)保管

(1)で受け入れた保管物は，速やかに保管物倉庫の所定の場所に収納します6．

現金，薬物や銃器など，金庫に保管すべきものは，倉庫内の金庫に保管します。

(3)仮出し ・

裁判の手続で保管物を使用する際の，事件部への一時的な交付です7．返還予定年月日

を超えた場合，返還を失念していないか事件部に確認します。

(4)処分。返還

事件の終局や保管が不要となり保管物を事件部に返還すること8が多いですが，押収物

の所有者が所有権を放棄しているため国庫に帰属し，物品管理官の指示により保管物主任

官が廃棄する場合もあります。9

１
２

３
４

５
６

７
８

９

会計規程第8章参照

押収物規程第2条

裁判所保管金規程第2条第2項

平7総三24号記第1，平18人任二A第001146号

押収物規程第2章，裁判所保管金規程第7条

押収物規程第3章，裁判所保管金規程第8条

押収物規程第4章，裁判所保管金規程第9条

押収物規程22条，裁判所保管金規程第10条

押収物規程第23条，第24条，

国庫に帰属した押収物の処分について(平成11年10月15日経監第96号）



＜シート36＞
勺

債権管理と歳入徴収

【国が立て替えた裁判費用の回収】

|

’

一罫

’ 歳入徴収胃 歳入となるべきお金を国庫に収納する手続

根拠→会計法，予決令，歳入規程等
〃

1 債権発生通知（書記官の行う事務）

民事訴訟の迅速処理に伴う経費を国の歳出予算（(項）裁判費）から立替支出したときは，

立替支出をした裁判所の書記官は，歳入徴収官に対して債権発生通知をします'。

2 調査確認と調査決定

歳入徴収官は，書記官から債権発生通知書を受け取ったら，通知書の記載に基づき,AD

AMSⅡに所定の入力をし，「債権調査確認及び歳入調査決定決議書兼債権管理簿」を出力

して，歳入徴収官（又は代行機関）の決裁を受けます。この決裁には，債権の調査確認と歳

入の調査決定という二つの意味があります。

（1）調査確認とは

債権法に基づく手続2で，歳入徴収官が，債権発生通知書の記載内容について添付の資

料等と照合して調査し，国の債権であることを確認する手続のことです。

（2）調査決定とは

会計法に基づく手続3で，歳入徴収官が，債権発生通知書記載の債権について，歳入と

して徴収すべきものか，その内容（発生原因，債務者，金額等）を調査し，歳入として徴

収する旨を決定する手続のことです。

P

3 納入の告知

歳入徴収官は，調査決定をした債権について，債務者に対して納入告知書を送付し，債務

の履行（調査決定をした金額の支払）を求めます4．

ADAMSⅡでは，納入告知書を機械作成するよう「作業区分」で指定すると，財務省会

計センターから，自動的に作成された納入告知書が，登録された債務者に宛てて発送されま

す。

I
債権法第12条，昭48総三2号別紙第2の1の(1)，同2の(1)。債権発生通知書の書式は，平7経監第4

5号別紙様式第3

債権法第11条第1項

会計法第6条

会計法第6条，予決令第29条

２
３

４

債権の発生から消滅までを管理する手続

根拠→債権法，債権令，債権規則等
〃

債権管理



4 収納，債権消滅

納入告知書を受け取った債務者が，最寄りの金融機関5に納入告知書と納付するお金を持

ち込んで支払をすると，その金融機関の日本銀行代理店部門が歳入として収納する手続を行

います。

そして，日本銀行は，財務省会計センター(ADAMs n)を通じて，納付済みの情報

（領収済通知情報）を歳入徴収官に送ります‘・

歳入徴収官は，財務省会計センターを通じて，領収済通知情報を受けたときは, ADAM

SⅡにおいて収納登記をする．ことにより，歳入の収納及び債権の消滅の手続を行います7。

とりたて

5 督促，取立

債務者が，納付期限を過ぎても支払をしない場合は，督促状を送付します8．督促状は，

月1回のペースで2回までは, ADAMSⅡによる機械作成で，財務省会計センターから送

付されます。その後は，各庁の定めにより適宜督促状を送付します。

督促しても納付されない場合は，法務局訟務部門に依頼して，強制執行の手続や訴訟手続

を行います，。

ふのうけっそん

6 時効，不納欠損

他に時効の定めのない国の債権は，5年で時効により消滅しますlOo

費用対効果の観点から，取立等に関する事務をしないとして整理した債権'1以外は，訴訟

を提起して時効を中断するなど，適切に債権の保全及び取立の事務を行う必要があります。

可能な措置をすべて行っても債権が回収できずに時効となった債権について，2(2)の調査

決定が行われている場合は, ADAMSⅡで債権消滅及び不納欠損整理決議書を作成し，歳

入徴収官（又は代行機関）の決裁を受けることにより，債権消滅及12び不納欠損13の整理等

を行います。

7 返納金債権（おまけ）
れいにゅう

官署支出官が誤って支出したお金（重過失による誤払いを除く）は，歳出に戻入して再

び支出に充てることができます。この場合は，債権法第13条第1項に基づき，官署支出官

が返納金の納入告知を行います'4。

5大部分の金融機関は，日本銀行の代理店又は歳入代理店となっており，歳入金の納付を受け付けている。

6日本銀行国庫金取扱規程第14条の2，歳入規程第24条の4第1号，平29経監863号記第2の3

7歳入規程第24条，債権法第11条

8歳入規程第21条

9債権法第15条。昭48総三2号別紙第2の1の(1)の取立決定は’債務名羨になります。

10会計法第30条，同第31条

11債権法第21条

12債権令第10条第7項

13歳入規程第27条

14債権令第5条第1項第2号，会計規程第8条第2項別表第4



＜シート37＞

歳入金の徴収

【不用物品売払代】

『--=亨雲~己弓手芒亨----..-....-.---｡｡_…_--..-.．鐸．｡‐=~....~~~~旱~~--------全-----______｡.==11

債権発生通釦 II

O
I I

不用物品を売却する契約が締結されると，用度係から経理係に債権発生通知書が送付されII

E

Iます｡債権発生通知書作成までの事務については,シート3，「不用物品の売払｣を参照しIIます。債権発生通知書作成までの事務については， を参照しI

｛てください。 ,

レーーｰ一一一一一一一一亀一一毒＝＝一一＝＝一一==一ー＝＝.~｡~－－－－－－－－．=－－－＝一==ノ
1 調査確認・調査決定→納入の告知

調査確認と調査決定，及び納入の告知の説明については，シート36「債権管理と歳入徴

収」を参照してください。なお，納入告知書を買い取り業者に直接交付する場合は，納入告

知書を手作業で作成する必要がありますので, ADAMSⅡのマニュアルを参照してくださ

い。

口
Ⅲ

くちょっと専門的に＞

・調査確認のときの履行期限の設定

契約により履行期限が定められている場合は，その期限を確認します。定められていな

い場合は，歳入徴収官が調査確認の日から20日以内の適宜の日を履行期限として定めま

す'。

ｰ

2 債権の消滅及び歳入の収納とその後の事務

買い取り業者が最寄りの金融機関に代金を納付すると，歳入徴収官に代行機関2を経由し

てADAMSⅡにより収納済通知情報が来ます3．

歳入徴収官は，収納登記4を行い，債権管理簿に消滅の日付を記載5（これはすでに出力済

みの債権管理簿に書き入れる必要があります｡）をします。

契約担当部署である用度係に，代金が納付されたことを知らせます‘（この知らせをしない

と，用度係が手続きを進めることができないので，忘れないようにします｡)。

｡

⑫

＜その後用度係では＞

不用物品を買い取り業者に引き渡します6．物品管理簿のデータと照合しながら，不用

決定と売却決議がなされたもののみを引き渡します。過誤防止のため，引き渡しの前に，

きちんと引き渡すべき物品を区別しておきましょう。

ｰ

1

債権規則第13条第1項。なお，債権法の適用を受けるもので履行期限の定めのないものは，この条項で
履行期限が定められるので,歳入規程第18条第1項は適用されない。

平29経監863号記第2の3

平29財会セ1号第3章第2節42参照

会計法第47条第1項，予決令第131条，歳入規程第24条

債権法第11条第1項，債権令10条，債権規則12条別表第4

国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律第1条

２
３

４
５

６



＜シート38＞

債権･歳入の報告等●

【債権現在額通知書，債権管理計算書，徴収済額報告書，歳入徴収額計算書】

1 報告等の基礎知識

各庁にとっては，通知書と報告書は最高裁判所に提出するもの，計算書は会計検査院に提

出するものです。これらの留意点や各庁から提出された後の流れなどは，シート12を参照

してください。

2 債権現在額通知書，債権管理計算書

（1）債権現在額通知書

この通知書を作成するのは，歳入徴収官，官署支出官，資金前渡官吏です1．通知書作

成の留意点は，毎年度発出されている主計課課長補佐事務連絡「○○年度予算執行上の注

意事項及び決算事務上の注意事項について」（以下，このシートでは「年初事務連絡」と

いいます｡）に添付されている「決算事務上の注意事項」を参照してください。

この通知書は，前述の歳入徴収官等の作成者から，各省各庁の長（最高裁長官）が定め

る期限2までに，債権管理総括機関（経理局長）3へ送付しなければなりません4。

（2）債権管理計算書

この計算書を作成するのは，歳入徴収官，官署支出官, 資金前渡官吏です5．計算書作

成の留意点は，全国会計職員協会発行の「わかりやすい計算証明 逐条解説」を参照して

ください。

この計算書は，前述の歳入徴収官等の作成者が，会計検査院が定める期限6までに，会

計検査院に提出しなければなりません7。

3 徴収済額報告書，歳入徴収額計算書

（1）徴収済額報告書

この報告書を作成するのは，歳入徴収官です8．報告書作成の留意点は，年初事務連絡

に添付されている「決算事務上の注意事項」を参照してください。

この報告書は，歳入徴収官から，報告対象月の翌月15日までに，各省各庁の長（最高

裁長官）に送付しなければなりません8.

（2）歳入徴収額計算書

この計算書を作成するのは，歳入徴収官です9．計算書作成の留意点は，全国会計職員

１
２

３
４

５
６

７
８

債権規則第40条，債権令第5条第1項第1～3号，会計規程第8条第2項別表4

この期限は，年初事務連絡によって，各庁に周知されています。

会計規程第8条第1項

債権規則第40条第2項

計算規則第11条の3第1項，債権法第2条第4項，会計規程第8条第2項別表4

計算規則第2条（歳入徴収官は同条第2項，官署支出官と資金前渡官吏は同条第1項）

会計検査院法第24条，計算規則第2章第2節

予決令第36条。なお，最高裁における内部委任によって，徴収済額報告書及び徴収総報告書（予決令第

37条）に関する事務は，経理局長が行うこととされています。

計算規則12条
9



協会発行の「わかりやすい計算証明 逐条解説」を参照してください。

この計算書は，歳入徴収官が，会計検査院が定める期限10（証明期間が満了する日の属

する月の翌々月15日）までに，会計検査院に提出しなければなりませんllo

Zi

Ⅱ
】

くもう少し深読み＞

歳入徴収額計算書の送付については，予決令第21条でも定められています。

この条文では，計算書を各省各庁の長に送付することとされていますが，裁判所の場合

は，会計規程第13条第1項により，歳入徴収官が会計検査院に直接送付するものと定め

ています。

ｰ

'0計算規則第2条第2項

'’会計検査院法第24条 計算規則第2章第3節

ダ



＜シート39>

旅費の支給

1 旅費とは

公務の必要から勤務する官署を離れて出張することになった，人事異動に伴い新任地に赴

任する必要が生じたなど，その目的地や用務の内容に応じた交通費その他の諸経費等が必要

となる場合があります。これらの費用は旅費として支給されます。

７

｢Ⅱ

＜根拠＞

旅費法第3条第1項

「職員が出張し，又は赴任した場合には，当該職員に対し，旅費を支給する｡」

2 旅行命令

旅行は，旅行命令権者による旅行命令によって行わなければなりません'から，必要が生じ

たからといって勝手に旅行することは許されません。また，旅行命令は旅費の支給のために

必要な予算がなければ発することができません2．旅行が必要となった場合には，事前に旅行

計画を立て予算上の担保があることの確認を受け，旅行命令権者から旅行命令を受ける必要

があります。旅行命令権者は，通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ること

ができない場合で, 且つ，予算上旅費の支出が可能である場合には，旅行命令をすることが

できます。旅行命令は旅行命令簿により提示されます3。

3 旅費の種類4

(1)交通費

出張目的地までの往復に必要な交通費の実費が支給されます。ただし旅行経路は最も経

済的な通常の経路及び方法による必要があります5．

交通費は移動方法により鉄道賃，船賃，航空賃，車賃に区分されます。

（2）日当

旅行中の日数に応じ，旅行者の区分に応じた定額によって支給されます。旅行の距離や

内容等によって減額されることや，支給されないこともあります。

（3）宿泊料

旅行先で宿泊施設への宿泊を必要とする場合，宿泊日数に応じ旅行者の区分及び宿泊地

（甲地，乙地）に応じた定額によって支給されます。宿泊施設が無料である場合（無料施

設や近親者宅に宿泊したような場合）には支給されません。

（4）その他の旅費

旅費の種類には上記以外にも,食卓料,移転料,着後手当,扶養親族移転料,斐差料，

旅行雑費及び死亡手当があります。旅行の種類や内容によって必要に応じ支給されます。

’旅費法第4条第1項

2旅費法第4条第2項

3旅費法第4条第4項，旅費支給規程第4条

4旅費法第6条，具体的な旅費の額等の定めについては第16条以降を参照

5旅費法第7条



4 旅費の請求6

(1)確定払と概算払

旅行に際し費用を自費で－時立て替えて,'旅行終了後に要した旅費を確定額で請求する

ことを「確定払」といいますが，使用する請求書が精算請求書であることもあり，この確

定払を指して「精算払」又は「精算請求」ということがあります。

対して，多額の旅費を必要とする場合等で出発前に概算額による旅費の支給を受けるこ

とを「概算払」といいます。概算払を受けた場合には旅行後に実際に必要とした旅費額と

の間で精算確定させる必要があります。この際に差額が生じた場合に行われるのが本来の

「精算払」です。国内における旅行の際には「確定払」によることが一般的です。

（2）旅費の請求方法

旅費は，その種類に応じた旅費請求書に旅行命令権者の承認を受け，官署支出官に提出

します。疎明資料（交通費や宿泊費用の領収書等）が必要となることもあります。官署支

出官に請求が適正であると認め られると，旅費が支給されます。

5 私事旅行

本来の旅行日程の前後に私事都合による旅行を行うには，旅行命令権者の承認が必要です

（承認されない場合，当該旅行にかかる旅費が支給されない場合があります｡)。また，私事

旅行が承認される場合は，旅行の目的及び旅行先が単身赴任者等の自宅への帰宅，実家，親

戚宅の訪問等に限られ，公務出張に続いて自由に私的な旅行ができるということではありま

せん。

6 旅費標準マニュアル

国家公務員の旅費業務全般の取扱いを各府省等申合せとしたものです。
〃 J

旅行経路・方法の選定の標準化, 各種割引制度の活用による旅費削減，旅行会社の提供す

るパック旅行の活用やチケット手配業務等の推進等，現代の交通事情や社会情勢に対応した

旅費事務の安定的,統一的な運用を目的としており，現在の旅費事務は法令の定めに加え｢旅

費標準マニュアル」に沿った運用がなされています7。

7 SEABIS(シービス)

各府省等の旅費業務について,標準マニュアル等に基づく共通的な手続きを処理するため，

全府省等の旅費業務の効率化を目指して経済産業省が主幹となり開発された府省共通システ

ムです。

旅行計画，旅費精算，支出負担行為即支出決定8の各段階でデータを相互に受け渡し，入力

作業の簡素化を図ることが可能であり，すべての旅費業務を従前の紙媒体の処理から電子的

処理に移行し，決裁の迅速化やペーパーレス化の推進が図られています。

職員貸与のパソコン端末からSEABI Sを利用することでj専門的な知識を持たなくと

も旅行計画から旅費請求までの事務が可能となります。

6旅費法第13条

7「旅費業務の取扱いに係るQ&A｣ (監査課）も参考としてください

8「シート3」の「＋α」参照



、

＜シート卒O>

給与の支給

1 給与の支給

国家公務員の給与の支給について，昭和49年11月に人事院規則9－7が改正され，現

の金払ではなく振込による支払が制度化されました。

(Q
＜根拠＞

人事院規則9－7

第一条の三 各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。）は、職員から申出があった場合におい

て、人事院の定める基準に該当するときは、その者に対する給与の全部をその者の預金又は貯金への振

込み(以下「振込み」という。）の方法によって支払うことができる。

2 前項の申出は、書面を各庁の長に提出して行うものとする。申出を変更する場合についても、同様

とする。

3前項の書面には、振込みを受ける預金又は貯金の口座その他振込みの実施に必要な事項(申出を変

更する場合にあっては、変更しようとする事項)を記載しなければならない。
『

』

息~ノ 裁判所における具体的な手続については，昭和50年2月28日人給A第12号人事局

長・経理局長通達「職員給与の支払手続について」に記載されています。

通達に，「…職員給与の振込による支払いは，支出官から資金前渡官吏に給与支払資金を

交付し，資金前渡官吏において給与額から国家公務員共済組合掛金，所得税額等を控除し，

その残額について行う」とあるように，資金前渡官吏が給与支給事務を行うことが定められ

ています。

2 給与支給事務のながれ

(1)資金前渡官吏は担当課から給与簿等を受領する。

（2）資金前渡官吏は官署支出官に対し給与支給分の資金交付請求を行う。

資金交付請求を行うこと。当該給与で必要な金額のみ※金額を確認し，

(3)官署支出官は資金前渡官吏に対し(2)の金額の資金交付を行う。

(4)資金前渡官吏は官署支出官から交付された資金を預託金として受け入れる。

(5) 資金前渡官吏は(4)の資金のうち給与から控除するもの（共済組合掛金・税金等）を適所

に振込・振替する手続を行う。
J 巳

同時に，控除後の残額を各職員に対し給与として振込む手続を行う。

3 給与支給事務の注意点

（1）支給スケジュールの確認

給与事務は給与担当係や共済組合係等の裁判所内他部署に加え，実際に入金作業を行っ

ている金融機関等（日本銀行など）とも連携して行わなければなりません6

他部署ともスケジュールを確認し合い，給与の支給が遅延しないよう留意してくださ

い。

(2) 支給する項目細の確認



一口で給与と言っても支給する細分が細かく定められています。通勤手当を住居手当か

ら払うなど誤った細分から支出しないよう必ず項目細を確認してから手続を行ってくださ

い。（※アダムスⅡの略科目コー ドは年度ごとに見直されますので，昨年度のコードと変

更になっている場合があります。入力前には必ず支払う年度の略科目コードと項目細を確

認したうえで正しい細分から支出してください｡）

控除額の確認

給与から控除されるものには税金，共済組合関係のもの及び国家公務員宿舎使用料など

がありますが, 控除した金額を正しく仕分けし，適所への入金手続をしなければなりませ

ん。 、

まれに入金先の都合で入金口座が変更になることもありますので（例：財形貯蓄の積立

金入金口座が変更になったなど)，前月と同じ口座だろうと慢心せずに確認してから誤入

金のないよう手続をおこなってください。

年度区分の確認（4月分の支給）

4月分の給与は，旧年度予算で支給するものと新年度予算で支給するものとが混在して

いるので，どちらの年度の予算で支払うかを注意する必要があります1．

（例：超過勤務手当は前月分実績を翌月に支給（3月に超過勤務した分の手当は4月分

給与のときに支給）することになるため, 旧年度予算で払うことになります｡）

不明な点があった場合は，必ず給与係等に確認を行い，誤った支給を行わないよう注意

(3)

(4)

してください。

1会計年度については「シート2」参照。



＜シート4プ＞

支出計算書と支出証拠書類

官署支出官が支出決定'した支出については，経理係において支出計算書を作成し，各

支出の記録を取りまとめ，支出証拠書類と併せて会計検査院に提出することになります。

支出計算書と支出証拠書類の作成は，一連の歳出事務における内容の最終チェックが可

能な“最後の砦”になることから，担当者は根拠法令等について十分理解する必要があり

ます。

1 支出計算書

の

、

＜根拠＞ ※一部抜粋

計算規則第20条

官署支出官が取り扱う支出については，証明責任者は，官署支出官（官署支出官代理を含む。以下

同じ｡）とし，証明期間は，一月とする。

2 計算書は，支出計算書（官署分）（第三号書式）とする。

計算規則第2条第1項

証明責任者は, 証明期間ごとに計算書（計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。第
、

､ 四条第一項を除議 以下同じ｡）を作成し，次の各号に掲げるものを添えて，当該期間が満了する日の

属する月の翌月末日までに会計検査院に到達するように提出しなければならない。

－ この規則において計算書に添付しなければならないとされている書類（当該書類に記載すべき

事項を記録した電磁的記録を含む｡）

二 証拠書類（証拠書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む）

ー

(1)支出計算書の証明期間は一月であり，期間が満了する日の属する月の翌月末日までに

会計検査院に到達するように提出しなければなりません。

(2)官署支出官は支出の決定を行い，公共事業費等の支払を行う権限を有しており，最高

裁は経理局長，高裁は事務局長，地家裁では所長が官署支出官2となっています。

なお，支出の決定の事務において，各庁で代行機関を定めていますが，支出計算書の

証明責任者は官署支出官（代理を含む）であることから，代行機関では証明責任をする

ことが出来ないほか，証明責任者（官署支出官）が交替した場合，支出計算書にその旨

並びに前任者の職氏名及び管理期を記載する必要があります3°

(3) 官署支出官が計算証明のために作成すべき書類は，次の5つの表から成り立ってお

り，いずれもADAMSⅡにより出力・作成することが可能となっています。

① 支出の表

② 甲 資金の前渡,.交付

1「シート3」参照。

2会計規程第3条第1項別表2の2．官署支出官に対しセンター支出官は，各官署における支出決
定に基づいてADAMSⅡを活用して一括交付（集中支払）事務を行っている（同別表2の3)。

3平29経監863号別表1，同2の欄外，計算規則第3条。



。

③ 乙 前金払

④ 丙 概算払

⑤ 丁 年度，所管及び会計名の更正，歳入組入れ，過年度支出内訳

(4)支出計算書の添付書類として，次の書類を添付する必要があり4，いずれもADAMS

Ⅱにより出力することが可能となっています。

・支出済みの通知に関する書類

・支出科目別支出負担行為整理番号一覧表

・前金払精算明細書，概算払精算明細書など

2 支出証拠書類5

の

エ

＜根拠＞ ※一部抜粋

計算規則第5条

証拠書類は，原本を提出しなければならない。ただし，原本を提出し難いときは，証明責任者が原

本と相違がない旨を証明した謄本をもって，原本に代えることができる。

2 証拠書類につきその作成に代えて電磁的方式により証拠書類に記戯すべき事項に係る情報が作成され

ているときは，当該事項に係る原情報を電磁的記録に記録して提出しなければならない。

計算規則第7条

証拠書類又は添付書類のうち，計算証明のため既に提出したものがあるとき，又は他の区分に編集し

て提出するものがあるときは，その旨を関係する証拠書類又は添付書類に付記し，又はその旨及び金額

等を記載した書類を計算書に添付しなければならない。

計算規則第8条（証拠書類等の編集）

計算規則第22条（支出計算書（官署分）の証拠書類）

計算規則第23，24条（競争。随意契約に関する書類の添付）

計算規則第30条（証拠書類に付記する事項）など

…

(1)支出証拠書類の提出は，支出計算書に添付して会計検査院に提出する必要がある6ほか，

付記事項や編綴の方法など計算規則において詳細に定められています。

(2)証拠書類に記載すべき事項に係る情報をオンラインにより送信する場合については，準

用規定があるので留意する必要があります。
F

’pl

【'

＜＋α＞

支出計算書と支出証拠書類の作成において，最も重要なのは証拠書類として編綴する支出

決定決議書（添付の請求書や検査調書なども含む）等の決裁時において，その段階で決議書

等の内容，付記事項の確認及び必要な添付書類の確認などの確認業務を適切に行うことによ

り，その積み重ねの業務が支出計算書や支出証拠書類の作成に繋がることとなりますので，

日々の支出決定決議書等の決裁における経理係での確認業務が非常に重要となります。

支出決定決議書等の確認のポイントを別図に示しますので執務の参考としてください。

4計算規則第21条，30条の2

5詳細は「わかりやすい計算証明」で確認しましょう。

6計算規則第2条第1項第2号



＜シート47＞

【別図】支出決定決議書（即払いを含む）の確認のポイント

1必要書類の確鹿

鉦拠書類に添付する害頻及び決裁を確麗する際に必要となる書類が添付されているどうか

【鉦拠書類添付書類の例】

購求書,契約書(鯖害),検査胸書,予定価格調書,予定価格積算内訳,入札経過鯛書など

【決裁を確麗する際に必要な書類の例】 ‘

①予算科目等を確麗するための資料(負担行為決継書や契約締結時の決裁などのほか複数の科目
に分かれている場合にその金額の内訳がわかる資料）

②購求書の諮求者を確浬するするための資料(委任状）

③付記事項を確湧するための資料(契約締結時の決裁など）

④検査職員を確麗するための資料(任命節の写しなど）

⑤その他確麗をするために必要となる資料

確
浬
の
ポ
イ
ン
ト

2胴求書の確翌

平成25年8月6日付け最高裁経監第992号｢公共鯛達の適正化について(事務連絡)｣に基づく購求書の取
扱いに基づき,適正な鯖求害となっているか

①鯖求書に発行年月日が記戯されているか

②鯖求書に受付印があるか

③決膿書の発臓年月日は,鯖求書の日付以降の日付か｡検査年月日以降に購求書が発行されているか

④鯛求書の鯖求者･押印は適正かどうか

確
阻
の
ポ
イ
ン
ト

※

鯖求金額等の確鰹

①購求書に予算科目が紀軟されているか

②予算科目が複数の場合,それぞれの科目ごとに金額が配戦されているか

③振込先が明記されているか

計算胚明規則上の適用法令等の付配がされているか(計算胚明規則第30条）

①性質随意契約,不落随意契約,指名競争入札による契約の適用法令の付配

②検査鯛喜の作成が省略されている場合,購求害に検査年月日,検査確浬印･給付確浬印の付記

③国有財産台帳に登戦した年月日の付配

④物品管理簿に登戦した年月日の付記

⑤運送契約における運送済みの年月日の付記

3 支出決定決醗書等の確鹿

決職書内容の確鯉

①決裁区分は合っているか｡(本官決裁.代行決裁の別） ．

②確駆者及び入力者の押印があるか｡発継係における相互牽制の意味合いから‘入力者
と確駆者は異なる者がそれぞれ押印しているか

③購求書記戯の予算科目及び金額と支出決定決雄書の金額などが同一か

④決耀書の支払先債主と購求書記戦の鯖求者が同一か

⑤振込先の口座について晴求書と同一か

確
浬
の
ポ
イ
ン
ト

支払期限の確鯉

支払予定日が『政府契約の支払遅延防止に関する法律｣第6条又は第10条に定める期間内となっているか確麗す
る｡なお,支払遅延防止法の約定期間については,平成25年8月6日付け最高裁経監第992号｢公共鯛達の適正化
について(事務連絡)｣を確麗する ．

付記事項の確鹿(計算証明規則第7条）

①計算証明のために既に提出したものがあるとき,その旨を柾拠書類等に付肥

②他の区分に輻集して提出する場合,その旨を証拠書類に付記

※ その他庁の実情による



＜シート42＞

ICカードの千ヤージ

【分任契約担当官による契約及び前渡資金による支払】

1 1Cカードのチャージの特徴

ICカードのチャージ（以下「チャージ」という｡）を会計法規の視点から理解するため

には，会計機関の相互の関係，支出の原則・例外など基本的事項の理解が前提となります。

そこで，チャージをとおして，既出の概念等も含めた基本的事項の理解を深めることとしま

す。

チャージの特徴としては，物品の購入として整理されること，後払いができない場合が多

く，チャージの際に現金で支払うためあらかじめ現金を用意する必要がある!ことが挙げら

れます。

2 会計法規からみたICカードのチャージ

（1）資金前渡（支出の特例）

チャージをする際には，手元に現金が必要となるため，事前に資金前渡官吏が官署支出

官から資金の交付を受ける必要があります。本来，支出は債権者に対して行わなければな

りませんが2，例外（支出の特例）の一つとして会計法規上認められているのが資金前渡3

です。

（2）契約担当官（分任契約担当官)

チャージに関する契約は,.資金前渡官吏が現金の支払をする契約なので，会計法第10

条の対象となりません。よって，契約担当官が契約をします4．多くの庁では，資金前渡

官吏が支払を行う契約については，資金前渡官吏に契約事務を委任しています。このよう

に契約事務の一部を分掌された会計機関を分任契約担当官といいます5．

なお，以下では，分任契約担当官が設置されている場合を例に説明します。

。

会計法29条の2（抜粋）

1 各省各庁の長は、政令の定めるところにより.、当該各省各庁所属の職員に前条の契約に関する事務

を委任することができる。

2 各省各庁の長は、必要があるときは、政令の定めるところにより、他の各省各庁所属の職員に前項

の事務を委任することができる。

3 各省各庁の長は､必要があるときは、政令の定めるところにより、当該各省各庁所属の職員…に、

契約担当官(各省各庁の長又は第一項･･･の規定により委任された職員をいう。以下同じ。）の事務の一

部を分掌させることができる。

5 第三項の規定により契約担当官の事務の一部を分掌する職員は、分任契約担当官という。

1後払いが可能なカードもありますが，このシートでは，現金でチャージする場合について解説します。

2会計法16条本文

3会計法16条但し書，17条，予決令51条

4会計法第29条

5会計法第29条の2第3項，第5項，会計規程第3条第3項



チャージの流れ

具体的なチャージの手続については，各庁で定める取扱要領等を確認してください。

ここでは，チャージの会計法令上の基本的な考え方を解説します。

(1)物品としてのカードの流れ

3

吟
物品管理官ICカードの供用先部署

〔チャージを要するカード〕 〔チャージを要するカード〕

I

）。 や
物品管理官

[チャージ済みカー脚

ICカードの供用先部署

fチャージ済みカー脚

このように，カードの供用先と物品管理官（実際は補助者である用度係等）の間では，

チャージの依頼に伴って，チャージを要するカードの返納6とチャージ済みカードの供用7

が行われます。

(2)チャージに必要な会計機関の行為等

① 物品管理官

物品管理官は，(1)記載のとおり，カードの返納を受け，チャージ済みカードを供用し

ます。また，物品管理官は，物品を取得する場合，契約担当職員に取得のために必要な

措置を請求することとされています8が，チャージの場合は，分任契約担当官にチャー

ジの依頼をすることが，この取得措置請求に当たります。

② 分任契約担当官（資金前渡官吏）

契約担当職員は，物品管理官の請求に基づいて，予算の範囲内で必要な措置をすると

されています9．分任契約担当官である資金前渡官吏は，官署支出官から資金交付を受

けることで，物品の取得に必要な資金を得ることができるので，前渡資金の交付を官署

支出官に依頼します'0（官署支出官の手続の説明は省略)。

そして，資金交付を受けた後，分任契約担当官がチャージという契約行為をする旨の

意思決定をし，資金前渡官吏がチャージ金額の支払決議をして，チャージを実施しま

す。この場合，分任契約担当官自身がチャージを行うので，その検査は自ら行います
11

0

6物品管理法第21条

7物品管理法第20条，物品規則第20条。物品供用官を置かない場合，供用の事務は物品管理官が行う。

8物品管理法第19条第1項

9物品管理法第19条第2項

'0会計法第17条

11会計法第29条の11第2項



＜シート43＞ ~

前渡資金出納計算書

1 証明期間，提出先及び提出時期．

証明責任者である資金前渡官吏（代理を含む）は，1月ごとに前渡資金出納計算書を作成

し，証拠書類を添えて官署支出官へ提出します。

なお，当該証明期間後，出納員分を併算する場合'は翌々月15日までに，併算しない場

合は翌月末日までに提出します。

また，官署支出官は，受理後1月を超えない期間に会計検査院へ提出します。
Ei

エ

＜根拠＞

会計法第47条

「…出納官吏･･･は，…計算書を作製し…会計検査院へ送付しなければならない｡」

「出納官吏…は，…その出納した…金について，…支出官に報告しなければならない｡」

予決令第121条

計算規則第2条，第35条，第36条

2 交替等の場合の計算書

資金前渡官吏の交替等により前任者の計算証明が済んでいないときは，後任者等が計算証

明をします2°

このような場合は，前渡資金出納計算書の表紙にその旨並びに前任者の職氏名及び管理期

を記載します3．

なお，証明期間中に資金前渡官吏の代理の開始又は終止があった場合も資金前渡官吏の交

替に準じて取り扱い，本官が代理官分の計算証明を行い，計算書の表紙にその旨及び代理官

の職氏名及び管理期を記載します。

3 証拠書類

．（1）編集

出納員（シート47）の取り扱った計算の証拠書類は，原則出納員ごとに別冊とし，編

集します4。

（2）種類 ・

領収証書，支払の内容を明らかに決議書の類，請求書，検査書，給与証明書等です5。

（3）付記する事項

計算規則第44条に掲げる事項に該当するときは，その旨又は適用した法令の条項等を

付記します。

】予決令第124条，計算規則第36条第1項

2予決令第125条，計算規則第3条第1項

3計算規則第3条第3項

4計算規則第36条第2項

5計算規則第39条
､



(4)添付する書類

高額な契約など一定の場合には，証拠書類に予定価格に関する書類などを添付して会計

検査院へ提出する必要があります。詳しくは計算規則第40条から第42条までを参照し

てください。

4 計算書の添付書類

計算書には，日本銀行から送付された月計突合表6を添付しなければなりません。また，

出納官吏の交替等で検査が行われた場合は，検査の日が属する月の計算書に当該検査書7

を添付しなければなりません。

5 前渡資金に係る計算証明の特例

特例払8（水道料など口座振込による支出官払いができない経費）では，出納官吏は支払

事務のみを行うものであり，計算証明規則第40条から第45条及び第47条の適用はあり

ません9．

なお，実際に計算書作成等の事務を行う場合には，「わかりやすい計算証明」をよく読ん

でください。

6計算規則第37条

7計算規則第38条

8予決令第51条第13号

9計算規則第47条の3

1



＜シート學4＞

保管金の受払

【通常，期満失効による歳入組入】

1 保管金（歳入歳出外現金）

保管金とは，債権の担保として，又は法律もしくは政令の規定により保管する公有又は私

有の現金のことをいいまず。この現金の受入・払出は，国の歳入歳出に含まれないものであ

ることから歳入歳出外現金と呼ばれ，保管金（歳入歳出外現金）の出納保管をする出納官吏

を歳入歳出外現金出納官吏といいますi・

裁判所では，裁判手続に関する保管金2や，国の契約手続に関する保管金3などを取り扱っ

ています。

、

L

＜根拠＞

会計法第33条

各省各庁の長は、債権の担保として徴するもののほか、法律又は政令の規定によるのでなければ、公有

若しくは私有の現金又は有価証券を保管することができない。

ｰ

2 保管金の取扱い

(1)受入

事務主任官4,係書記官6又は係執行官6が保管金提出者へ保管金提出書を交付することに

より，保管金が納付されます。

保管金の納付方法は,_①裁判所の窓口に直接現金を持参する現金納付7，②市中銀行にあ

る出納官吏の当座預金に振り込む当座納付8,③インターネットバンキングやATMにより

日本銀行にある出納官吏の口座に振り込む電子納付9,④出納官吏の口座がある日本銀行の

窓口で現金を直接払い込む日銀納付10があります。

①～④の方法により納付された保管金を受け入れた際には,歳入歳出外現金出納官吏は，

保管金受領証書を保管金提出者へ交付する必要があります'1。

また，他の裁判所から保管替えされた保管金を受け入れる場合もあります。

（2）保管

現金又は当座納付により受け入れた保管金は，保管金払込書に現金又は当座預金の自己

宛小切手を添えて，日本銀行の保管金口座に払い込みを行います'2．その際，日本銀行から

領収証書（保管金払込書の右半分）が交付されます13o

０
１

２
３

１
２

３
４

５
６

７
８

９
１

１
１

１
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保管金取扱規程第6条，出納規程第60条，平29経監第463号記第6

予決令第103条，保管金払込規程第3条第1項，平28経監第1304号記第2の5

日銀国庫金規程第42条の2



なお，数日中に払渡の必要がある場合などは，手許現金として保管することができます
14

0

(3)'掴､濃

主任事務官,係書記官又は係執行官からの払渡指示により,保管金の払渡を行います胴。
保管金の払渡方法は, ①現金払い167②小切手払い171③送金又は振込による払渡'8及び

④国庫金振替書があります｡

なお，保管金から所得税法第204条第1項各号に該当する報酬等を支払う場合（国選

付添人報酬等）には，報酬等の額より，同項及び同法第205条の規定により徴収すべき

所得税額を控除した残額を支払い，その控除した所得税額を所轄税務署へ納付します19o

(4)還付 〃

保管金は，裁判手続等のために当事者等より提出された金員を単に保管しているもので

あることから，保管の目的が終了した際には，保管金の払渡を受ける権利を有する者から

の請求により還付されなければなりません20．

事件終局等の還付事由発生時に速やかに保管金の還付を完了するため，保管金提出時に

提出者から予め将来還付先となる振込口座の指定及び請求の意思表示を受ける「事前還付

請求」制度が設けられています21．

きまんしっこう

3 期満失効による歳入組入

保管金は,別に法律で笑耀の期限を定めたものを除き，保管義務解除の時期が定められて

いるものはその義務が解除された日の翌日から,その定めのないものは保管の日の翌日から，

訴訟事件のために払戻しを請求できない場合には，裁判確定の日の翌日から起算する方法に

より計算し，満5年を過ぎても払戻しの請求がないときは，国の所得となります22°

この場合，出納官吏は，国の所得となったものについて，政府所得調書を作成して歳入徴

収官に送付し23,歳入徴収官はこれに基づいて調査決定を行って歳入歳出外現金出納官吏に

納入告知書を送付します24．

出納官吏は納入告知書によって歳入組入しますが，歳入徴収官と歳入歳出外現金出納官吏

が同一庁の場合には，納入告知書の送付を省略し，徴収決定済みの通知によって歳入組み入

れをすることができます。
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＜シート45＞

歳入歳出外現金出納計算書

1 証明期間，提出先及び提出時期

証明責任者である歳入歳出外現金出納官吏（代理を含む）は，高等裁判所及び地方裁判所

の本庁では3月ごとに，その他の庁では1年ごとに歳入歳出外現金出納計算書及び証拠書類

（以下「計算書等」という｡）の正本及び副本各1通を作成して，証明期間経過後原則翌月

末までに最高裁経理局監査課へ提出します'。

なお，送付印を使用する場合のあて先は，正本については会計検査院，副本については最

高裁判所事務総局経理局長とします。
、

L
＜根拠＞

予算決算及び会計令第122条

計算証明規則第48条～第52条

平成29年6月29日付経監第870号経理局長通達 ｢計算証明に関する指定等につい

て」

平成29年7月3日付監査課長事務連絡「歳入歳出外現金出納計算書の作成に関する留意

事項について」
ｰ

2 交替等の場合の計算書

出納官吏の交替等により前任者の計算証明が済んでいないときは，後任者等が計算証明を

します2．

このような場合は，歳入歳出外現金出納計算書の表紙にその旨並びに前任者の職氏名及び

管理期を記載します3。

なお，証明期間中に出納官吏の代理の開始又は終止があった場合も出納官吏の交替に準じ

て取り扱い，本官が代理官分の計算証明を行い，計算書の表紙にその旨及び代理官の職氏名

及び管理期を記載します。

3 証拠書類

計算書に添付する証拠書類は，原則として原本に限ります4が，裁判所所管では，原本は

そのまま保管し，歳入歳出外現金受払明細書を作成して，証拠書類に代えています56．

歳入歳出外現金受払明細書は，1件200万円以上のものについては1件ごとに記載し，

' 計算規則第2条第1項，第3項

支出計算書等と異なり，最高裁経理局監査課を通じ会計検査院に提出します。

計算書等の作成の際は，平成29年7月3日付監査課長事務連絡や「わかりやすい計算証明」をよ

く読んで事務にあたってください。

2予決令第125条，計算規則第3条第1項 －

3計算規則第3条第3項

4計算規則第5条第1項、

5計算規則第51条

6平30経監1289号記第3



1件200万円未満のものについては種目別に一括して記載します7．明細書の作成日は，

実際に作成及び確認した日を記載します。

4 計算書の添付書類

計算書には, 予算決算及び会計令第118条に規定する検査書を添付します8．

歳入歳出外現金出納官吏が当該年度中に振り出した小切手のうち最終の証明期間の末日に

おいて日本銀行で支払の終わらないものがあるときは，振出小切手支払未済調書を添付しま

す9。

5 参考書類

計算書副本には，保管金月計突合表の写し'0を添付します。ただし，証明期間最終月に受

払額がない場合は, 証明期間最終日の保管金現在高証明書の写しを添付します。

月の途中で出納官吏が交替した場合は，交替時の保管金現在高証明書の写しを添付しま

す。

6 振出小切手処理完結報告書

前記4の振出小切手支払未済調書に記載した事項の処理が完結したときは，

完結報告書を作成し，正本及び副本を最高裁経理局監査課へ提出しますllo

その都度処理

7平30経監1289号別紙様式（注）参照

8計算規則第50条第1項，平7経監第34号別紙様式第3

9計算規則第52条第1項

10平30経監1289号記第4

11計算規則第52条第2項



＜シート46＞

保管有価証券

【保管有価証券取扱主任官の事務】

1 保管有価証券の意義

保管有価証券とは，債権の担保として，又は法律若しくは政令の規定により保管する公有

又は私有の有価証券のことです1．

保管有価証券に関する事務を取り扱う責任者を保管有価証券取扱主任官（以下「取扱主任

官」という｡）といいます。

保管有価証券事務は，保管金事務と類似した面があり，保管有価証券にも，会計法規上の

要請から提出されるものと事件の関係で提出されるものとがあります。

裁判所では，保釈保証金を現金に代えて有価証券で提出する場合や，国庫帰属した相続財

産である国庫債券を受け入れる場合などに，その事務が発生しますが》件数としては，あま

り多くありません。
。

11

く根拠＞

保管証券規程，会計規程第24条から第34条まで

2 保管有価証券の受入手続

保管有価証券を納める方法は，日本銀行に提出する方法と会計課の窓口に提出する方法

があります。

会計課の窓口に提出する方法のフロー図

①政府保管有価証券提出書
当事者→

/〃
②政府保管有価

証券提出書及

び有価証券

〆 ゴ

/ｸ／

／
〆

③政府保管有価証券受領証書

〆 、
裁判所指定

の日本銀行

取扱店

主任官
戸－ －

」
弓

⑥政府保管有価証券受託証書 L、

・当事者は，事務主任官又は係書記官から①政府保管有価証券提出書を受け取ります。

・政府保管有価証券提出書に必要な事項を記入し，②有価証券に政府保管有価証券提出書

と印鑑を添えて取扱主任官に提出します。

・取扱主任官は，有価証券を確認してから，当事者に③政府保管有価証券受領証書を交付

し，④保管票により事務主任官又は係書記官に受入通知をします。

’会計法第33条

、



・取扱主任官は，⑤有価証券及び保管有価証券提出書を日本銀行に寄託し，日本銀行から

⑥保管有価証券受託証書を受領します。

なお，日本銀行に提出する方法は，保管証券規程第6条から第8条までと会計規程第25

条を参照して，各自で研究してください。

3 保管有価証券の払渡手続

(1)事務主任官又は係書記官は，払渡し，還付等の事由が生じた場合には，保管票にその旨

を記載し，保管票を取扱主任官に送付して通知します2．その通知に基づいて，取扱主任

官は，払渡し，予納者への還付等の手続をとります3．

なお，国庫帰属の場合には，事務主任官又は係書記官は，歳入徴収官にも通知をする必

‘ 要があります4°

（2）政府保管有価証券の払渡しを受ける権利を有する者は，政府保管有価証券払渡請求書又

は政府保管有価証券受領証書を取扱主任官に提出します。

取扱主任官は，政府保管有価証券受託証書又は政府保管有価証券払込済通知書に払渡し

を要する旨を記入し，請求者に対して領収書と引換えに交付します。

そして，請求者は，政府保管有価証券受託証書又は政府保管有価証券払込済通知書を日

本銀行に持参し，有価証券の払渡しを受けます5。

4 保管有価証券の国庫帰属手続

政府保管有価証券が法令の規定等により国庫帰属した場合，国有財産法第2条第1項第6

号に該当するもの，それ以外の有価証券で償還期の開始したもの及び国債証券で償還期末開

始のものにより，その取扱いがそれぞれ異なっています。

（1）国有財産法第2条第1項第6号のものは，財務局に引継ぐことになります6。

（2）国有財産法第2条第1項第6号に該当するもの以外の有価証券で償還期の開始したも

ののうち，国債証券については，政府保管有価証券受託証書又は政府保管有価証券払込

済通知書に事由を記載し，収入官吏は，現金払込書を添付して有価証券を寄託している

日本銀行に提出します。国債証券以外の有価証券については，政府保管有価証券受託証

、 書又は政府保管有価証券払込済通知書に事由を記載し，日本銀行から保管有価証券の払

渡しを受けて当該証券の償還金を受領し，収入官吏が日本銀行へ払い込みます7。

（3）国債証券で償還期末開始のものは，買入消却の手続により，歳入に納付します8．

2裁判所保管金規程第6条第1項

3裁判所保管金規程第6条第2項

4会計規程第29条，裁判所保管金規程第6条

5保管証券規程第12条及び第13条

6昭44経監111号，昭44経監96号

7大12蔵3207号

8昭44経監96号，昭60経監66号



＜シート47＞

支部出納員の支払

【刑事事件の証人旅費】

1 出納員とは

出納員とは，出納官吏に所属して現金の出納（受払）保管の事務を補助的に分掌する会計

機関'です。裁判所では，主に支部や簡易裁判所に，資金前渡官吏及び歳入歳出外現金出納

官吏にそれぞれ所属する出納員が設置され，証人，裁判員等旅費の支払，保管金の受入等を

行います。

出納官吏の補助者である出納員には，出納官吏に関する規定が準用されるため2，出納員

の事務については，各出納官吏に関するシートも参照してください。 ．

2 事務の流れ

ここでは，出納員の主な事務の1つである支部における刑事事件の証人旅費の支払事務を

例に説明します3．各庁における具体的な事務は，「出納員事務処理要領」などで定められて

いますので，あわせて参照してください。

(1)情報共有

出納員が実際に支払いを行うことができるまでには，一定の手続や期間が必要となりま

す。したがって，証人尋問当日になって初めて現金で旅費の支払を希望されても対応する

ことが難しいため，裁判部に対して，現金払希望の情報は，後で現金払の必要がなくなっ

たとしても構わないので，判明次第直ちに伝えてほしい旨依頼しましょう4.

（2）受入及び保管

ア 資金前渡官吏への依頼

出納員は，現金支払が必要という情報に接した場合には，直ちに資金前渡官吏に伝え

る必要があります。その際，現金払すべき金額，時期についても事件部から必要事項を

聴取した上で，一般的には「依頼書」などを作成し送付し連絡します｡

イ 資金前渡官吏からの送金 、

依頼を受けた資金前渡官吏は，官署支出官に対し資金交付請求を行い，官署支出官か

ら資金交付5を受けた後，出納員が現金払すべき日まで‘に出納員に資金を送金します。

出納員が資金前渡官吏へ依頼してから出納員に資金が送金されるまでに必要な期間

は，庁によっても異なりますが1週間程度要すると考えた方がよいでしょう。ただし，

4月前後などでは予算示達の関係上,多くの日数を要する場合がありますので，現金払

の必要が判明次第，依頼することを心掛けてください。

ウ 保管

裁判所では，出納員は，出納員名義の市中銀行の普通預金口座を有していることが一

般的で7，この口座で資金前渡官吏から振り込まれた資金を保管し，引き出した現金は

出納員が管理する金庫で保管します8。

l会計法第40条，予決令第112条

2会計法45条

3証人旅費の支払に当たっての一般的な留意点等については，シート57を参照されたい。

4この情報共有は，出納員のあらゆる現金支払の事務に関し共通して必要なものである｡

5予決令第5．1条第1’号

6 一般的には，出納員が保管する期間を短くするために，その前日に交付することが多い。

7当骸口座に利息が付されることがあり’当該利息は歳入納付することになる。

8出納規程第3条，第4条



(3)支払

出納員は，資金前渡官吏に所属して支払を補助的に行う会計機関ですので，同出納官吏

の支払決議が行われて初めてその指示により支払いができます。具体的には，次の手順で

事務が行われます（括弧はその行為を行う主体｡)。

ア 出納員の預金口座からの引き出し，金庫での保管（出納員）

イ 支給決定，出納員への証人旅費請求書の送付（裁判部）

ウ 同請求書の資金前渡官吏へのFAX送信（出納員）

エ 支払決議，決議した旨の通知（資金前渡官吏）

オ 証人への現金払，領収手続9（出納員）

(4)返納

資金前渡官吏から資金の交付を受けたものの，現金払の必要がなくなった，実際に支払

った額が交付を受けた額よりも少なかったなど，交付を受けた資金が最終的に不用となっ

た場合には，速やかに資金前渡官吏への返納手続を執ります。庁によって, 「返納申請

書」などを作成，送付し返納金納入告知書に基づいて払込みをする101出納員の預金口座

に再度預け入れ，資金前渡官吏に引き出させる！'などの手続を執ります。

(5)現金出納簿への登記等

出納員は，現金出納簿を備え12,現金の出納をその発生の都度,(金庫で保管する）現

金，預金の別に直ちに登記する必要があります。そして，地家裁所長等が必要と認めると

きには，現金や現金出納簿の検査を受けることがあります13。

3 その他

（1）責任

出納官吏の補助者である出納員には，責任についても，出納官吏に関する規定が準用さ

れ，出納員の取扱いに係る現金の出納保管については，出納員自らその責を負います'4°

（2）計算証明

出納員の取り扱った計算は，すべて所属している出納官吏の計算（併算）となりますの

で（計算規則第36条1項)，原則，直接会計検査院に対して計算書等を提出することは

ありません15o

出納官吏は，これを踏まえて計算書等を作成する必要があります。特に，出納員への資

金交付は，．これをもって直ちに支払いとなりませんので，留意する必要があります（出納

員が現金を持っている間は，その現金は出納員を通じて出納官吏が管理していることにな

ります｡)。

（3）検査

出納員に対しては，直接は定期検査及び交替検査は行われず，月例検査も行われません

が，所属する出納官吏の補助者として間接的に検査を受けているほかj各庁の定めるとこ

ろにより，定期的にその事務処理状況につき報告を行い又は確認を受けます。また，2(5)

のとおり，臨時検査が行われる場合もあります。

9その後，出納員は，証人等が旅費を領収した旨記入押印等した謂求書を柾拠書類として出納官吏に送付するが，その方
法は，庁により，支払いの都度送付する場合や出納員が1月ごとに編綴して送付する場合とがある。

'0出納規程第58条の2第2項

'1出納員と出納官吏とで，預金通帳及び印鑑並びにキャッシュカードを持ち合う。家族カードを作成するなどしている。

また，出納官吏も市中銀行に口座を開股し，当骸口座に振り込ませている庁もある。

12会計法第47条1項，予決令第135条

'3予決令第116条第2項，会計規程第6条第3項

'4会計法第45条

'5予決令第124条，計算規則第36条1項



＜シート48＞

共濱組合の制度,組織等

1 共済組合の制度

共済組合は，国家公務員，地方公務員及び私立学校教職員並びにその家族を対象とした社

会保障制度です。裁判所共済組合が行う事業としては，長期給付 (年金保険)，短期給付

（医療保険）及び福祉事業があります（シート52～54参照)。

2 国家公務員共済組合と国家公務員共済組合連合会

国家公務員共済組合は，各省各庁にそれぞれ設置され全部で20法人ありますが，年金や

福祉事業の業務を共同して行うために，国家公務員共済組合連合会’（以下「KKR」とい

う｡）が設けられています。KKRでは，年金の財源を運用しながら2組合員だった者に年金

を支給しているほか，直営病院と直営宿泊施設を運営しています。

3 裁判所共済組合

裁判所共済組合は，国家公務員共済組合の一つとして国家公務員共済組合法により設立さ

れた法人2です。国とは異なる別法人であることから，国の業務とは異なる法規制がなさ

れ，事務処理方法が異なるものもあります。

裁判所共済組合は，国家公務員共済組合法を初めとする関係法規のほか，裁判所共済組合

において定款や運営規則等を定め，これらに基づいて事務を執行しています。裁判所共済組

合は，最高裁判所に主たる事務所（本部）を置き，最高裁判所, 各高等裁判所及び高等裁判

所所在地を除く各地方裁判所の51か所に従たる事務所（支部）を置いています。

(1)裁判所共済組合の目的
｡

､p

＜根拠＞

裁判所共済組合定款

第1条 この組合は，…組合員及びその遺族の相互救済のための事業を行い，もってその生活の安定

と福祉の増進を図り，職務の能率的運営に資することを目的とする。

ｰ

裁判所共済組合は，その目的を達成するためにいろいろな事業を行っています。その事

業は，原則として，独立しており，事業ごとに収支を取らなければなりません。

(2)裁判所共済組合の意思決定機関

印

1 ＜根拠＞

裁判所共済組合運営規則

第3条第3項 支部長は，次に掲げる事項を処理するb,

(1)… ～ (9) ･,･

第4項 支部長は，本部長の承認を受けて，その所掌事務の一部を所属の職員に委任することがで

きる。

ｰ

1国共法第21条第1項

2国共法第3条第1項，第4条



裁判所共済組合の代表者は最高裁判所長官です3．本部には本部長及び副本部長が置か

れ，各支部には支部長が置かれています4．それぞれが，関係法規，定款，運営規則等で

定められた権限により意思決定を行います。

なお，裁判所共済組合運営規則第3条第3項には，支部長に権限委任された事項が掲記

されていますが，同条第4項により，本部長の承認を受けた場合は，その一部を所属の職

員に委任することができます。

(3)出納職員
a

、
＜根拠＞

国共法施行規則

・ 第16条（出納役） 会計単位の長は，その所属の職員又は組合職員のうちから出納役を任命し，

取引の命令に関する事務をつかさどらせるものとする。

第17条（出納主任） 会計単位の長は，その所属の職員又は組合職員のうちから出納主任を任命

し，出納役の命ずるところにより取引の遂行，資産の保管及び帳簿その他の証ひょう書類

の保存に関する事務をつかさどらせるものとする。

第18条の3 会計単位の長は，…その所属の職員又は組合職員について官職又は役職を指定する

ことにより，…出納役…又は出納主任…とすることができる。この場合…あらかじめ組合

の代表者に協議しなければならない。

､-" 本部と支部には出納職員(出納役及び出納主任）が置かれており，取引に関する事務を

行っています。出納職員は，あらかじめ代表者と協議した上で官職又は役職を指定して任

命することができ，現在は次のとおり任命されています。

ア 出納役

最高裁支部では厚生管理官，高裁所在地支部では高裁会計課長，それ以外の支部では

地裁事務局次長

イ 出納主任

最高裁支部では同支部担当厚生管理官補佐，高裁所在地支部では高裁会計課企画官又

は共済組合係担当課長補佐若しくは同専門官，それ以外の支部では地裁会計課長

従たる事務所（支部）が置かれている裁判所には，共済組合係が置かれており，共済

組合事務を担当しています。

a

囮

＜＋α＞

共済組合は，国（裁判所）とは別の法人であることから，国で取得した情報と共済組

合で取得した情報は当然に相互利用できるわけではありません。例えば，国が取得した

個人番号は，利用目的として「共済組合関連事務」が明示されていない限り，共済組合

事務に流用できませんし，職員の扶養情報は一定の手続の下に共済組合に提供されま

す｡ 逆に共済組合が保有する組合員の医療機関受診情報は国とは共有されません。この

ように共済組合事務のあり方を理解する上では，「国とは別の法人である」ことを理解

しておく必要があります。

ｰ

3国共法第8条第1項

4定款第4条



＜シート49>

組合員,被扶養者

1 組合員と被扶養者
｡

エ

＜根拠＞

国共法第37条

1 職員となった者は，その職員となった日から，その属する各省各庁･ の職員をもって組織する

組合…の組合員の資格を取得する。

2 組合員は，死亡したとき，又は退職したときは，その翌日から組合員の資格を喪失する。

国共法第2条第1項第2号

被扶養者 次に掲げる者 で主として組合員…の収入により生計を維持するものをいう。（以下省

略）

ｰ

(1)組合員

常勤職員として採用されると自動的に裁判所共済組合の組合員となります。組合員の資

格を取得すると，その日から各種給付を受け，福祉事業を利用することができると同時

に，その月から「掛金や保険料」を負担する必要が生じます。また，組合員が退職又は死

亡したときは，その翌日から組合員でなくなります。

組合員の種別には，長期給付及び短期給付の適用を受ける「長期組合員」のほか，「継

続長期組合員'」や「任意継続組合員2｣といったものがあり，それぞれ適用を受ける給付

等が異なります。

(2)被扶養者

職員が組合員になっても，その家族が当然に被扶養者の資格を得るわけではなく，被扶

養者となるには認定を受けなければなりません。被扶養者に認定できる人は，主として組

合員の収入によって生活している人で，次の人が該当します。

ア 配偶者（内縁関係を含む｡）

イ 子・父母
参.…父母 ョ.奮守窟父母 垂.…父母 。.牽制l桑田

ウ 孫・祖父母 。ー‘‘‐，、盲一_， ．．■…■…････……．．；謎蓋 迩畢’：‐箆壺 … ご摩二

一 門 今吉』÷上辛 Z･描父蝿 ユ.趣父母 言 全.抑父母 急.才翻父母 9

エ 兄弟姉妹

オ アーエ以外の三親等内の親族

力 組合員と内縁関係にある配偶 ≦･掴輕母ユ･父母亘･短‘画父母：

者の父母及び子 嗜鼈：霞（注）オと力は，組合員と生計を共 ユ.兄隼坤輝 § 醒侭臼

ﾖｰｲ白“垂⑭ 1．交野 茸.短距堂、 写.《白小口式をf咽： ユ.父母 ?z-4食廻＜>昼甚浜

ノ グ､J←〆vU｡･オ ハ郡士H 星 一 一PU呈一、 1．兄露蝉輝 i 垂興臼 奉人 z､齢住窺＊ 堂雪建坪＊

螺,鑿辱;…蕊~蕊にし，かつ同居していることが 蜜興 蜜漫
｡．麹錘僅 ；④ ：…函嘩鰯………ら…．

●

条件です。

≦露賛扇……‘蕊簔雲襄壼琴麗
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2 被扶養者の麗定
。

／

＜根拠＞

国共法施行令第3条

法第2条第1項第2号に規定する主として組合員の収入により生計を維持することの認定に関して

は，一般職の職員の給与に関する法律第11条第2項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定の

例及び健康保険法における被扶養者の認定の取扱いを参酌して，財務大臣の定めるところによる。

(1)概要

組合員の家族が被扶養者の要件を備えており，その者を被扶養者としたい場合，組合員

はその旨を組合に届け出なければなりません。組合は，その者が被扶養者の要件を備えて

いるかどうかを確認し，認定を行います。

．なお，次のアーウのいずれかに該当する場合は，「主として組合員の収入により生計を

維持している者」に該当しないため，被扶養者にはなれません3．

ア 当該組合員以外の者の扶養親族とされている者

イ 組合員が他の者と共同扶養する場合で，組合員が主たる扶養者でない者

ウ 年額130万円（障害年金受給者又は60歳以上の年金受給者である場合180万

円）以上の恒常的所得のある者4

(2)被扶養者の認定手続

被扶養者の資格を得るためには，組合員が被扶養者申告書（認定）を組合に提出しなけ

ればなりません。被扶養者の認定がなされれば，原則として，被扶養者の要件を備えるに

至った日に資格を取得することになりますが，その要件を備えるに至った日から30日以

内に届出がなされていなかった場合，その届出をした日から被扶養者の資格を取得するこ

とになりますので，その点に注意が必要です5．

また，被扶養者の就職により他の保険に加入した等，被扶養者の要件を欠いたときも同

様に，組合に被扶養者申告書（取消）を提出しなければなりません。

｡

Ⅱ
】

＜＋α＞

被扶養者の認定においてよく出てくる用語

① 「有」（あり）…給与法上の扶養親族と認定されている者

② 「⑥」（まるあり）…所得税法上の扶養親族と認定されている者

③ 「無」（なし）…①及び②の者以外の者

「無」の場合，被扶養者申告書（認定）提出の際, 併せて身分関係及び所得関係の書類（戸籍謄本な

ど）を提出する必要がありますが，「有」の場合にはいずれの書類も提出が不要です。また，「⑰」の場

合は，被扶養者の認定を受けようとする者が配偶者であるか配偶者以外の者であるかによって提出書類

の要否が異なります。認定事務を行うときは，関連通達や事務連絡をしっかり確認しましょう。

5二

3運用方針第2条関係

4恒常的な所得は, 現況において算定するので，過去において’30万円以上の所得があった場合

でも，現在所得がない場合には認定が可能となる。

5国共法第53条第2項



＜シ- 50>

共済組合の経理

1 財源
。

＜根拠＞

国共法第99条第2項

組合の事業に要する費用で次の各号に掲げるものは，当該各号に掲げる割合により，組合員の掛金

及び国の負担金をもって充てる。（各号省略）

共済組合の事業は，短期給付，長期給付及び福祉事業がありますが，短期給付，長期

給付のように社会保険的な事業は組合員の掛金及び国の負担金により，福祉事業は組合

員の掛金及び国の負担金並びに事業収入'により賄われています。

組合員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月掛金は，

の前月までの各月につき「徴収」され，その金額は, 標準報酬（シート51参照）の月

額等に法令や定款によって定められた掛金率を乗じて得た額となります2。

2 会計単位と経理単位
a

L

＜根拠＞

国共法施行規則第4条

組合の経理は，本部.．､，支部･･･及び所属所…の別に従って設ける会計単位並びに組合の行う事業の

種類ごとに設ける経理単位に区分して行うものとする。

国共法施行規則第5条

1 前条の会計単位は,~本部会計，支部会計及び所属所会計とする。

2 本部会計は，本部…の経理を行い，本部，支部…の経理を統轄する会計とする。

3 支部会計は，支部…の経理を行い，支部…の経理を統轄する会計とする。

国共法施行規則第6条

第四条の経理単位は，次の各号に掲げる経理単位とし，各経理単位においては，当該各号に規定す

る取引を経理するものとする。（各号省略）

酉

裁判所共済組合には，本部会計及び支部会計があり，経理は, 事業の種類によって次

のとおり区分され，経理単位ごとに，原則として独立し重行われています。

・短期経理 短期給付（保健給付, 休業給付等）

・業務経理 短期給付の事務費等

・保健経理 厚生費（人間ドック等補助，福利厚生パッケージサービス等）等

・医療経理 診療所

1例えば，グループ保険に係る事務手数料収入や貸付金利息などがある。

2国共法第100条



貯金保険（グループ保険）及び団体扱貯金（団体扱個人保険）

貸付金（普通貸付，特別貸付，住宅貸付等）

財形持家融資

･貯金経理

･貸付経理

･財形経理

3会計原則

Ｐ
ｆ

＜根拠＞

国共法施行規則第52条

組合は，この省令に定めるものを除くほか，取引を正規の簿記の原則に従って整然かつ明りょう

に，整理して記録しなければならない。

共済組合は，多様な事業内容の経営実態を正確に把握するとともに，事業を適切かつ効

率的に行っていくために，企業会計原則に準拠した経理処理を行うこととされています。

そのため，国の会計とは異なり，簿記の原則に従って資産及び利益の変動を整理して記録

化しています。簿記の知識は共済組合の経理事務に欠かせないものですので，まずは，簿

記の基本的な考え方を理解しましょう。

(1)伝票処理（日次処理）

取引は，すべて伝票によって処理しなければなりません3．伝票4には，取引に応じた

勘定科目（旅費や委託費など取引を記録化するための名称)，取引金額などを記載しま

す。共済事務では，短期掛金が振り込まれる，事務手数料の支払請求書が届くなど，

様々な場面で取引が生じますので，必ず伝票を起票し，財産等の変動を整理します。

(2)出納計算表の作成（月次処理）．

毎月1日から末日までの1か月を区切って，毎月月末における経営成果及び財産状況

を示すものとして出納計算表があります。出納計算表は，伝票によって整理された1か

月間の取引を集計したものですが，共済事務においては，システムにより自動集計され

ます。正しい伝票処理がなされていれば出納計算表に誤りが生じることはありませんの

で, 正確な伝票処理に努めましょう。

なお，支部の出納主任は，経理単位ごとに出納計算表を作成し，出納役の証明を受け

た後，翌月15日までに本部長に提出しなければなりません5。

(3)決算（年次処理）

決算とは，各事業年度6において当該期間中の経営成果と期末時点の財政状態を明確

にするための会計技術上の手続です。

、支部の出納主任は，毎事業年度末日において，決算整理をし，決算関係書類を作成し

て翌事業年度の4月25日までに本部長へ提出しなければなりません7．

以上によって提出された決算関係書類に基づき，本部が組合の決算を完結させます。

3国共法施行規則第56条第1項

4伝票には，収入伝票，支払伝票及び振替伝票の3種類がありますが，運用方針により，すべての
取引を振替伝票によって処理している。

5国共法施行規則第60条第1項

6組合の事業年度は，毎年4月1日に始まり，翌年3月31日に終わる（国共法第14条)。

7国共法施行規則第61条第1項



＜シート5プ＞

標準報酬

1 標準報酬とは
F

＜根拠＞

国共法第40条第1項

‘ 標準報酬の等級及び月額は，組合員の報酬月額に基づき次の区分…によって定め

厚生年金保険法第20条第1項

標準報酬月額は，被保険者の報酬月額に基づき， 次の等級区分…によって定める。

(以下省略〉

標準報酬月額とは，毎月給与から控除される短期掛金，厚生年金保険料，退職等年金給付

に係る掛金を算出する基準となるもので，これら掛金等の算出だけでなく，休業手当金等の

短期給付や老齢厚生年金等の長期給付の額を算出する際の基準となるものです。

標準報酬の等級及び月額は，報酬月額に応じ，短期は1級から46級まで，長期は1級か

ら30級までにそれぞれ区分されて定められています。

なお，国家公務員においても，平成27年10月から厚生年金保険法が適用されることと

なったため，厚生年金保険給付に関しては，国共法第40条の規定は適用されません｡、した

がって，厚生年金保険給付については，厚生年金保険法第20条に定める区分（1級から3

1級）によって等級及び月額が決まります。

ひ

１
－

＜＋α＞

標準報酬の算定の基礎となるのが報酬月額ですが，その報酬の範囲は，基本給及び諸

手当等の全てです。報酬は，その性質に応じて「固定的給与」と「非固定的給与」に分

類されます。

① 固定的給与’

俸給，俸給の特別調整額，扶養手当，地域手当，広域異動手当，住居手当，通勤手当等勤務実績

に直接関係なく，月等を単位として一定額が継続して支給される報酬

② 非固定的給与

時間外勤務手当，休日勤務手当, 宿日直手当など

写

2 標準報酬の決定・改定

Ｆ
Ｄ

＜根拠＞

国共法第40条第5項

‘ 組合は，毎年7月1日において，現に組合員である者の同日前3月間…に受けた報酬の総額をその

期間の月数で除して得た額を報酬月額として，標準報酬を決定する。

1運用方針第､40条関係第5項



叩I

X

国共法第40条第8項

組合は，組合員の資格を取得した者があるときは，その資格を取得した日の現在の報酬の額により

標準報酬を決定する。（以下省略）

国共法第40条第10項

組合は，組合員が継続した3月間…に受けた報酬の総額を3で除して得た額が，その者の標準報酬

の基礎となった報酬月額に比べて著しく高低を生じ，財務省令で定める程度に達したときは，その額

を報酬月額として，その著しく高低を生じた月の翌月から標準報酬を改定するものとする。

・ 資格取得時決定（第8項）

新たに職員として採用される等，組合員の資格を取得したときに行います。

。 定時決定（第5項）

、毎年7月1日に組合員である者を対象に定期的に行いま式。

。 随時改定（第10項）

固定的給与に変動があり，報酬月額に著しい高低2が生じたときに行います。

このほか，育児休業や産前産後休業を終了した組合員が職場に復帰し，復帰後の報酬に

基づいて行う「育児休業等終了時改定3｣，「産前産後休業終了時改定4」があります。

【標準報酬の決定・改定時期と適用期間】

決定・改定の時期

賦縛”｜|‘昌息会
9月

適用期間 、

その年の8月まで

翌年の8月まで

9月から翌年の8月まで

その年の8月まで

翌年の8月まで

種 類

資格取得時決定 資格取得時

定時決定

1～6月固定的給与に変動があ

った月から4か月目
随時改定

7～12月

※ 詳細は国共法第40条で定められていますので，しっかり確認しましょう。

2現在の標準報酬の等級と第10項の規定により算定した額に相当する標準報酬の等級との間に2

等級以上の差が生じた状態に係る程度（国共法施行規則第96条の5）

3国共法第40条第12項

4国共法第40条第14項



＜シート52＞

短期給付

1 短期給付とは

短期給付は，共済組合が，組合員及びその被扶養者（以下「組合員等」という｡）に病気，

けが，出産，死亡，災害等が生じた場合に，それぞれに応じた適切な給付を行う事業であり，

組合員等が保険医療機関で保険診療を受診した際の共済組合負担部分の支払や組合員の休職時

等における手当金の支給など，組合員等の生活の安定のために必要不可欠な共済組合の中心的

事業です。

2 短期給付の種類

短期給付は, (1)法定給付と(2)附加給付とに大別されます。

(1)法定給付とは，法律で給付の内容，条件等が定められている給付であり，保健給付，休

業給付，災害給付があります。

ア 保健給付…病気，けが，出産又は死亡のときに給付されるものです。

療養の給付，家族療養費，出産費，埋葬料，高額療養費などがありまず。

イ 休業給付…組合員が病気などで勤務ができなくなり，給与の全部又は一部が支給されな

くなったときに給付されるものです。

傷病手当金, 育児休業手当金などがあります。

ウ 災害給付…組合員等が水害，地震，火災などの非常災害で死亡等したときに給付される

ものです。

弔慰金，災害見舞金などがあります。

（2）附加給付とは，共済組合がその財源を基礎にして法定給付と合わせて独自に行う給付で

あり，家族療養費附加金，出産費附加金，傷病手当金附加金などがあります。
の

｡

＜根拠＞

国共法第50条第1項(短期給付の種類等）

この法律による短期給付は，次のとおりとする。

一 療養の給付，入院時食事療養費，…（略）…，療養費，訪問看護療養費及び移送費 、

（略）

一三 災害見舞金

国共法第51条(附加給付）

． 組合は，政令で定めるところにより，前条第一項各号に掲げる給付にあわせてぅこれに準ずる短期

給付を行うことができる。

国共法施行令第11条の3第1項（附加給付）

法第51条に規定する短期給付は，組合の定款で定めるところにより行うことができる。

裁判所共済組合定款第17条（附加給付）

組合は，組合員又はその遺族に対し，法第51条の規定に基づき，次の各号に掲げる附加給付を行

う。

（1）家族療養費附加金 … （略） … （7）傷病手当金附加金

ｰ



の

｡
＜＋α＞

療養の給付とは，組合員等が公務外の病気又は負傷について，保険医療機関等から診察や薬剤の支給

（療養）を受け，その療養に要した費用のうち，保険者負担部分を共済組合が保険医療機関等に対して

支払うことをいい，「現物給付」と呼ばれています。これに対して，療養費の支給とは，療養の給付が困

難なとき，緊急その他やむを得ない事情（例えば，組合員証を持たずに出張先で急病になった場合等）

があるときなどに，その療養に要した費用の全額を組合員が保険医療機関等に対して支払い，後日共済

組合が組合員に対してその費用のうち，保険者負担部分（現金）を支払うことをいい，「現金給付」と呼

ばれています。

＜根拠＞

国共法第54条第1項（療養の給付）

組合は，組合員の公務によらない病気又は負傷について次に掲げる療養の給付を行う。

一 診察

二 薬剤又は治療材料の支給

三 処置，手術その他の治療

（略）

国共法第56条第1項，第2項（療養費）

、 1 組合は，療養の給付…をすることが困難であると認めたどき，又は組合員が保険医療機関等以

外の病院，診療所，薬局その他の療養機関から診療，手当若しくは薬剤の支給を受けた場合にお

いて，組合がやむを得ないと認めたときは，療養の給付等に代えて，療養費を支給することがで

きる。

2 組合は，組合員が…医療機関又は薬局から第54条第1項各号に掲げる療養を受け，緊急その

他やむを得ない事情によりその費用をこれらの医療機関又は薬局に支払った場合において，組合

が必要と認めたときは，療養の給付に代えて，療養費を支給することができる。

ｰ

3 短期給付事務

短期給付は，請求に基づいて行われます。そして，共済組合は，請求書の提出を受けた場

合，遅滞なく審査決定をしなければならず，請求額と決定額とが異なるとき，又は請求に応じ

ることができないときは理由を付してその旨を文書で請求者に通知しなければならないとされ

ています。

｡

⑲

＜根拠＞

国共法施行規則第113条の3（短期給付の決定及び通知）

組合は,法第50条第1項に掲げる短期給付（略）又は法第51条に規定する短期給付に係る謂求

書の提出を受けたときは, 遅滞なく，これを審査決定し，請求額と決定額とが異なるとき，又は請求

に応ずることができないときは，理由を付してその旨を文書で請求者に通知しなければならない。
L

ｰ



＜シート52＞

【一般的な医療費支給事務の流れ】

審査・支給（給付）決議・支給（給付）

・資格を有する者か，請求書の配戦事項は正しいか，

師拠寄類は十分かなどを確鯉し，支給決蟻を受け，支給
（給付）する。

･国共法施行規則第113条の3

.給付金台帳の作成

･国共法施行規則第57条･給付の種類ごとに給付金台帳を作成する。

【留意事項】 ‐

（1）給付手続について，請求主義を採りつつも，相互扶助の精神から後見的な役割が求め

られている共済組合では，請求漏れ等による不利益が生じないよう，組合員に対する手

続教示や請求の促しなどの働きかけを行う必要があります。

(2)給付内容は多種多様であり，その対象や支給金額は法令等で細かく定められていま

す。支給事務にあたっては，必ず根拠に当たるようにしましょう。

（3）給付金台帳は，請求内容を標準共済システムに登録することによって作成されます。

この登録作業は，給付金台帳のみならず，毎月作成する事業報告書にも影響を与えるの

で，正確に登録する必要があります。
の

の
＜＋α＞

事業報告書とは…

毎月末日現在における事業の内容を報告するもので，組合員数や被扶養者数，標準報酬月額，短期給

付の給付内容等を記載します（毎事業年度末日現在においては，決算事業報告書を作成します｡)。支部

においては，翌月15日までに事業報告書を，翌事業年度の4月25日までに決算事業報告書を本部長

まで提出しなければなりません'。

ｰ

1国共法施行規則第125条第1項，同第125条の2第1項

請求書の提出
､ ザ

･社会保険診療報酬支払基金，直営診療所，組合員など

から鯖求書が提出される。

･国共法第114条の2第1項

･国共法施行規則第102条第1項（療養費） など
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長期給付

1 公的年金制度

年金制度は，全国民共通の基礎年金制度（国民年金）と，その上乗せ部分としての被用者

年金制度（厚生年金保険）に区分されます。

基礎年金制度は, 全国民に共通の年金を支給する制度として設けられ，原則として，日本

国内に住所を有する20歳以上60歳未満の全ての者が国民年金に加入することとなってい

ます。

被用者年金制度は，従来，民間の会社員等が加入する厚生年金保険と，国家公務員共済組

合，地方公務員共済組合及び私立学校教職員共済の4つの年金制度がありましたが，平成2

7年10月からは厚生年金保険に統一され，公務員等も厚生年金保険に加入することとなり

ました。

ヨ |ー公的年金制度

平成27年9月まで

－｜ 被用者年金制度 トー

平成27年10月から

斗 被用者年金制度 ト

｜ 厚生年金保険

|共済年金
｜国家公務員共済組歪

１
１

厚生年金保険
国家公務量共済組合
地方公務貝共済組合

私立学校教職員共済’ ’

国民年 国民年金

2 長期給付の種類等
口

工

＜根拠＞

国共法第72条第1項

この法律における長期給付は，厚生年金保険給付及び退職等年金給付とする。

国共法第73条第1項

この法律における厚生年金保険給付は，厚生年金保険法第32条に規定する次に掲げる保険給付

…とする。

一 老齢厚生年金

二 障害厚生年金及び障害手当金

三 遺族厚生年金

国共法第74条

この法律による退職等年金給付は，次に掲げる給付とする。

－ 退職年金

二 公務障害年金 、

三 公務遺族年金

写



<1）厚生年金保険給付

ア 老齢厚生年金

年齢等の受給要件を満たしたときに給付を受ける権利が発生します。厚生年金保険

給付は，前述のとおり，基礎年金制度の上乗せ部分として給付されるものです。この

ため，厚生年金の支給を受けるのは，原則として，老齢基礎年金を受給できる65歳

からとなります（本来支給の老齢厚生年金）が，支給開始年齢の引上げによる改正に

伴う経過措置として，生年月日に応じて60歳から64歳までの支給開始年齢から老

齢厚生年金が支給されます！（特別支給の老齢厚生年金)。また，本来支給の老齢厚生

年金は，受給権者の申出によって支給開始年齢を66歳以後に繰り下げて受給するこ

ともできます2（繰下げ支給の老齢厚生年金)。

イ 障害厚生年金（厚生年金保険法第47条，第47条の2，第47条の3）

疾病又は負傷により，障害認定日に一定の障害状態にあるとき若しくは障害認定日

以後に障害状態に至ったときに支給されます。

ウ 遺族厚生年金（厚生年金保険法第58条）

被保険者が死亡したときなどにその者の遺族に支給されます。

(2)退職等年金給付

平成27年10月に被用者年金制度が一元化されたことで，従来の職域加算額に代わ

り，新たに支給されることとなりました。退職等年金給付については，終身退職年金と

有期退職年金により構成されています3。

3 実施機関
、1

『I

＜根拠＞

厚生年金保険法第2条の5第1項

この法律における実施機関は，次の各号に掲げる事務の区分に応じ，当該各号に定める者とす

る。

二 国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者（以下「第二号厚生年金被保険

者」という｡）の資格，第二号厚生年金被保険者に係る標準報酬，…に関する事務

国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会

草

裁判所共済組合は，被保険者の資格，標準報酬,保険給付，保険料等の徴収に係る事務を

行う実施機関となっています。長期給付事務の担当者は，被保険者から資格に係る届出があ

った場合や年金請求書が提出された場合，書面の内容を確認した上で，本部を通じ，国家公

務員共済組合連合会へ書類を送付する事務を行います。

＜＋α＞

被用者年金一元化により，特別支給の老齢厚生年金や遺族厚生年金等の年金請求については，全ての

実施機関（各共済組合や年金事務所）に対して行えるようになりました（ワン承トップサーピス)。

l厚生年金保険法附則第8条

2厚生年金保険法第44条の3

3国共法第76条第1項
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福祉事業

裁判所共済組合が行っている福祉事業は，組合員の健康の保持増進事業と福利厚生事業を

行っています。

＜根拠＞

裁判所共済組合定款第30条

組合は，法第3条第3項及び第5項の規定に基づき，次の各号に掲げる福祉事業を行う。

1 生活習慣病対策事業及び健康増進事業！

(1)一般定期健康診断等への補助及び特定健康診断記録の作成

国（裁判所）が職員に対して行う定期健康診断や子宮がん検診及び乳がん検診などにつ

いて，不足額が生じた場合の補助及び一般定期健康診断の結果に基づいた特定健康診査の

記録作成に係る契約を行っています。

そのため,国の一般定期健康診断等の契約において,共済組合支部を含めた3者契絢(国，

共済組合，業者）を行う必要があることから，総務課（人事課）の能率事務担当者及び会

計課（経理課）の契約事務担当者と連携し，事務を行う必要があります。

（2）人間ドックの補助 ・

受検日において30歳以上の組合員及びその被扶養者である配偶者が人間ドック，脳ド

ック及びPET検査を受検した場合に補助 (年度内に1回のみ，上限3万円）を行ってい

ます（オプション検査のみの場合は対象となりません｡)。

人間ドックへの補助の方法は，予約精算代行と償還払いとで異なり，本部が契約を行っ

ている予約精算代行を組合員等が利用して受検した場合には，組合員等は病院の窓口で受

検料の差額を支払うだけで済みjまた，支部としての作業はありません。

償還払いは，受検時に組合員等が人間ドック等の費用を全額支払ったあと，所属の支部

に対して請求書と領収書等（病院への支払額が証明できるもの）を提出し, 支部から後日

補助額を振り込むことになるため，支部において，請求内容の確認，補助額の確定，本部

への費用の上申，支払手続及び対象者の受検結果の本部送付の事務が発生することになり

ます。

（3）24時間無料電話健康相談

本部が毎年度契約を行い，専門業者による電話, Web,面談又はEメールでの健康相

談，医療相談, 介護相談，育児相談，メンタルヘルス相談及び医療機関紹介，専門医の手

配紹介サービス，メンタルヘルスカウンセリングサービスを行っています｡

（4）医療事業

本部（3か所）及び支部（大阪，名古屋，広島，福岡，仙台，札幌に各1か所）に診療

所2を置いています。

2 特定健康診査及び特定保健指導3

生活習慣病予防を目的として，保険者（共済組合など）に対し，メタボリックシンドロー

1定款第30条第1号

2医療法第1条の5第2項

3定款第30条第1号の2



ムに着目した特定健康診査及び特定保健指導の実施が義務付けられていることから，裁判所

共済組合でも組合員（任意継続組合員を含む｡）とその被扶養者に対して，特定健康診査等

を行っています。

＜根拠＞

高齢者の医療の確保に関する法律

第20条 保険者は，・・・四十歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。

第24条 保険者は，・・，特定保健指導を行うものとする。

(1)特定健康診査

職員である組合員については,一般定期健康診断の結果を特定健康診査の結果とする4こ

とができるため，1(1)に記載の特定健康診査結果の記録作成は，必ず契約する必要があり

ます。また，人間ドックの受検結果についても同様ですので，対象者から償還払いの申請

があった場合には，忘れずに受検結果を受領して本部へ送付してください。

任意継続組合員及び被扶養者については，本部で契約を行い，6月に対象者へ受診券の

送付を行います。

(2)特定保健指導

特定保健指導は，特定健康診査の結果から，生活習慣の改善による生活習慣病の予防効

果が高く期待できる組合員等に対して，生活習慣を見直すサポートを行うものです。特定

保健指導は，生活習慣病のリスクの程度に応じて，「動機付け支援」と「積極的支援」に分

類され, いずれも本部で契約を行い，11月頃に対象者へ利用券の送付を行います。

3 組合員の利用に供する財産の取得，管理又は貸付け5

食堂及び売店等事業を民間業者に委託して運営しています。

国の公募で参加者が不在だった場合に，共済組合が国有財産を無償で借り受け，共済組合

が行う公募で選定された業者に貸与して委託事業を行うことから,会計（経理）課の国有財

産担当者と連携して事務を行う必要があります。

4 組合員の貯金の受入れ又はその運用6

（1）グループ保険

保険会社と国住契約を結び，6月募集で10月から翌年9月までの1年間を保険年度と

した保険業務事業（新グループ保険（生命保険)，総合医療保険，3大疾病保障保険及び団

体傷害保険）を行っています。保険料の徴収事務等は本部に集約されていますが，支部に

おいては，募集時期の広報活動や申込書等の配布，とりまとめ等を行っていただくことに

なります。

（2）団体扱保険

保険会社と団体扱契約を結ぶこと‘により，組合員が各保険会社の提供する保険に団体割

引が適用された保険料で加入できる制度です。グループ保険と異なり，組合員が直接保険

会社に申し込む個人契約保険になります。

4 高齢者の医療の確保に関する法律第20条ただし書き

5 定款30条第3号

6 定款30条第4号
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5 組合員の臨時の支出に対する貸付7
組合員が毎日の生活を送る上で,「臨時の支出に対する貸付け｣として貸付事業(普通貸付，

特別貸付’住宅貸付及び特別住宅貸付）を行っています。支部においては，借入申込書の審

査，貸付決定，弁済金の徴収依頼等の事務を行います。

6 組合員の需要する生活必需物資の供給8

短期給付である災害見舞金の支給対象となった組合員に対して，生活必需物資に対する補

助として，災害対策費を支給しています｡

組合員からの請求に基づき，支部において補助額を決定し，支払うことになります。

災害見舞金の支給が前提になることから, 短期給付事務の担当者との連携が必要になりま

す。

7 その他組合員の福祉の増進に資するための事業9

組合員の福利厚生の増進事業として，福利厚生パッケージ，引越システム，法人カード，

ベビーシッターサービスなどを提供しています。

8 財形持家融資事業
Tl

I’

＜根拠＞

裁判所共済組合定款附則第7条

組合は，法に定める短期給付及び長期給付の事業並びに福祉事業のほか，当分の間，法附則第

14条の4及び国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形

成事業に関する政令（昭和52年政令第199号）第2条の規定に基づき，組合員の持家として

の住宅の建設若しくは購入のための資金（当該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取

得のための資金を含む｡）又はその持家である住宅の改良のための資金を貸し付ける事業その他こ

れに附帯する事業を行う。

組合員が，その持家として自己の居住する住宅の建築，購入及び改良をするとき，また

は，その建築及び購入をする場合において，当該住宅の用に供する土地の購入又は借入れを

するときは，①勤労者財産形成貯蓄契約，勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成

住宅貯蓄契約に基づく定期預入等に係る金銭の払込み（以下「財形貯蓄等」 という｡）を継

続して1年以上行っていて，②貸付けの申込みをした日において，50万円以上の財形貯蓄

等の残高を有しており，③「①」の要件を満たすこととなった期間の末日から2年以内にお

ける貸付けの申込みである時は，その必要な資金を貸し付けています。

貸付を申し込む機会は最大で年6回となりますが，その時期については本部から支部へ

その都度通知されています。支部では，組合員に対する周知を行い，希望者がいる場合

は，申込みに係る手続を行うことになります。

号
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条
条
条

０
０

０

３
３

３

款
款
款

定
定
定
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共濱組合係が所管する園の事務

共済組合の事務ではありませんが，共済組合係が所管する国の事務として以下のものがあり

ます。’

1 児童手当

序

＜根拠＞

児童手当法第1/7条
L

次の表（略）の上欄に掲げる者（以下「公務員」という｡）である一般受給資格者について…，

第7条第1項中「住所地…の市町村長'”」とあり，第8条第1項及び第14条第1項中「市町村

長」とあるのは，それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。

児童手当は，次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として，支給要件

Iに該当する者に対して支給される手当です。支給に関する認定等の事務は，一般的には市町

村長が行いますが，受給資格者が国家公務員の場合，児童手当法第17条の特例により各省

各庁の長がその事務を行います。

(1)認定権者

裁判所では通達により最高裁判所長官から権限が委任2されており，最高裁判所を除く庁

においては,高等裁判所又は地方裁判所(高裁所在地を除く）の長が認定権者となります。

(2)認定の時期

受給資格のある職員が転入したときや職員に子どもが生まれたときなどに，当該職員か

らの請求に基づいて認定を行います。また，既に認定されている職員については，毎年6

月に当該職員から現況届の提出を受けて受給資格や支給額の確認を行い，変更が生じた場

合はその内容で認定を行います。

(3)支払日

毎年2月，6月及び10月が支払期月となり，各月5日に支払います3。

く

2 財形貯蓄

勤労者財産形成貯蓄制度（以下「財形貯蓄」という｡）は，勤労者の財産形成を促すために

つくられた制度4です｡財形貯蓄は給与や賞与から一定の金額を天引きして積み立てることが

でき，貯蓄に対する利子が非課税になるなどの優遇措置が設けられています。

各庁で職員が契約する（している）金融機関等との書類のやり取りや預入金の徴収依頼を

行います5．貯蓄の種類によっては個人番号（マイナンバー）が記載されている書類を取り扱

うこともあります。

’児童手当法第4．条

2平20経厚19号

3児童手当法第8条第4項，平29経厚27号

4勤労者財産形成促進法第1条

5昭63経厚208号
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(1)財形貯蓄の種類

財形貯蓄は，その目的に応じて次の3種類があります。

ア 一般財形貯蓄：貯蓄の目的は問いません。

イ 財形年金貯蓄: 60歳以後, 私的年金を受けるための財源として貯蓄します。

ウ 財形住宅貯蓄：住宅取得または増改築を目的とします。

(2)税制上の優遇措置

財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄を併せて，元金合計550万円（保険会社等については〃

財形年金貯蓄は元金385万円，かつ財形住宅貯蓄と合算し元金550万円）まで非課税

となります。なお，一般財形貯蓄は一律20％の分離課税となります。

非課税に係る財形貯蓄については申告書等の書類に個人番号（マイナンバー）が記載さ

れるため，本人確認の作業を行います。また，書類の取扱や保管にも十分な注意が必要で

す。

3 個人型確定拠出年金(iDeCo)

。
'

＜根拠＞

確定拠出年金法第39条2項

前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

申出者が国家公務員共済組合法第2条第1項第7号に規定する各省各庁に使用される者…で

あるときは、申出者に係る国家公務員共済組合…の組合員の資格の有無についての事業主の証

明書

確定拠出年金とは，公的年金である国民年金及び厚生年金に上乗せして給付を受ける私的

な年金の一つです。企業型と個人型の2種類が定められており，これまで自営業者や企業年

金のない企業に勤めている会社員等に限られていた個人型の確定拠出年金について，法改正

により平成29年1月から公務員も加入できるようになりました。

加入に係る手続（商品や金融機関の選択，申出書等の取り寄せ，国民年金基金連合

会への申出書の提出（金融機関経由）等）は職員自身が行いますが，申出書には，当

該職員が所属する厚生年金適用事業所の事業主による証明書を添付する必要があるた

め，職員からの申請を受けて裁判所力$証明書を交付します6．裁判所では，確定拠出年

金に関する厚生年金適用事業所を共済組合支部の範囲と同様に設定していますので7，

職員が所属する厚生年金適用事業所となる庁において証明事務を行います。なお，金

融機関に申出書が提出された月が加入した月になりますので，証明書の交付のタイミ

ングには注意が必要です。

6平29経厚9号

7平28経厚41号
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個人情報及び特定個人情報の取扱い

1 個人情報の取扱い
F『

r

＜根拠＞

個人情報保護法第2条第1項

この法律において「個人情報」とは，生存する個人に関する情報であって，次の各号のいずれかに該

当するものをいう。

一 当該情報に含まれる氏名，…

’二 個人職別符号が含まれるもの

個人情報とは,生存する個人に関する情報であっで, ①当該情報に含まれる氏名，生年月

日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの，又は②個人識別符号'が

含まれるものをいいます｡

裁判所共済組合には個人情報の保護に関する法律 (以下「個人情報保護法」という｡）が直

接適用され,裁判所共済組合は個人情報取扱事業者に該当するため，「個人情報を取得した場

合は，あらかじめその利用目的を公表している場合を除き，速やかに，その利用目的を，本

人に通知し，又は公表しなければならない｡」とされています2。そのため，利用目的につい

て記載した書面を支部窓口に掲示等することにより，利用目的の公表を行うこととしていま

す3。なお，利用目的は，できる限り特定しなければなりませんし，あらかじめ本人の同意を

得ないで，利用目的以外に個人情報を利用することはできません。

また,法令に基づく場合等,限られた場合を除くほか,あらかじめ本人の同意を得ないで，

個人情報を第三者に提供することはできませんので，その取扱いには十分注意し，関係法令

等を確認するようにしてください。

2 特定個人情報の取扱い

＜根拠＞

番号法第2条第8項

この法律において「特定個人情報」とは，個人番号…をその内容に含む個人情報をいう。

特定個人情報とは，個人番号（いわゆる「マイナンバー｣）4をその内容に含む個人情報

のことをいいます。

個人番号を利用して行う事務の具体的な範囲は，取扱規則に定められており，組合は，

これらの事務を処理するために必要がある限度において，個人番号の提供を求めることが

できます。

1個人情報保護法第2条第2項（例 運転免許証の番号，旅券（パスポート）の番号）

2個人情報保護法第18条第1項

3裁判所共済組合個人情報保護管理細則第3条

4番号法第2条第5項



個人番号及び特定個人情報を取り扱うことができるのは，本部であれば副本部長，支部

であれば支部長が指定した事務取扱担当者であり，本部であれば厚生管理官，支部であれ

ば出納役によりあらかじめ明確にされた区域で事務を実施しなければならず，必要な場合

には遮へいの措置等を行う'こととなります。

また，個人番号及び特定個人情報は，行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律（以下「番号法」という｡）第19条各号に掲げる場合を除き，本

人の同意の有無に関わらず，第三者に提供することはできません。

3 安全管理措置

個人情報については，個人情報保護法第20条により，特定個人情報については，番号法

第12条により，組合は, 漏えい，滅失又は穀損の防止その他の安全管理のため適切な措置

等を講じなければならないとされています。したがって，個人情報及び特定個人情報を取り

扱う際には，これらの安全管理措置について規定する裁判所共済組合個人情報保護管理規則

等に則り，適切に取り扱うことが求められています。

且
I

＜＋α＞

裁判所共済組合が定める個人情報及び特定個人情報の取扱いに関する規定は，次のとお

りです。

1 裁判所共済組合個人情報保護管理規則

2 裁判所共済組合個人情報保護管理細則

3 裁判所共済組合特定個人情報等取扱規則

① 番号取得・連携等事務における個人番号利用事務等の取扱要領

② 短期給付支給関連事務における個人番号利用事務の取扱要領

③ 年金等関連事務における個人番号関係事務の取扱要領

④ 財形貯蓄等関連事務における個人番号関係事務の取扱要領

⑤ 保険金及び給付金請求事務における個人番号の取扱要領

ｰ

～具体的な安全管理措置の例～

（個人情報保護の観点）

1 組合員から提出された申告書,請求書，申込書等及びそれらに添付される書類は，施錠

可能な場所に保管し，適切な管理を行います。

2 個人情報を含む書類等を机の上に放置してはならない，業務上必要な範囲を超えて個人

情報を取り扱ってはならない，アクセスする権限を有しない場合は個人情報にアクセスし

てはならない等の事項を遵守しなければなりません。

（特定個人情報保護の観点）

3 特定個人情報を含む書類は，特定個人情報ファイルに編綴し，その保管に際しては，管

理職員である事務取扱担当者が鍵を保管する書棚等で保管し，決裁時には，個人番号をマ

スキングした写しを使用します。
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証人旅費等の支払

ここでは，刑事事件，民事事件等において〆各手続法を根拠として裁判体の支給決定によ

り，出頭した証人，通訳人等に支払われる旅費等（旅費，日当及び宿泊料）の支払手続につい

て，説明しますI。

1 裁判事務に関する会計事務としての注意点

（1）一層の適正・迅速な処理

証人旅費等の支払は，裁判手続の結果支払われる費用であり，その内容は，裁判手続の

適正，円滑な遂行に必要な手続に協力する者に対する損失や費用の補償なども含まれるほ

か，最終的に裁判手続の当事者がその費用を負担することもあります。

したがって，証人旅費等の支払事務を適正・迅速に行うことは，適正･迅速な裁判の実

現，ひいては，裁判手続に対する国民の信頼に直結するといっても過言ではありません。

（2）裁判部との連携

このため，証人旅費等の支払は，裁判部が支払内容（誰にどのような理由でいくら支払

うかなど）を決め，これに基づき会計部門が実際の支払手続（お金を動かす手続）を行う

という裁判部と会計部門のいわば共同作業であることを踏まえ，連携して事務を行うとい

う意識が必要です。具体的には，裁判部と会計部門それぞれの事務処理の内容やその根拠

を互いによく知ることが大切であり，それぞれが適正・迅速な事務を行うのに必要な情報

は何か，それはいつまでに必要かなどをよく考え，情報流通が阻害され, ､お互いの理解不

足や認識違いなどの連携不足によって適正・迅速な支払ができないことにならないよう事

務処理を行ってください。

2 請求書の受領

会計部門における具体的な支払事務は，裁判部から送付される請求書の受領から始まりま

す。証人が旅費等の請求を行い，裁判長が法令に基づき相当額を支給する旨決定してその支

払を会計部門に指示する2という，会計機関が支払を行うために必要な一連の手続が請求書

により明らかとなるのです。

したがって，①請求書の記載事項の形式的な不備（日付，事件番号等の記載漏れ，請求印

3や支給決定印漏れ，その他誤記など）がないかを確認することはもちろん，②支払うべき

金額が法令（通達等）に反していないか4を確認することも重要です。支払うべき金額は，

’裁判員等旅費，通駅料や鑑定料の支払手続についても，基本的な事務処理の流れは同じである。

2請求書に表示される支給決定は，裁判書そのものではなく会計機関への支払指示を意味する（昭和29年8月18日最
高裁判所会甲第1184号経理局長回答「裁判費の支出手続について」参照)。

3一般に，証人が印鑑を有しない場合には，指印をさせ押印に立ち会った者が本人の指印である旨証明して書類の作成の
真正を明らかにしていることが多いが，本人の署名により鯖求の意思が確開できれば，会計事務手続としては，支払って
差し支えない。また，特段の理由なく捨印を求めることは相当でない。

4通訳人については，同一日に複数の裁判に出頭する場合がある。この場合，裁判ごとに全部の旅費日当の支給を受ける
と，旅費が二重払となったり，終日要する裁判に出頭した場合に支給を受ける日当額を超過したりする場合があり，費用

償還，損失補償といった旅費日当の支給の趣旨に反することから，異なる庁間も含む裁判部間で連絡を取り合って，旅費
日当の支給額を案分胴整して支給決定している。このような支給決定をした場合には，裁判部で賄求書備考欄にその旨配
載している。



裁判長の判断す今き事項ですが，疑問に思う点があるときは，上司に相談したり，担当書記

官に質問したりするなどしましょう。

3 誰のお金から支払う？

証人旅費等については, 例えば，民事訴訟手続では当事者の予納した保管金（当事者の予

納金）から，刑事訴訟手続では，国費（歳出）から支払われます。

保管金から支払うか，国費から支払うかによって会計手続が異なるだけでなく，取り違え

て支払ってしまった（特に保管金から支払うべきものを国費から支払ってしまった）場合に

は，複雑な精算手続を要し，適正・迅速な裁判の実現にも影響を及ぼしかねないため，裁判

部から請求書の送付を受けたときは，漫然と処理することなく，まずどのような趣旨の請求

であり，誰のお金から支払うのかをしっかりと確認してください。

4 どうやって支払う？

(|l )資金の確保

保管金から支払う場合には，当事者等の予納義務者が保管金を予納していることが前提

であり，裁判部から会計部門に対し，当該保管金から証人旅費等を証人等に払い渡すとい

う指示が行われる必要があります。この指示は，通常，請求書の送付に前後して，保管金

事務処理システムで行われます。

国費から支払う場合には，必要な予算の示達を受ける必要があります。通常であれば各

庁で定期的に裁判部へ必要見込額を調査し，その結果に基づき予算の示達を受けているの

で問題は生じませんが，高額にわたるものや4月前後の支払については，事前の調整や示

達に期間を要することがありますので，このような事案が見込まれる場合には，裁判部に

対し速やかに会計部門へ情報提供するよう依頼しましょう。

なお，本来保管金から支払うべき費用を国費から立て替えて支払う場合があります。そ

の場合には，裁判部から依頼書等により，国費から支出するために必要な手続が執られて

いるか確認する必要があります。

（2）現金払の注意点

保管金から支払う場合には歳入歳出外現金出納官吏が，国費から支払う場合には資金前

渡官吏が支払事務を行いますが，どちらも手許保管（庁の金庫に保管）できる現金の限度

額が庁により決められていることに加え, 通常は，事故防止のため，必要最小限の現金し

か手許保管していないこ とが一般的なので，事前に支払うべき額を準備をしておかないと

支払ができない場合があります。加えて，資金前渡官吏が支払を行う場合には，官署支出

官からあらかじめ資金交付を受ける必要もあります。

現金払の予定がある場合は，事前（｢遅くとも支払を希望する日の●日前」等）に裁判

部から会計部門へ請求予定日や支払予定額を連絡するようルール化されていると思います

ので，そのような連絡があった場合には，速やかに担当係や上司に報告し，請求予定日ま

でに自己宛て小切手を振り出し日銀代理店等から現金を引き出しておくなど，当日に現金

の支払ができるよう準備にとりかかりましょう（支部等において出納員により支払う手続

については，シート47を参照してください｡)。

なお，証人に支払を行った際には，証人に領収印を求めるなどの手続を忘れないように

しましょう。



＜シート58＞

録音反訳業務

【入門編】

1 録音反訳方式とは

録音反訳方式とは，証人等の尋問（質問）及び供述を録音媒体に記録し，その録音媒体の反訳

を裁判所職員以外の者に委託して逐語調書を作成する方式のことです。

2 録音反訳業務の契約について

録音反訳業務は，最高裁が毎年，中央調達で契約しており，監督・検査は各庁，支払は最高裁

で行っています。契約書は各庁へ送付されています。契約書の内容と，監督職員・検査職員とし

て誰が任命されているかを確認してください。

3 検査調書の最高裁への送付

毎年，4月当初に，最高裁から「録音反訳業務の請負契約に関する監督及び検査について（事

務連絡)」という文書が発出されますので,当該事務連絡に基づいた事務処理を行ってください。

【チェックポイント】

・検査調書の内容に齪館はないか（｢録音反訳方式利用事件一覧表」等と突合)。

・初稿提出期限及び完成通知期限（※）を徒過していないか。

※ 完成通知とは…

「録反業者が提出した反訳書が裁判所の求めるものに当たるため，業務が完了している」旨を業

者に伝えることです。これは，会計手続上の，検査職員による検査完了の通知となります。

完成通知をもって，録音反訳1件ずつの検査完了となりますが，検査調書に記載する検査確認日

は，毎月の最終完成検査日となります。

完成通知期限は,最高裁が締結した契約書で定められています｡年度にようて変更されることも

あるので，必ず，該当する年度の契約書で確認してください。

4 裁判部と会計部署との連携等

録音反訳業務については，発注から支払まで多くの部署が関係しています。どこか1か所だけ

でもその役割を果たすことができなければ，事件の進行に影響が出たり，契約上の不履行（検査

遅延や支払遅延など）が生じたりするおそれがあります。

そうならないためにも，契約書(特に仕様書部分）を熟読し,記載されている各場面において，

裁判部と連携を密にとり，適正な事務処理を行うようにしてください。



付録1契約が適切に履行されるために(監督と検査）

1 管理係員甲山，監督職員に任命される！

4月1日の午後,A地裁の会計課管理係に着任した甲山は,A地裁支出負担行為

担当官(A地裁所長）からエレベータ保守契約の監督職員に任命された。

その日のうちに行われた会計課での導入研修で，課長補佐から聞いた説明による

と，監督職員の職務は，契約書の記載内容，特に仕様書という書面の内容を把握し

て，契約の受注者に仕様書どおりの履行をさせるために，必要に応じて作業に立ち

会ったり，必要な指示をしたりすることである，とのことだった。のんびりした性

格の甲山は，具体的にどんなことをするのかイメージが持てなかったが，「まあ，

最初の保守点検の時に，管理係長に詳しく教えてもらえばいいか｡」と，あまり深

く考えないことにした。

2 甲山，初の監督

4月某日午後1時過ぎ，エレベータ保守契約の受注者である千鳥エレベータ

（株）の作業員乙川が,A地裁会計課を訪れた。

「エレベータの保守点検に伺いました｡」

「はい，こちらへどうぞ｡」

甲山は，席を立ち，初対面の乙川と名刺交換をしながら，少しあせっていた。

着任後の慌ただしさにまぎれて，係長から監督職員の仕事について詳しく聞くの

が後回しになっていたのだ。

その日，管理係長は，管内支部の施設調査に出ており，午後4時ころまで戻ら

ない予定だったので，甲山は，とりあえず自分が対応するしかない, と腹を決

め，乙川をエレベータまで案内することにした。

「点検するエレベータはこちらです。ところで，今日いらっしゃることは，ご

連絡いただいていましたでしょうか｡」

「すみません。隣のピルの点検が早めに終わったので，御連絡せずに伺ってし

まいました。次回からは，事前にご連絡したほうが良いでしょうか｡」

「そうですね…。点検期日の調整に関しては，後でまたご連絡します｡」

甲山は，乙川を案内して，点検対象の3台のエレベータを確認し，そのまま乙

川の作業に立ち会った。

「甲山さん，しばらくかかりますので，終わったら会計課まで報告に伺います

けど･･:｡」

点検を始めて10分ほど経っても，甲山が立ち会っていたため，乙川が気を使

l監督・検査一般はシート8を参照



ったようだった。

「いえ，監督職員は，作業に立ち会うように言われているので，大丈夫で

す｡」

結局，甲山は，点検作業が終わるまで約2時間の間，ずっと立会いを続けた。

点検終了後，3台のエレベータが問題なく稼働していることを確認した甲山は，

乙川とともに会計課執務室に戻り，4月分の点検結果報告書を受け取った。乙川

が退庁した後，甲山は，点検結果報告書に受領日付印を押印した。

そのとき，課長補佐が甲山のそばに来て，

「甲山さん，ずっとエレベータの保守点検に立ち会っていたの？こういう作業

は，最初に作業員の人の身分証と作業員名簿の照合をしたら, あとは作業が終わ

ったときにエレベータの状況を確認するくらいでいいのよ・特別な作業を行うと

きはまた別だけど｡」

「えっ。身分証を確認しないといけなかったのですか？」

「事前に作業員名簿をもらっているでしょう。仕様書で作業員名簿の提出を義

務付けているのは，裁判所のセキュリティ管理の観点や作業員の技量を確認して

保守点検の質を確保する意味なのよ。その名簿どおりの人が来ているのか確認す

るのが監督職員の大事な仕事の一つなの｡j

「すみませんでした。点検の日が決まったら，係長からなにをすればいいのか

教えてもらおうと思っていたのですが，突然点検の人が来て，慌ててしまいまし

た｡」

「そういえば，点検日の周知をしていなかったわね。私もうっかりしていたけ

れど，エレベータの保守点検をする日時は，事前に行事予定などを確認した上で

職員周知をしておかないと，他の部署の仕事に支障をきたすことがあるの。例え

ば，身柄用のエレベータは，刑事部の身柄事件などの予定と重ならないようにし

ないといけないし，傍聴券を発行するような大きな事件と重ならないようにする

必要もあるからね。今日は，何もない日で本当に運がよかったわ｡」

「すみませんでした。監督職員の役割をしっかり勉強します｡」

甲山は，自分の甘さを反省した。

午後4時を回り，管理係長が支部から戻ったので，甲山は，エレベータの保守

点検が終わった旨を係長に報告して，点検結果報告書を渡した。

「係長。今回は，監督職員として，いろいろ至らぬところがあり，補佐から指

導されました。申し訳ありませんでした｡」

「そうか，いきなり点検に来られてしまったか。そろそろ，監督職員の仕事に

ついて説明しようと思っていたところだったが，後手に回ってしまったな。い

や，俺がもっと早く教えておくべきだった。申し訳ない。では，明日みっちり，

監督職員の職務を教えよう｡」



3 監督職員の仕事（管理係長の講義）2

次の日，管理係では，特別な行事もなく急ぎの仕事もなかったことから，係長

から甲山へ，監督職員のなすべきことと検査職員の行う検査について，レクチャ

ーがなされることとなった｡”

「課長。しばらくミーティングテーブル借ります｡」

管理係長は，課長にこう宣言すると甲山をミーティングテーブルに呼んだ。

「よし，では始めよう。まずは，根拠だ｡」

係長は，おもむろに財政小六法を開いた。

「会計法第29条の11．監督は第1項。『契約の適正な履行を確保するため

必要な監督をしなければならない』とある。検査は第2項。こっちは読んでおく

こ と。次に予決令。予算決算及び会計令の略称だってことは，当然知ってるな。

第101条の3が監督の方法，第101条の4が検査の方法だ。これも読んでお

,くように。あとは，これだ｡」

係長は，甲山に通達が印字されたA4の紙を渡した。

「君が監督職員，俺が検査職員に任命されたのは，この経理局長通達『裁判所

会計事務規程に基づく検査員の任命方法等に関する取扱いについて』の第3の方

法で，ということになる。了解か？」

「あのう，この通達の第3を見ても，監督職員とか書いてないんですが…｡」

「こういうものは，書いてある法律もきちんと読まないといけない。『予算執

行職員等の責任に関する法律』とあるだろう。財政小六法を開いて…｡ 」

、「ありました。第2条第1項第10号ですね。ここに『監督又は検査を行なう

ことを命ぜられた職員』と書いてあります｡」

「おっ と。やっぱりそこに引っかかったか。10号はその前に『会計法第29

条の11第4項の規定に基づき』と書いてあるだろう。会計法のこの規定を引く

とだな，『・・・当該契約に係る契約担当官等．．。以外の・・・所属の職員に

行なわせることができる｡』と書いてあるだろう。少しわかりにくいんだが，こ

れは，『当該契約に係る契約担当官等』，つまり，このエレベータ保守契約の場合

は，契約書の名義人である支出負担行為担当官A地裁所長ということになる。

『等』の中に「支出負担行為担当官』が含まれるというわけだ。その所属以外の

職員というんだから,A地裁所属以外の裁判所の職員が監督職員や監査職員にな

ることができるということだ。もっとも，主語は，『各省各庁の長』とあるか

ら，最高裁長官が行わせるってことだけどな｡」

甲山が少し首をかしげていると，

「つまりは，予責法，予算執行職員等の責任に関する法律の略称だが，これの

2設備保守契約の監督。検査はシート23を参照



､

2条1項10号は, A地裁の契約についてA地裁以外の裁判所の職員が監督職員
一 1

などになった場合とか，よその庁の契約についてうちの裁判所の職員が監督職員

などになった場合の条文だってことだよ｡」

「ああなるほど。じゃ，予責法のどれが根拠なんですか｡」

「まずは，通達のほうをよく読んでみろ。予責法第2条の1号から10号まで

に規定する職員が補助者をして事務をさせ.るとあるだろう｡ で，予責法の2条を

見ると, 第1項の12号に『前各号に掲げる者から，政令に定めるところによ

り，補助者としてその事務の一部を処理することを命ぜられた職員』というのが

ある。まさにこれだ。そしてついでに説明すると，この『政令』は，予責法施行

令で，施行令にある『処理すべき事務の範囲を明らかにした書面』というのが，

経理局長通達にある補助者任命簿になるわけだな。どうだ，これで根拠が繋がっ

ただろう。」

「はい…。まだ，頭が整理できてませんが…。後でまたよく読んでみます｡」

「まあ，そうだよな°俺も始めて説明を受けたときは，はあ？って感じだった

からな。復習は大事だ。あとは，会計法精解の第6章第9節3に監督及び検査と

いう項目があるから，よく読んでおくように｡」

「えっ, それで終わりですか｡」

「そんなわけないだろう。『根拠』を押さえたら，次は『目的』。そして合理的

な実行の『方法』だ｡監督の目的は，会計法第29条の11第1項のとおり『契

約の適正な履行を確保するため』だし，検査の目的は，第2項のとおり『給付の

完了の確認をするため』だ。詳しく説明すると時間がかかるから，会計法精解で

勉強してくれ。そして，『方法』jエレベータ保守契約の監督をどうすればいいか

説明しよう。次は，これを見ながら聞いてくれ｡」

管理係長は，甲山にレジュメを渡して説明を続けた。

「監督は，契約の適正な履行を確保するために行うんだから，まずは契約の内

容を知らなきゃいけない。契約書をしっかり読んで，特に仕様書の部分は頭に入

れとかないといかん。暗記しろとは言わんが，手元において時々見ておくことだ

な。契約の中身が分かったら，受注者がその通りやっているかを確認するのが監

督だが，このレジュメの順番に説明するとだな…｡」

話好きの管理係長の説明は，それから30分以上続いたが，要点は,"次のよう

なものだった。

点検作業員が来庁したら，作業員があらかじめ提出されている作業員名簿に載

っている人かどうかを身分証（社員証）などで確認すること。

作業中は，すべて張り付いている必要はなく，最初と終わりを確認すること。

ただし，時々途中で顔を出し，いつ来るか分からないと思わせることも大切だと

いうこと。 ．



作業完了報告書が仕様書どおりの書式か確認し，内容に漏れがないか，3か月

とか6か月とかに1回の作業は決められた時期に実施されているか，異常がない

かをチェックすること。異常があったら，その場で緊急の対応が必要かを作業員

に確認し，確認した内容を踏まえてすぐに上司に報告すること。

監督した結果を検査職員に報告すること。作業完了報告書を検査職員に渡すこ

と。

ちなみに，検査職員の管理係長は，作業完了報告書の記載内容と仕様書を照合

し，監督職員からの報告と併せて仕様書で要求した通りの作業が行われたことを

確認して，検査をするのだということ。

また，補佐にも言われたことであるが，エレベータ保守は，1台ずつとはいえ

エレベータを止めて行うため裁判所すべての職務に影響を与えるので，各部署へ

の日程の周知と調整が重要であるということも重ねて注意された。

分かりやすいレジュメと管理係長の熱のこもった説明を受けて，甲山は，改め

て自分の仕事の重要性を認識した｡

4 物品の検査（用度係との会話）3

ある日, 管理係の甲山と用度係の丙沢は，それぞれが任命されている監督職員

と検査職員の仕事について話していた。

「丙沢さんは，消耗品購入契約の検査職員をしているそうだけど，どんなこと

をしているの｡」

．｢そうね。簡単に言うと，発注したものが，発注したとおりに納品されたかを

検査する，ということだけど，実際は，発注書を見ながら,.納品されたものの型

番などを確認して，その数を数えているわ。普段使わない災害用の発電機なんか

は，備品の検査職員をしている用度係長が，全部納品の時に動作確認までしてい

るんだって｡」

「それでも検査後に不良品が見つかったらどうするの｡」

「すぐに係長に報告して，それから受注者に電話をして交換してもらって

る｡」

「納品後に検査に合格したという連絡をもらっているから交換には応じられな

い，なんて言われないのかな｡」

「適切な検査をしても不良品を発見できない場合もあるわ。民法570条に暇

疵担保責任の定めがあるでしよ。改正民法でも562条に買主の追完請求権とい

う形で同様の定めがされている。だから，受注者は，そんなことは言わないわ。

ただ，暇疵担保による損害賠償とかは，事実を知ってから1年以内に行使しない

といけないから，不良品が見つかったらすぐに対応するようにしないとね｡」

3物品購入契約の検査はシート29を参照
〆



「そういえば，民法で勉強したような気がする｡」

「したような気がする…では，いけないのではないでしょうか｡」

「そうでした。ちゃんと勉強します｡」。

5 その後 再び甲山の監督

秋になり，その月のエレベータ保守点検の日を迎えた。

甲山は，係長や補佐から受けた指導と自分で読んだ会計法精解の記述を自分の

ものにして，しっかりと監督ができるようになっていた。

「乙川さん，今日もよろしくお願いします｡」

甲山が，千鳥エレベータの乙川にあいさつすると，

「こちらこそ，よろしくお願いします。今日の作業では，年に一度の消耗部品

の交換作業がありますので，少し時間がかかります｡」，

「分かりました。では，交換する部品を確認させてください｡」

甲山は，廊下に出て台車に積まれていた部品を見分し, 仕様書に定められたと

おりの規格，数量のものであることを確認して，

「部品交換作業については，報告書に，作業前，作業後の状況と部品そのもの

の写真を添付していただく必要がありますので，撮影を忘れないようにしてくだ

さい｡」

「はい，いつもの点検報告書は本日提出し，部品交換作業報告書はj写真を添

付した上で後日郵送でもよいでしょうか｡」

「それで結構です｡」

「分かりました｡」

乙川は，エレベータの点検に向かった。

甲山が席に戻ると，乙川との会話を聞いていた管理係長が声をかけた。

，「いっぱしの監督職員になったじゃないの。作業の写真は忘れやすいから，今

の注意喚起はさすがといったところだね｡」

「いや，そんな…｡」

普段，ぶっきらぼうな管理係長から褒められた甲山は，少し恥ずかしいような

気分になったが，しっかり勉強してよかった，とも思っていた。

6 工事の監督（課長との会話）

12月,A地裁会計課は，いろいろな出来事を乗り越えて，年末を迎えてい

た。甲山は，課長席で決裁文書の説明を終えた後，課長から声をかけられた。

「甲山さん，会計課の仕事には慣れましたか？」

「いいえ，まだまだですが，管理係長や補佐からいろいろ教えてもらっている

ので，何とかなっています。今は，来年度の年間契約の準備をしているところで

す｡」

「エレベータ保守契約では，立派に監督職員をしているそうですね｡ 」 ？



「立派かどうかは分かりませんが，管理係長からしっかりレクチャーしてもら

ったので，どうにかできているという感じです｡」

「監督職員をしていて，何か困ったことなどありませんでしたか？」

「自分の仕事ではありませんが,X支部の修繕工事の監督職員をしている庶務

係長から，先日行った廊下の照明器具交換工事の前に，監督職員はどのようなこ

とをすればいいのか，と電話で聞かれたのですが, 説明する自信がなくて，結局

管理係長に電話を替わってもらいました。本庁の係員として，もう少し勉強しな

いといけないと思いました｡」

「そのとき，係長はどんな説明をしたのですか？」

「支部に送った契約書をよく読むようにと，中でも仕様書の部分はしっかり読

むように言われていました。そして，分からないことがあったら，なんでも本庁

に聞くようにと。あとは，照明器具は取付後に天井部分などの施工状況を確認す

るのが難しいので，工事前，工事中，工事後の写真をきちんと取らせるように，

ということと，開庁日の工事なので，裁判所利用者の安全にきちんと配慮してい

るかを見るように，ということでした｡」

「さすがは管理係長，具体的で非常に分かりやすい説明ですね。甲山さんは，

いつその説明内容を教えてもらったのですか｡」

「教えてもらったわけではなく，支部庶務係長と管理係長の電話を聞いていま

した｡」

「それは，大変よいことですね。自分が受けた照会の結果を最後まできちんと

確認することは大切なことです。ただ, いつでも管理係長の電話をすべて聞いて

いるわけにはいかないと思いますので，後から管理係長に尋ねてもいいのです

よ。きっと，質問されたら，研修さながらの講義をしてくれるでしょうね。あふ

れる知識を止められない人ですから｡」

課長が笑いながら話していたので，甲山は，うちの係長は結構課長に信頼され

ているんだな，と思って聞いていた。

さらに課長は，笑顔のままで，

「それと，来年度は，甲山さんにも，少額の契約について，検査職員をしても

らおうと思っていますので，検査についても，経理局発出の資料や，会計法精解

などで勉強しておいてください｡」と続けた。

「が，頑張ります…｡｣．

甲山は, 人間は一生勉強だというじやないか，と自分を励ました。



付録Z 会計関係の参考資料

【いろいろ読んでみよう】

1 各係共通の資料

(1)財政小六法（学陽書房発行),財政会計六法（大蔵財務協会発行）

根拠に当たる事務処理を身に付けるために，最新の六法で条文に当たる癖を付けましょ

う。通達等については，人事・経理関係法規集データベースで確認しましょう。

（2）裁判所の会計事務の基礎知識（課長補佐必携）（平成30年，最高裁経理局発行）

新任の会計課課長補佐を対象とした入門書ですが，「第1 会計課の組織｣，「第2 会

計課で利用している主なシステム等｣，「第3 初めに押さえておきたい会計用語と会計職

員の責任」及び第4から第7までの各係の主な業務の部分は，初めて会計事務を担当する

課長補佐以外の職員にも参考になると思います。

（3）会計法精解 平成27年改訂版（平成27年，大蔵財務協会発行）

会計法の詳細な解説書です。会計法の基本書なので，事務処理になれて来たら読んでみ

ましょう。

（4）質疑応答式 官公庁会計事典 改訂11版増補版（平成29年，全国会計職員協会発

行）

（5）、実用公会計事典 増補改訂第2版（平成14年，官公庁通信社発行）

(4)，(5)のどちらも，一問一答式の具体的事例に関する参考書です。回答者の個人的見解

が含まれている部分もあり，事典の回答そのものを事務処理の根拠とすることはできませ

んが，有力な参考意見となります。

（6）わかりやすい計算証明 逐条解説 第2次新版（平成29年，全国会計職員協会発行）

計算証明規則の逐条解説です。会計検査院に各種計算書や証拠書類を送る前に，この本

を読んで計算証明規則の趣旨を確認しましょう。

2 管理係と用度係共通の資料

（1）官公庁契約のポイント 新訂増補版（平成25年，全国会計職員協会発行）

（2）官公庁契約法精義 二○一八 (平成30年，全国官報販売協同組合発行）

どちらも，契約事務に関する参考書です。（1)は，副題に「法律知識とQ&A」とあるよ

うに, Q&A形式を含む解説書で，コンパクトにまとまっています。(2)は，契約事務の詳

細な解説書で初心者向けではありませんが，深く掘り下げた勉強するためには非常に有用

です。

3 管理係の資料

(1)国有財産法精解 平成27年改訂（平成27年，大蔵財務協会発行）

（2）必携国有財産台帳と決算実務（平成7年，大蔵財務協会発行）

(1), (2)ともに国有財産事務に関する参考書です。(1)は，国有財産法について，条文に沿

って詳細に解説しています。（2)は，国有財産増減事由用語に関する解説など，国有財産台

帳に関する事務に有用な解説書です。国有財産事務は，通達で定められている部分も多い



ので，平29経総515号や平13財理1859号などの通達を必ず参照しましょう。

(3)国家公務員宿舎事務必携（平成7年，大蔵財務協会発行）

宿舎事務に関する参考書です。宿舎事務についても，通達の理解が重要です。平5経総

169号や平29経総195号などの通達を参照しましょう。

4 経理係の資料

・債権管理法講義（平成27年，大蔵財務協会発行）

債権法に関する参考書です。債権管理事務については，歳入徴収事務と関係が深いの

で， 会計法精解の第3章収入も併せて参照しましょう。また，平29経監867号などの

通達も参照しましょう。

5 用度係の資料

・物品管理法講義（平成27年，大蔵財務協会発行）

物品管理法に関する参考書です。物品管理事務については，平29経用1578号，同

1580号などの通達も参照しましょう。

6 共済組合係の資料

・共済小六法（学陽書房発行）

共済組合事務においても，六法は必須です。

ベースなどで根拠を確認しましょう。

最新の六法と人事・経理関係法規集データ

1

0



財政法規の組み立て付録3

会計法 一予決令 歳入規程憲 法 財政法 F_ F 一 ｺ

負担規則

支出規程

小切手規程

契約規則

出納規程Ⅱ■■■■■■■■■■■

予責法

保管証券規程－

E:
管金取扱規程保管金規則日＝＝＝＝ニーー

管金払込規程遅延防止法

債権法 一債権令 債権規則

物品規則
夜

国有細則

物品管理法一一一一物品令

国有財産法 園有令

｜
■
’

宿舎令 宿舎規則宿舎法



付録4 法令等の略称一覧

’ 法令等略称(50音順）

用度係･管理係･経理係

【河
|押収物規程
岡）
｜会計規程
｜官公庁建設法

押収物等取扱規程

裁判所会計事務規程

官公庁施設の建設等に関する法律

入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を
害すぺき行為の処罰に関する法律

官製談合防止法

(け）

計算規則

契約規則

契約適正化法

憲法．

(こ）

小切手規程

国有細則

国有令

国庫金振替書様式省令

(さ)

債権法

債権令

債権規則

歳入規程

裁判所保管金規程

(し）

支出規程．

宿舎法

宿舎令

宿舎規則

職制規程

所得税規則

人規9 -40

1(す）

|出納規程
|(ち）
陸延防止法
|遅延防止法運用方針
賑簿省令
|(つ）
|通信傍受法
『は)

|計算証明規則
|契約事務取扱規則
|公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
|日本国憲法

小切手振出等事務取扱規程

国有財産法施行細則

国有財産法施行令

国庫金振替害その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令

国の債権の管理等に関する法律

国の債権の管理等に関する法律施行令

債権管理事務取扱規則

歳入徴収官事務規程

裁判所の事件に関する保管金等の取扱いに関する規程

支出官事務規程 ：

国家公務員宿舎法

国家公務員宿舎法施行令

国家公務員宿舎法施行規則

最高裁判所事務総局等職制規程

所得税法施行規則 、

人事院規則9-40(期末手当及び勤勉手当）

出納官吏事務規程

政府契約の支払遅延防止等に関する法律

政府契約の支払遅延防止等に関する法律の運用方針

国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令

犯罪捜査のための通信傍受に関する法律



行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する
法律

番号法

(ふ）

負担規則

物品令

物品規則

(へ）

支出負担行為等取扱規則

物品管理法施行令

物品管理法施行規則

電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等
の特例に関する省令 ．

平17財務令5

(ほ）

傍受原記録規程

保管金払込規程

保管証券規程

(み）

民訴費用法

(ゆ）

郵券規程

(ら）

旅費法

旅費支給規程

(よ）

予責法

予責法施行令

予決令 ．

||傍受の原記録の取扱いに関する規程
||保管金払込事務等取扱規程
||政府保管有価証券取扱規程

民事訴訟費用等に関する法律

予納郵便切手の取扱いに関する規程

国家公務員等の旅費に関する法律

国家公務員等の旅費支給規程

|予算執行職員等の責任に関する法律

|予算執行職員等の責任に関する法律施行令
||予算決算及び会計令

共済組合係

｜(う）
｜運営規則
｜運用方針
｜(こ）
｜国共法
｜国共法施行令
｜国共法施行規則
｜(て）
｜定款
｜(と）
|取扱規則

||裁判所共済組合運営規則
|国家公務員共済組合法等の運用方針

国家公務員共済組合法

国家公務員共済組合法施行令

国家公務員共済組合法施行規則
ノ

裁判所共済組合定款

|裁判所共済組合特定個人情報等取扱規則

※ 名称の比較的短い法令については,本文中に正式名称を記載し略称を設けていない。

※ 本文中に引用していない法令等も参考のため記載した。



付録4 通達等の略称一覧

通達等(発出省庁名を記載していないものは最高裁発出）略称(原則発出年順）

用度係･管理係･経理係

大蔵省大正12年蔵第3207号
｢政府ﾉ所得二帰シタル有価証券ﾉ換価方法並歳入二納付又ハ資金二組入手続」

大12蔵3 207号

大蔵省昭和32年蔵計第105号
｢国の債権の管理等に関する法律及びこれに基く命令の実施について」

昭32蔵計105号

大蔵省昭和33年蔵管第1号
｢行政財産を使用又は収益させる場合の取扱いの基準について」

昭33蔵管1号

大蔵省昭和40年蔵計第771号
｢物品管理法等の実施について」

昭40蔵計771号

大蔵省昭和40年蔵計第809号
｢物品増減及び現在額報告書の作成及び送付について」

昭40蔵計809号

昭和40年経監第148号
｢会計事務簡素化のための法令の実施について」

昭40経監148号

昭和44年経監第96号
｢国庫に帰属した保管有価証券の取扱い等について』

昭44経監96号

昭和44年経監第111号
｢国有財産として取り扱うべき保管有価証券の引継ぎについて」

昭44経監111号

昭和45年経監第1号
｢随意契約による場合の予定価格等について」

昭45経監1号

昭和48年総三第2号
｢｢民事訴訟の迅速処理に伴う経費の支出について｣の通達により立替支出した費
用の取立ての事務処理手続について」

昭48総三2号

大蔵省昭和49年蔵計第3732号
｢職員給与の振込による支払の実施に伴う国庫金振込関係の手続について」

昭49蔵計3732号

昭和55年経監第59号
｢会計事務簡素化のための法令の実施について」

昭55経監59号

昭和60年経監第66号
｢国庫に帰属した償還期未開始の保管国債証券の歳入納付手続について」

昭60経監66号

昭和62年人給A第13号
｢民事調停委員及び家事調停委員に対する手当の支給手続について」

昭62人給A13号

国税庁平成元年直法6-1号
｢消費税法の施行に伴う源泉所得税の取扱いについて」

平元直法6－1

平成4年総三第31号 ． ．
｢裁判所の事件に関する保管金等の取扱いに関する規程の運用について」

平4総三31号

平成4年民三第270号
｢執行官の事件に関する保管金の取扱い等について」

平4民三270号

平成5年総三第11号
｢コンピュータを利用した事務処理について」

平5総三11号

平成5年経総第169号
｢宿舎の設置､廃止等に係る事務の取扱いについて」

平5経総169号

平成6年総一第213号

｢下級裁判所の事務局等の組織について」
平6総一213号

平成6年総一第229号
｢課に置く係について」

平6総一229号

平成7年総三第18号
｢予納郵便切手の取扱いに関する規程の運用について」

平7総三18号

平成7年総三第24号
｢押収物等取扱規程の運用について」

平7総三24号

平成7年経監第15号
｢調停官等に対する登庁旅費の支給に関する事務の取扱いについて」

平7経監15号



略称(原則発出年順） 通達等(発出省庁名を記載していないものは最高裁発出）

平成7年経監第34号
｢収入金定期検査書等の様式について」

平7経監34号

平成7年経監第45号
｢債権管理簿等の様式について」

平7経監45号

大蔵省平成10年蔵計第877号
｢国の契約に係る予定価格の事後公表について」

平10蔵計877号

平成11年経監第96号

｢国庫に帰属した押収物の処分について」
平11経監96号

平成13年刑一第73号
｢国選弁護人,国選付添人及び人身保護法による国選代理人に支給する報酬に係る
所得税の源泉徴収の取扱いについて」

平13刑-73号

財務省平成13年財理第1859号
｢国有財産台帳等取扱要領について」

平13財理1859号

平成13年経総第160号
｢宿舎に関する事務の一部の委任について」

平13経総160号

平成14年経監第110号
｢予算決算及び会計令第85条の基準について」

平14経監110号

平成14年経監第111号
｢予算決算及び会計令第85条の基準の運用等について」

平14経監111号

平成16年人給A第14号
｢専門委員に対する手当の支給手続きについて」

平16人給A14号

平成16年経監第118号
｢徴収停止および履行延期の特約等の基準について」

平16経監118号

平成17年国土交通省告示第551号
｢国家機関の建築物及びその附帯施設の保全に関する基準」

平17国交551号

平成17年総三第0001 01号
｢保管金事務処理システムを利用した裁判所の事件に関する保管金の取扱いにつ
いて」

平17総三000101号

平成17年総三第OOO1 03号
｢民事執行事件処理システムを利用した事務処理の運用について」

平17総三0001 03号

平成17年人給A第000341号
｢精神保健審判員及び精神保健参与員に対する手当の支給手続について」

平17人給A00034 1号

平成17年経監第OOO3 09号
｢精神保健審判員及び精神保健参与員に対する登庁旅費の支給に関する事務の
取扱いについて」

平17経監OOO309号

財務省平成18年財計第201 7号
｢公共調達の適正化について」

平18財計201 7号

平成18年人給B第OOO1 39号
｢労働審判員に対する手当の支給手続について」

平18人給BOOO1 39号

平成18年人任二A第001 146号 ．
｢裁判官以外の裁判所職員の人事異動通知書の作成等について」

平18人任二AOO1 146
‐

言

平成20年総三第OOOO23号

｢民事裁判事務支援システムを利用した事務処理の運用について」
平20総三OOOO23号

財務省平成21年財理第5195号
｢国有財産総合情報管理システム(台帳記録･決算機能)の実施について」

平21財理5195号

平成25年経監第959号
『公共調達の適正化について」

平25経監959号

平成26年経監第1634号
｢出納官吏事務規程第8条第1項の代理を行うべき事故の定めについて」

平26経監1634号

平成27年総一第1425号
｢下級裁判所が司法行政事務に関して保有する個人情報等の適切な管理につい
て」

平27総一1425号



’ 略称(原則発出年順） 通達等(発出省庁名を記載していないものは最高裁発出）

平成27年総一第1429号
｢下級裁判所が行う個人番号関係事務における特定個人情報等の取扱いについ
て」

平27総一1429号

平成27年経営第279号 ．
｢工事現場における適正な施ｴ体制の確保等について」平27経営279号

平成28年総三第74号
｢予納郵便切手の交換に関する事務の取扱いについて」

平28総三74号

平成28年経監第1 304号 。
｢保管金の預金口座による受入れ等に関する事務の取扱いについて」

平28経監1 304号

財務省会計センター平成29年財会セ第1号
｢電子情報処理組織を使用して国の会計事務を処理する場合における一般的留意
事項,特殊な取扱い等について｣(ADAMSⅡから取得可）

平29財会セ1号

平成29年経主第778号
『経理計画について」

平29経主778号

平成29年経用第1578号
｢物品管理事務取扱要領について」

平29経用1578号

平成29年経用第1 580号
｢物品管理事務取扱要領の運用について」

平29経用1 580号

平成29年経監第463号
｢保管金事務処理ｼｽﾃﾑを利用した保管金に関する事務処理の運用について」平29経監463号

平成29年経総第195号
｢裁判所が維持及び管理を行う宿舎に関する原状回復等の運用について」

平29経総195号

平成29年経総第513号
｢用途廃止等の承認申請を必要としない場合について」

平29経総513号

平成29年経総第515号
｢最高裁判所所管の国有財産の事務の取扱いについて」

平29経総515号

平成29年経監第863号
｢裁判所会計事務規程に基づく指定等について」

平29経監863号

平成29年経監第864号
｢裁判所会計事務規程に基づく検査員の任命方法等に関する取扱いについて」

平29経監864号

平成29年経監第867号
｢債権管理及び歳入徴収事務の取扱いについて」

平29経監867号

平成29年経監第875号
｢現金又は物品の亡失等の報告等について」

平29経監875号

平成29年経監第877号
『保管金の還付手続に関する事務の取扱いについて」

平29経監877号

平成29年経監第881号 『
｢出納官吏事務規程第27号ただし書の規定に基づく金額の指定等について」

平29経監881号

平成29年民三第324号
｢法廷等の秩序維持に関する法律等に基づく過料の徴収について」

平29民三324号

平成30年経監第1 204号
｢裁判所会計事務規程に基づく日計の検閲等の取扱いについて」

平30経監1 204号

平成30年経監第1 289号
｢計算証明に関する指定等について」

平30経監1 289号

国税庁昭和45年直審(所)第30号
｢所得税基本通達の制定について」

所得税基本通達

共済組合係

|mg6｡経厚2.s号’
．’

昭和63年経厚第208号
｢財産形成貯蓄等の事務の取扱いについて」

昭63経厚208号



略称(原則発出年順） 通達等(発出省庁名を記載していないものは最高裁発出）

平成17年経共第402号
｢有形固定資産の管理等に関する事務の取扱いについて」

平17経共402号

平成18年経共第163号(通知）
｢被扶養者の認定について」

平18経共163号

平成20年経厚第19号
｢児童手当の認定等に係る権限の委任等について」

平20経厚19号

平成27年経共第13号
｢裁判所共済組合が国有財産を使用し,業者に福祉事業の経営を委託して行わせ
る場合の取扱いについて」

平27経共13号

平成27年経共第106号
｢国家公務員共済組合法施行規則第95条第3項に規定する被扶養者の要件の確
認について」

平27経共106号

平成27年経共第133号 ’
｢裁判所共済組合貸付事業運営規則運用方針について」

平27経共133号

平成27年経共第167号
｢裁判所共済組合貯金事業運営規則の運用について」

平27経共167号

平成28年経厚第41号
｢確定拠出年金に係る事務について」

平28経厚41号

平成29年経厚第9号
｢確定拠出年金に係る事務の取扱いについて」

平29経厚9号

平成29年経厚第27号
｢児童手当の支給に関する事務の取扱いについて」

平29経厚27号

平成29年経共第52号
｢厚生費で支払う経費の使途等について」

平29経共52号

※ 本文中に引用していない通達等も参考のため記載した。

h'



付録5 索 引

224時間無料電話健康相談 24じかんむりようでんわけんこうそうだん 54－1 ※ｼｰﾄ番号
Aa規格
Bb規格

aきかく

bきかく

16－3

16-3格
格

規
規

Ｃ
Ｏ
ｄ

Ｃ
Ｄ cきかく

dきかく

16-3

規格 16－3

e規格
ICカードのチャージ

eきかく
ICか－どのちや－じ

瞬一“E
=＝＝＝

I

iDeCo (イデコ） iDeCo (いでこ） 55-3

151参考】
39-7

16-5

回■…’

53-2

5-1-(1)
25-3

S SEABIS (シービス）

あ 明渡し（宿舎）
有（あり）『稜稜養看丁

い 遺族厚生年金

SEABIS (し－びす）

あけわたし(しゆくしや）・
あり

いぞくこうせいれんきん
いつばんきょうそう
いつばんきょうそうにゅうさつのながれ

》 争華既般

一般財形貯蓄

一般定期健康診断
いつばんざいけいちよちく

いつばんていきけんこうしんだん

55－2

54- 1

『

医療経理 ‘
医療事業
医療費支給事務
請負契約
売払

いりようけいり

いりようじぎよう
いりようひしきゅうじむ
うけおいけいやく
うりはらい

50-2

54-1

52-3

1E【ﾖﾗﾑ】
31

34－1

一

つ

､やく

か 会計機関 かいけいきかん
かいけいれんど

1－1

会計年度 2-1

39-4概算払 がいさんばらい
かかくかいてい価格改定 13－4

各所修繕
F蕊雪、

かくしよしゆうぜん
かくていばらい

4-3-(2)
39-4

貸付経理 かしつけけいり 50弓2》》 業事付貸

かしつけじぎよう
かぞくりょうようふかきん
かねんどししゆつ

鋸一理一瀦一認

かぶそくちょうしょ過不足筋|害 4-3-(1)整調足不過

かぶそくちようせい
かりだし

かん(よさんかもく）

4-3-(1)
35－3

4－1

官署支出官
完成通知

1-1-(3)
58-3

かんしょししゆつかん
かんせいつうち

監督 かんとく 8

監督（工事） かんとく(こうじ） 19》 ｊ守保く督監

かんとく(ほしゆ）
かんとくしょくいん

かんないちようせい
きそれんきんせいど

23

8-2,3

4-3-(2)
53-1

44-3きまんしっこう
休業給付 きゅうぎようきゅうふ 52-2

旧年度 きゅうねんど 2－2給《癖
支与給

きゆうよしきゅう

きょうさいくみあい
ぎようせいざいさん

“｜｜“｜唖

業務経理
緊恵腫契

ぎようむけいり
きんきゅうずいけい

50-2

5三丁三面
〈 》 員今口組 くみあいいん

ぐる－ぷほけん

細一甥

け 計算書
羅蕊宴爾頴苔員
契約決裁
葵彌喜一一一一

けいさんしよ

けいぞくちようきくみあいいん
けいやくけっさい
けいやくしょ

鯉一一細一猫一門

けいやくたんとうかん 1-1-(4)契約担当官

契約の締結 けいやくのていけつ 27－7

契約方式 けいやくほうしき 5-1

経理計画 けいりけいかく 4－2



けっさん決算 12

決算（共済組合） けっさん(きょうさいくみあい） 50-3

月例検査 げつれいけんさ 10-3

原価計算方式
夏至語符一一

げんかけいさんほうしき

げんきんきゅうふ
6-3-(2)
…■罰I

４

－

１
．
８検査 けんさ

けんさ(こうじ）
けんさ(ぶつぴんこうにゆう）

検査（工事）

検査（物品購入）
四一畑

検査（保守）

検査確認
舜一

けんさ(ほしゆ）
けんさかくにん
けんさしよ

型
竺
挫

検査職員 けんさしょくいん 8-2,3

19－3

けんさちようしよ 20－3
29－3

けんさちようしよさくせいのしようりやく 291但輌I

検査調書
ノ

検査調書作成の省略
牽制態勢 けんせいたいせい 10

建築施工単価 うたんかけんちくせこ 22-2

現物給付
こ 項（予算科目）
交換指定職員
交換簿

げんぶつきゅうふ
こう(よさんかもく）．
こうかんしていしよくいん
こうかんぼ

52-2【＋α】“｜｜翔一甥

厚生年金保険給付 こうせいれんきんほけんきゅうふ 53-2

交替検査
公的年金制度
同旨…

こうたいけんさ

こうてきれんきんせいど
ごうどうしゆくしや ．

皿一一銅一一唖

こくさいしようけん国債証券 46-4

国損

国有財産

こくそん

こくゆうざいさん

6-2

1-1-(6)
13

1-1-(6)こくゆうざいさんじむぶんしょうしゃ'国有財産事務分掌者

国有財産増減及び現在額計算書希W翰爵ぞうげんおよびげんざいが'5-2-('’
国有財産増減及び現在額報告書：鯉潅んぞうげんおよびげんざいが'5-ﾙ('’
国有財産台帳 こくゆうざし ､さんだいちょう 13-3

国有財産の価格改定
国有財産見込現在額報告書

こくゆうざいさんのかかくかいてい 13－4
こくゆうざいさんみこみげんざいがくほうこく15-1-(2)

こくゆうざいさんむしようかしつけじようきよう15-2-(2)
けいさんしよ

国有財産無償貸付状況計算書

こくゆうざいさんむしようかしつけじようきょう
ほうこくしょ
こじんがたかくていきよしゆつれんきん

国有財産無償貸付状況報告書

個人型確定拠出年金

15-1-(3)

55-3

こじんじようほう個人情報 56-1

個人番号
国家公務員共済組合

こじんばんどう
こつかこうむいんきょうさいくみあい

垂一蝿一鐸一鍔国 ､くみあいれんごう

国庫帰属（保管金） こつこきぞく(ほかんきん）

国庫帰属（保管有価証券）

固定的給与
個別上申

こつこきぞく(ほかんゆうかしようけん）

こていてききゅうよ
こくつじようしん

46-4

51-1[+α】
4-3-(1)

さ 災害給付

褒害詞棗費
さいがいきゆうふ
さいがいたいさくひ

罐一辨一識

害見舞金災 さいがいみまいきん》》 ざいけいけいり

ざいけいじゆうたくちよちく
ざいけいちよちく
ざいけいれんきんちよちく

ざいけいもちいえゆうしじぎよう
さいけんかんり
さいけんかんりけいさんしよ

班一錘一魂録一一認一鏥一雑

債権管理総括機関
債権現在額通知書

さいけんかんりそうかつきかん
さいけんげんざいがくつうちしよ

38-2

38-2

債権発生通知 さいけんはつせいつうち

さいしゅっ

36-1

1-1-(2)-注5
4-1 ･

歳出



1-1-(1)
さいにゅう歳入

41－1

歳入組入 さいにゅうくみいれ 44-3

歳入歳出外現金
歳入歳出外現金出納官吏

歳入歳出外現金出納計算書

さいにゆうさいしゆつがいげんきん
さいにゆうさいしゆつがいげんきんすいとう
さいにゆうさいしゆつがいげんきんすいとう
けいさんしよ

44- 1

1-1-(7)
11-2-(1)
45

さいにゆうちょうしゆう歳入徴収 36

11-1ざ(1)
38－3

歳入徴収額計算書 さいにゆうちょうしゆうがくけいさんしよ》》 官収徴入歳

さいにゆうちょうしゆうかん
さいばんしよきようさいくみあい
ざんていよさん ．

しかくしゅとくじけってい

1-1-(1)
48-3

4-1

51－2

52-311+ "I|事業報告書 じぎようほうこ くしょ

資金前渡 しきんぜんと 42-2

しきんぜんとかんり

じこう
ししゆつ

1-1-{7)
36-6

1三n百回

》

支出官

支出計算書‘

支出決定決議書

ししゅつかん

ししゆつけいさんしょ

1-1-(3)

11-1-(2)
41－1

亜【別図】ししゆつけっていけつぎしよ

ししゆつのけってい(ししゆつけってい） 塁-(3)支出の決定（支出決定）

1 -1-(2)
3-1

支出負担行為 ししゆつふたんこうい

支出負担行為計画 ししゅつふたんこういけいかく 3-1

支出負担行為決議 ししゆつふたんこういけつぎ 7

支出負担行為担当官
支出負担行為の確認
支出負担行為の整理

市場価格方式 ‘

ししゆつふたんこういたんとうかん
ししゆつふたんこういのかくにん

ししゆつふたんこういのせいり

しじようかかくほうしき

州函》》狸

私事旅行 しじりょこう
しせつせいびひ

39-5

1可冒面施設整備費
施設施エ庁費 しせつせこうちようひ

しせつせこうりょひ
じぜんかんぷせいきゅう

4-3-(2)
'百百百画施設施工旅費

事前還付請求 44-2

示達 じたつ 4-3-(1)

自動車保管場所貸与申請書
更董享雪一一一一一一一一

じどうしやほかんぱしよたいよしんせいしよ16－3
じどうてあて 55- 1

支払期限 しはらいきげん 9－2

支払計画 しはらいけいかく 3－3

支払遅延 しはらいちえん 9

支部長
事霧宝荏菅

しぶちよう
じむしゅにんかん

48-3

46-2

指名競争 しめいきようそう
じゆうたくかしつけ
しゆうにゆうかんり

叩班》住宅貸付
i反天菅更

しゅうにゅうきんげんきんすし ､とうけいさん (3)11 -1－

しゆくしや
しゆくしやたいよしようにんしよ

しゆくしやたいよしんせいしよ
しゆくしゃのきかく
しゆくはくりょう

宿舎
宿舎貸与承認書
宿舎貸与申請書
ﾋ…諏一

咋碑一

肥一齢一一崎一一蝿一一甥

出産費附加金 しゅっさんひふかきん 52-2

樹木
､
渉額随意契約（工事）
少額随意契約（役務）
少額随契

じゆもく
しようがいこうせいれんきん

しょうがくずいいけいやく(こうじ）
しようがくずいいけいやく(えきむ）
しようがくずいけい

哩翠一把鋸蔀

証拠書類（エ事） I〃r男 こしよるい 20-2よフジ

30-3

32-3-(3)
しようこしよるい(ぶつぴんこうにゆう）証拠書類（物品購入）

証拠書類（支出） (ししゆつ）しようこしよるい 41-2



10-2-(1)
43-3

10-2-(2)

証拠書類（前渡資金） しようこしよるい(ぜんとしきん）

証拠書類（保管金） しようこしよるい(ほかんきん）
45-3

仕様書
荏濡喜一『王軍〕

しようしよ
しようしよ(こうじ）

6-3-(3)坦
亟
羽

しようしよ(ほしゆ）仕様書（保守）

省庁別宿舎 しようちょうくっしゆくしや 16－2
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

57しようにん証人

証人等旅費
奮濡享畜爾茄釜
所属年度

しようにんとうりよひ
しょうびょうてあてふかきん
しょぞくれんど

諏一謹一魂

しんねんど新年度 2－2銅》》す しんりょうじよ

ずいいけいやく(ずいけい）
ずいじかいてい
すいとういん

54-1

…団

51－2

47

すいとうかんり 1-1-(7)出納官吏

出納計算表
出納主任

すいとうけいさんひよう
すいとうしゅにん

班一一錨

出納整理期間
日醗藤島塞蕊切園

すいとうせいりきかん
すいとうせいりきげん

2-2
二＝＝＝＝＝＝＝

2-2鵬
せ すいとうやく

せいさんせいきゅう
せいさんばらい

せいしつずいいけいやく
せいしつずいけい
せいふけいやく

せいふしょとくちようちよ
せいふほかんゆうかしようけん

48-3

39-4

39-4

30-3-(2)
5-1-(5)
9-2-(1)
44ゐ3

46証

積算基準
積算資料
センタ＝支田声
前渡資金出納計算書
前渡資金出納計算書

せきさんきじゆん

せきさんしりょう
せんた－ししゆつかん
ぜんとしきんすいとうけいさんしょ
ぜんとしきんすいとうけいさんしよ

獅壷唖璽“

そ 総価契約
即払い
組織（予算科目）
即決

そうかけいやく ‐
そくばらい

そしき(よさんかもく）
そつけつ

:M
4－1

－3r干~画~】
た 代金の支払（工事）

代金の支払（物品購入）

代金の支払（保守）
代行機関
退職等年金給付

だいきんのしはらい(こうじ）

だいきんのしはらい(ぶつぴんこうにゆう）
だいきんのしはらい(ほしゆ） ’
だいこうきかん

たいしよくとうねんきんきゅうふ

加一加一型一一脚一錘

台帳登載決議 だいちようとうさいけつぎ 14－2

代理 だいり 1-2

単価契約
短期給付

たんかけいやく
たんききゆうふ

5-2-(2)
52-1

短期経理
同I遜溺詞閏

たんきけいり
だんたいあつかいほけん

轆一甥

ち チャージ ちや－じ 42

長期給付 ちようききゅうふ
ちようきくみあいいん
ちようさかくにん

銘一組一姪長期組合員
調蚕薩霊一
調査決定 一 ちようさけってい 36-2

庁舎設備
徴収済額報告書
調達実施伺い

ちょうしやせつび
ちょうしゆうずみがくほうこくしょ
ちようたつじっしうかがい

副一甥一犯函坐轆師鋤皿

庁費予算調整
庁費予算調整調書
貯金経理

ちようひよさんちようせい
ちようひよさんちようせいちょうしょ
ちよきんけいり
つうやくにん
つみあげほうしき
ていきけんさ

通訳》秀 人訳通つ

定時決定
底天和面稽調蚕

ていじけってい 51-2

…ていにゆうさつかかくちようさ



てんけんぎようむ
でんぴょう
てんぷしよるい(こうじ）

畑一一罪一班

点検業務
云票

添付書類（工事）
30-3-(3)てんぷしよるい(ぶつびん）

添付書類（支出）

添荷喜類~(保管金）

てんぷしよるい(ししゆつ） 40-1

43-4

45-4

てんぷしよるい(ぜんとしきん）
てんぷしよるい(ほかんきん）
とうざよきんうけはらいにつけいひよう
とうしょよさん
とくそくじよう

10-2言(2)

4－1 、

36-5

と 当座預金受払日計表
当初予算

とくていけんこうしんさ
とくていこじんじようほう
とくていほけんしどう

》 辨一轆一錘

特別貸付 とくくつかしつけ 54－5
特別住宅貸付 とくくつじゆうたくかしつけ 54－5

特別増額予算配分計画(特増>ﾐ獣ぞうが<よさんはいぶんけいか<(と“(1)
無（なし）（被扶養者） なし(ひふようしや） 49【千~西
日計表 につけいひよう 10－2

な
に

にっとう日当 39-3

､いん 49-1

にんげんどっく

れんがく
れんかんけいやく

人間ドック
ね 年額
年間契約

54-1

…

25

年度区分 ねんどくぷん 40-3

の 脳ドック のうどつく 54-1

納入告知害 のうに
戸

こくちしよ 36-3ゆう

納入の告知 のうにゅうのこくち 36-3

納品 のうひん 27-8

4－2は 配賦 はいふ

ばつさい

ひきつぎ(かいけいきかん）
ひこていてききゅうよ
ひと

ひふようしや
ひふようしやしんこくしよ．
ひょうしゃれんきんせいど

癖》》壷一一
14-2
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

1-4）
51-11…’

4-3-(1)
49-1

49-2

53-1

51

51-1

51‐1

4－1

22－2

標準報酬月額
標準報酬の等級

ひょうじゆんほうしゆうっきがく
ひようじゆんほうしゆうのとうきゅう
ぶ(よさんかも<）
ぶがかりほうしき舞漂事

､

心、

ふかきゅうふ 52-2附|加給付

福祉事業
副禾蔀長

ふくしじぎよう

ふくほんぶちよう

54
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

48-3

ナふつうかしつI 54 5普通貸付 O詮-,

13-2

6-3-(2)
1-1-(5)
1-1-(5)
26- 1

11-1-(5)
32-1

ふつうざいさん
ぶつかしりょう
ぶつぴん

ぶつびんかんりかん

ぶっびんかんりけいかく

ぶつびんかんりけいさんしよ

料資価物

物品管理計算書

３
３
２
２

－

再

酉

－

３
０
２
７

１
３
３
３

ぶつびんかんりぽ物品管理簿

物品取得措置請求 ・ぶつびんしゆとくそちせいきゅう 27－1
物品増減及び現在額報告書 ぶつびんぞうげんおよびげんざいがくほう32－1

ふようぶつびん
ふりだしごぎってしはらいみさいちようしよ_二

31

45-4

36-7へんのうきん －へ 返納金
12－3ほうこくしょほ 報告書
52-2蔑定給付 ほうていきゅうふ



型

保管金 ほかんきん

ほかんきんうけはらいにつけいひ

44
＞

日計表 10-2-(2

保管物 ほかんぶつ 35-1

主任官 ほかんぶつ

管有価証券 うかしようけんほかん 46

保管有価証券取扱主任官 ほかんゆうかしようけんとりあつかいしゆに 1-1-(7)
52-2険給付 ほけんきゆうふ

保健経理 ぼけんけいり 50-2

保守業務 ほしゆぎようむ 21-1

補正予
禾蔀長

ほせいよさん

ほんぶちよう

4－1

48-3

まいなんぱ一ま マイナンバー 56-2

｢干~画~】
み未供用物品等調害一一 うぶつぴんとうちようしよみきょ

垂

よ 32-3

見積合わせ みつもりあわせ 27-4

も 目（予算科目） もく(よさんかもく 4－1

予算 よさん 4－1

予算過不足調書 よさんかぶそくちようしよ 4-3-(1)

予算科目 よさんか 4-1

予算事務提要 よさんじむてい
浄

よ 2-3

定価格（工事） いかかく(こうじ）よて 18

予定価格（物品購入） よていかかく(ぶつぴんこうにゆう） 28

予定価格（保守契約） よていかかく(ほしゆけいやく） 22

切手 よのうゆう びんきって 33

予備費 よびひ 2-3

り 領収済通知情報
療養の給付
療養費
旅行命令
旅費

りょうしゆうずみつうちじようほう 36－4

弱冒面【~干~面~】
…巴”’

39-2

39-1

γ】三 吋

りょうようひ

りょこうめいれい
りょひ

音反訳 ろくおんはんやく 58


